
 平成
へいせい

28年度
ね ん ど

 第
だい

３回
かい

横浜市
よ こ は ま し

障害者
しょうがいしゃ

施策
せ さ く

推進協
すいしんきょう

議会
ぎ か い

 

 

平成
へいせい

29年
ねん

３月
がつ

30日
にち

（木
もく

） 

午前
ご ぜ ん

 10時
じ

～12時
じ

 

関内
かんない

中央
ちゅうおう

ビル
び る

 10階
かい

大
だい

会議室
かいぎしつ

 

≪次
し

    第
だい

≫ 

１ 開
かい

   会
かい

 

 

２ 健康
けんこう

福祉
ふ く し

局 長
きょくちょう

あいさつ 

 

３ 議
ぎ

   題
だい

 

  第
だい

３期
き

障害者
しょうがいしゃ

プラン
ぷ ら ん

の見直
み な お

しについて （資料
しりょう

１） 

 

４ 報 告
ほ う こ く

事 項
じ こ う

 

(1)第３期
だ い  き

横浜市
よこはまし

障害者
しょうがいしゃ

プラン
ぷ ら ん

市民
し み ん

説明会
せつめいかい

の開催
かいさい

状 況
じょうきょう

について（資料
しりょう

２） 

(2)平成
へいせい

28年度
ね ん ど

専門
せんもん

委員会
いいんかい

の活動
かつどう

報告
ほうこく

について  （資料
しりょう

３）           

 (3)障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

の解 消
かいしょう

に関
かん

する市
し

の取組
とりくみ

状 況
じょうきょう

について （資料
しりょう

４） 

 (4)障害者
しょうがいしゃ

就 労
しゅうろう

啓発
けいはつ

事業
じぎょう

（公 共
こうきょう

施設
し せ つ

活用
かつよう

事業
じぎょう

）について (資料
しりょう

５）       

  (5)平成
へいせい

29年度
ね ん ど

予算
よ さ ん

について （資料
しりょう

６） 

(6)障害者
しょうがいしゃ

虐 待
ぎゃくたい

防止
ぼ う し

に関
かん

する広報・啓発用
けいはつよう

チラシの作成
さくせい

について（資料
しりょう

７） 

(7)西部
せ い ぶ

方面
ほうめん

多機能型
た き の う が た

拠点
きょてん

の開所
かいしょ

について（資料
しりょう

８）             

 (8)ヨコハマ
よ こ は ま

・パラトリエンナーレ
ぱ ら と り え ん な ー れ

2017実施
じ っ し

概要
がいよう

案
あん

 （資料
しりょう

９） 



第
だ い

３ 期
き

横 浜 市
よ こ は ま し

障 害 者
しょうがいしゃ

プ ラ ン
ぷ ら ん

の 見 直 し
み な お し

に つ い て 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●横浜市
よこはまし

では、障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

施策
し さ く

に関
かか

わる 中
ちゅう

・長期的
ちょうきてき

な計画
けいかく

である「第
だい

３期
き

横浜市
よこはまし

障 害 者
しょうがいしゃ

プラン
ぷ ら ん

（以下
い か

「プラン
ぷ ら ん

」という）」について、３年
ねん

を１期
き

として作成
さくせい

した「障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

」部分
ぶ ぶ ん

の計画
けいかく

期間
き か ん

が 29

年度
ね ん ど

末
まつ

をもって 終 了
しゅうりょう

することから、新
あら

たな「障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

」を策定
さくてい

するとともに、必要
ひつよう

な見直
み な お

しを 行
おこな

います。 

●見直
み な お

しにあたっては、障害者
しょうがいしゃ

の日 常
にちじょう

生活
せいかつ

及
およ

び社会
しゃかい

生活
せいかつ

を総合的
そうごうてき

に支援
し え ん

するための法律
ほうりつ

（以下
い か

「障 害 者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援法
しえんほう

」という）及
およ

び児童
じ ど う

福祉法
ふくしほう

をはじめとした関係
かんけい

法令
ほうれい

の改正
かいせい

等
とう

の内容
ないよう

を踏
ふ

まえると

ともに、障 害
しょうがい

当事者
とうじしゃ

や家族
か ぞ く

、障 害 者
しょうがいしゃ

関係
かんけい

団体
だんたい

、事
じ

業 者
ぎょうしゃ

、一般
いっぱん

市民
し み ん

の皆様
みなさま

等
とう

から御意見
ご い け ん

を 頂
いただ

きながら、共
とも

に作
つく

り上
あ

げていきたいと 考
かんが

えます。 

プラン
ぷ ら ん

見直
みなお

しの方 向 性
ほうこうせい

  

障 害 者
しょうがいしゃ

が 自
みずか

らの望
のぞ

む地域
ち い き

生活
せいかつ

を 営
いとな

むことができるよう、「生活
せいかつ

」と「就 労
しゅうろう

」に対
たい

する支援
し え ん

の一層
いっそう

の充 実
じゅうじつ

や高齢
こうれい

障 害 者
しょうがいしゃ

による介護
か い ご

保険
ほ け ん

サービス
さ ー び す

の円滑
えんかつ

な利用
り よ う

を促進
そくしん

するための見直
み な お

しを 行
おこな

うとともに、

障害児
しょうがいじ

支援
し え ん

のニーズ
に ー ず

の多様化
た よ う か

にきめ細
こま

かく対応
たいおう

するための支援
し え ん

の拡 充
かくじゅう

を図
はか

るほか、サービス
さ ー び す

の質
しつ

の確保
か く ほ

・向 上
こうじょう

を図
はか

るための環 境
かんきょう

整備
せ い び

等
とう

を 行
おこな

うため、平成
へいせい

２８年
ねん

５月
がつ

２５日
にち

に一部
い つ ぶ

改正
かいせい

されました。 

障 害 者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援法
しえんほう

及
およ

び児童
じ ど う

福祉法
ふくしほう

の一部
い ち ぶ

改正
かいせい

 ※ 平成
へいせい

30年
ねん

４月
がつ

１日
にち

 施行
し こ う

 （別紙
べ っ し

資料
しりょう

１－１ 参 照
さんしょう

） 

プラン
ぷ ら ん

は、障 害 者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

 第
だい

11 条
じょう

に基
もと

づく“市町村
しちょうそん

計画
けいかく

”として、横浜市
よこはまし

における障 害 者
しょうがいしゃ

に関
かん

する施策
し さ く

の方向性
ほうこうせい

等
とう

を定
さだ

める基本的
きほんてき

な計画
けいかく

である「障 害 者
しょうがいしゃ

計画
けいかく

」と、障 害 者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援法
しえんほう

第
だい

８８ 条
じょう

に基
もと

づき円滑
えんかつ

にサービス
さ ー び す

提 供
ていきょう

が進
すす

むよう、 障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

におけるサービス
さ ー び す

ごとに必要
ひつよう

な利用
り よ う

の見込
み こ

み 量
りょう

を定
さだ

める「 障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

」の二
ふた

つの性格
せいかく

を持
も

つ計画
けいかく

です。 

「 障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

」部分
ぶ ぶ ん

は、３年
ねん

を１期
き

として作成
さくせい

することとしている国
くに

の基本
き ほ ん

指針
し し ん

に基
もと

づき、30年度
ね ん ど

で見直
み な お

しとなります。 

また、今回
こんかい

のプラン
ぷ ら ん

の見直
み な お

しにおいて、ライフステージ
ら い ふ す て ー じ

を通
つう

じた一貫
いっかん

した支援
し え ん

への視点
し て ん

を持
も

って取
と

りまとめられているプラン
ぷ ら ん

を「障害児
しょうがいじ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

」としても位置付
い ち づ

けます。 

※ 児童
じ ど う

福祉法
ふくしほう

の一部
い ち ぶ

改正
かいせい

に 伴
ともな

い、都道府県
と ど う ふ け ん

・市町村
しちょうそん

において「障害児
しょうがいじ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

」を策定
さくてい

することとされ、プラン
ぷ ら ん

と一体
いったい

のもとして作成
さくせい

することができるとされています。 

プラン
ぷ ら ん

の位置付
い ち づ

け （別紙
べ っ し

資料
しりょう

１－2 参 照
さんしょう

） 

「横浜市
よこはまし

障 害 者
しょうがいしゃ

施策
し さ く

推 進 協
すいしんきょう

議会
ぎ か い

」「障 害 者
しょうがいしゃ

施策
し さ く

検討
けんとう

部会
ぶ か い

」「横浜市
よこはまし

自立
じ り つ

支援協
しえんきょう

議会
ぎ か い

」

及
およ

び障 害 者
しょうがいしゃ

団体
だんたい

等
とう

への「グループインタビュー
ぐ る ー ぷ い ん た び ゅ ー

」及
およ

び「当事者
と う じ し ゃ

ワーキング
わ ー き ん ぐ

」等
とう

での議論
ぎ ろ ん

を踏
ふ

ま

え、新
あら

たな「 障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

」の策定
さくてい

に加
くわ

え、具体的
ぐたいてき

な事業
じぎょう

及
およ

び事業
じぎょう

内容
ないよう

の見直
み な お

し・変更
へんこう

を

行
おこな

います。 

【プラン
ぷ ら ん

に掲
かか

げる各事業
かくじぎょう

について】 

各取組
かくとりくみ

における具体的
ぐ た い て き

な事業
じぎょう

及
およ

び事業
じぎょう

内容
ないよう

は、当事者
と う じ し ゃ

・関係
かんけい

団体
だんたい

等
とう

からの声
こえ

や、

障 害 者
しょうがいしゃ

施策
し さ く

推 進 協
すいしんきょう

議会
ぎ か い

等
など

での議論
ぎ ろ ん

を踏
ふ

ま

え、見直
み な お

し・変更
へんこう

を 行
おこな

います。 

【プラン
ぷ ら ん

に掲
かか

げる 

「障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

」部分
ぶ ぶ ん

について】 

各取組
かくとりくみ

における障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

部分
ぶ ぶ ん

は、

当事者
と う じ し ゃ

・関係
かんけい

団体
だんたい

等
とう

からの声
こえ

や、障 害者
しょうがいしゃ

施策
し さ く

推 進 協
すいしんきょう

議会
ぎ か い

等
など

での議論
ぎ ろ ん

を踏
ふ

まえ、見
み

直
なお

し・変更
へんこう

を 行
おこな

います。 

４月
がつ

～５月
がつ

  … 障 害 者
しょうがいしゃ

関係
かんけい

団体
だんたい

等
とう

へのグ
ぐ

ル
る

ー
ー

プ
ぷ

イ
い

ン
ん

タ
た

ビ
び

ュ
ゅ

ー
ー

及
およ

び当
とう

事
じ

者
しゃ

ワ
わ

ー
ー

キ
き

ン
ん

グ
ぐ

の

実施
じ っ し

。 

６月
がつ

～７月
がつ

   … 「横浜市
よこはまし

障 害 者
しょうがいしゃ

施策
し さ く

推 進 協
すいしんきょう

議会
ぎ か い

」「障 害 者
しょうがいしゃ

施策
し さ く

検討
けんとう

部会
ぶ か い

」「横浜市
よこはまし

自立
じ り つ

支援協
しえんきょう

議会
ぎ か い

」等
とう

での素案
そ あ ん

の検討
けんとう

。 

９ 月
がつ

 頃
ごろ

    …  素
そ

案
あん

の策
さく

定
てい

。団
だん

体
たい

説
せつ

明
めい

及
およ

び市
し

民
みん

向
む

け説
せつ

明
めい

会
かい

の開
かい

催
さい

。 

10 月
がつ

 頃
ごろ

    …  市民
し み ん

意見
い け ん

募集
ぼしゅう

の実施
じ っ し

。 

１ 月
がつ

 頃
ごろ

   … 見直
み な お

し原案
げんあん

策定
さくてい

。 

３ 月
がつ

 頃
ごろ

   … 見直
み な お

し版
ばん

策定
さくてい

。 

＜参考＞ 今後
こ ん ご

のスケジュール
す け じ ゅ ー る

について（予定
よ て い

）  

＜具体例
ぐ た い れ い

＞ ※「プラン
ぷ ら ん

」より抜粋
ばっすい

 

資
し

料
りょう

１ 
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 障 害 者

しょうがいしゃ

の日 常
にちじょう

生活
せいかつ

及
およ

び社会
しゃかい

生活
せいかつ

を総合的
そうごうてき

に支援
しえん

するための法律
ほうりつ

及
およ

び児童
じどう

福祉法
ふくしほう

の 

一部
いちぶ

を改正
かいせい

する法律
ほうりつ

（概要
がいよう

） 

障害者
しょうがいしゃ

が自
みずか

らの望
のぞ

む地域
ち い き

生活
せいかつ

を営
いとな

むことができるよう、「生活
せいかつ

」と「就労
しゅうろう

」に対
たい

する支援
し え ん

の一層
いっそう

の充実
じゅうじつ

や高齢
こうれい

障害者
しょうがいしゃ

による介護
か い ご

保険
ほ け ん

サービス
さ ー び す

の円滑
えんかつ

な利用
り よ う

を促進
そくしん

するための見直
み な お

しを行
おこな

うとともに、障害児
しょうがいじ

支援
し え ん

のニーズ
に ー ず

の多様化
た よ う か

にきめ細
こま

かく対応
たいおう

するための支援
し え ん

の拡充
かくじゅう

を図
はか

るほ

か、サービス
さ ー び す

の質
しつ

の確保
か く ほ

・向上
こうじょう

を図
はか

るための環境
かんきょう

整備
せ い び

等
とう

を行
おこな

う。 

趣
しゅ

 旨
し

 

１ 障害者
しょうがいしゃ

の望
のぞ

む地域
ち い き

生活
せいかつ

の支援
し え ん

 

 

概
がい

 要
よう

 

○ 障害者
しょうがいしゃ

が安心
あんしん

して地域
ち い き

で生活
せいかつ

することができるよう、グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

等
とう

地域
ち い き

生活
せいかつ

を支援
し え ん

する仕組
し く み

みの見直
み な お

しが求
もと

められているが、集団
しゅうだん

生活
せいかつ

ではなく賃貸
ちんたい

住宅
じゅうたく

等
とう

における一人暮
ひ と り ぐ

らしを希望
き ぼ う

する障害者
しょうがいしゃ

の中
なか

には、知的
ち て き

障害
しょうがい

や精神
せいしん

障害
しょうがい

により理解力
りかいりょく

や生
せい

活力
かつりょく

等
とう

が十分
じゅうぶん

ではな

いために一人暮
ひ と り ぐ

らしを選択
せんたく

できない者
もの

がいる。 

○ このため、障害者
しょうがいしゃ

支援
し え ん

施設
し せ つ

やグループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

等
とう

から一人暮
ひ と り ぐ

らしへの移行
い こ う

を希望
き ぼ う

する知的
ち て き

障害者
しょうがいしゃ

や精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

などについて、本人
ほんにん

の意思
い し

を尊重
そんちょう

した地域
ち い き

生活
せいかつ

を支援
し え ん

するため、一定
いってい

の期間
き か ん

にわたり、定期的
ていきてき

な巡回
じゅんかい

訪問
ほうもん

や随時
ず い じ

の対応
たいおう

により、障害者
しょうがいしゃ

の理解力
りかいりょく

、生
せい

活力
かつりょく

等
とう

を補
おぎな

う

観点
かんてん

から、適時
て き じ

のタイミング
た い み ん ぐ

で適切
てきせつ

な支援
し え ん

を行
おこな

うサービス
さ ー び す

を新
あら

たに創設
そうせつ

する（「自立
じ り つ

生活
せいかつ

援助
えんじょ

」）。 

(１) 地域
ち い き

生活
せいかつ

を支援
し え ん

する新
あら

たなサービス
さ ー び す

（自立
じ り つ

生活
せいかつ

援助
えんじょ

）の創設
そうせつ

 

○ 就労
しゅうろう

移行
い こ う

支援
し え ん

等
とう

を利用
り よ う

し、一般
いっぱん

就労
しゅうろう

に移行
い こ う

する障害者
しょうがいしゃ

が増加
ぞ う か

している中
なか

で、今後
こ ん ご

、在職
ざいしょく

障害者
しょうがいしゃ

の就労
しゅうろう

に伴
ともな

う生活上
せいかつじょう

の支援
し え ん

ニーズ
に ー ず

はより一層
いっそう

多様化
た よ う か

かつ増大
ぞうだい

するものと考
かんが

えられる。 

○ このため、就労
しゅうろう

に伴
ともな

う生活面
せいかつめん

の課題
か だ い

に対応
たいおう

できるよう、事業所
じぎょうしょ

・家族
か ぞ く

との連絡
れんらく

調整
ちょうせい

等
とう

の支援
し え ん

を一定
いってい

の期間
き か ん

にわたり行
おこな

うサービス
さ ー び す

を新
あら

たに創設
そうせつ

する（「就労
しゅうろう

定着
ていちゃく

支援
し え ん

」）。 

(２) 就労
しゅうろう

定着
ていちゃく

に向
む

けた支援
し え ん

を行
おこな

う新
あら

たなサービス
さ ー び す

（就労
しゅうろう

定着
ていちゃく

支援
し え ん

）の創設
そうせつ

 

※ 「社会
しゃかい

保障審
ほしょうしん

議会
ぎ か い

障害者
しょうがいしゃ

部会
ぶ か い

（第
だい

８０回
かい

）」資料
しりょう

より、抜粋
ばっすい

 資
し

料
りょう

１－１ 
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概
がい

 要
よう

 

○ 四肢
し し

の麻痺
ま ひ

及
およ

び寝
ね

たきりの状態
じょうたい

にある者
もの

等
とう

の最重度
さいじゅうど

の障害者
しょうがいしゃ

が医療
いりょう

機関
き か ん

に入院
にゅういん

した時
とき

には、重度
じゅうど

訪問
ほうもん

介護
か い ご

の支援
し え ん

が受
う

けられなくなる

ことから以下
い か

のような事例
じ れ い

があるとの指摘
し て き

がある。 

・体位
た い い

交換
こうかん

などについて特殊
とくしゅ

な介護
か い ご

が必要
ひつよう

な者
もの

に適切
てきせつ

な方法
ほうほう

が取
と

られにくくなることにより苦痛
く つ う

が生
しょう

じてしまう 

・行動上
こうどうじょう

著
いちじる

しい困難
こんなん

を有
ゆう

する者
もの

について、本人
ほんにん

の障害
しょうがい

特性
とくせい

に応
おう

じた支援
し え ん

が行
おこな

われないことにより、強
つよ

い不安
ふ あ ん

や恐怖
きょうふ

等
とう

による混乱
こんらん

 

（パニック
ぱ に っ く

）を起
お

こし、自傷行為等
じしょうこういとう

に至
いた

ってしまう 

○ このため、最重度
さいじゅうど

の障害者
しょうがいしゃ

であって重度
じゅうど

訪問
ほうもん

介護
か い ご

を利用
り よ う

している者
もの

に対
たい

し、入 院 中
にゅういんちゅう

の医療
いりょう

機関
き か ん

においても、利用者
りようしゃ

の状態
じょうたい

など 

を熟知
じゅくち

しているヘルパー
へ る ぱ ー

を引
ひ

き続
つづ

き利用
り よ う

し、そのニーズ
に ー ず

を的確
てきかく

に医療
いりょう

従事者
じゅうじしゃ

に伝達
でんたつ

する等
とう

の支援
し え ん

を行
おこな

うことができることとする。 

(３) 重度
じゅうど

訪問
ほうもん

介護
か い ご

の訪問先
ほうもんさき

の拡大
かくだい

 

○ 障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サ
さ

―
ー

ビス
び す

に相当
そうとう

するサービス
さ ー び す

が介護
か い ご

保険法
ほけんほう

にある場合
ば あ い

は、介護
か い ご

保険
ほ け ん

サービス
さ ー び す

の利用
り よ う

が優先
ゆうせん

されることになっている。高齢
こうれい

障害者
しょうがいしゃ

が介護
か い ご

保険
ほ け ん

サービス
さ ー び す

を利用
り よ う

する場合
ば あ い

、障害
しょうがい

福祉
ふ く し

制度
せ い ど

と介護
か い ご

保険
ほ け ん

制度
せ い ど

の利用者
りようしゃ

負担
ふ た ん

上限
じょうげん

が異
こと

なるために利用者
りようしゃ

負担
ふ た ん

（１割
わり

）が新
あら

たに

生
しょう

じることや、これまで利用
り よ う

していた障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

事業所
じぎょうしょ

とは別
べつ

の介護
か い ご

保険
ほ け ん

事業所
じぎょうしょ

を利用
り よ う

することになる場合
ば あ い

があることといった

課題
か だ い

が指摘
し て き

されている。 

○ このため、65歳
さい

に至
いた

るまで相当
そうとう

の長期間
ちょうきかん

にわたり障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

を利用
り よ う

していた一定
いってい

の高齢
こうれい

障害者
しょうがいしゃ

に対し
た い し

、介護
か い ご

保険
ほ け ん

サービス
さ ー び す

の

利用者
りようしゃ

負担
ふ た ん

が軽減
けいげん

されるよう障害
しょうがい

福祉
ふ く し

制度
せ い ど

により利用者
りようしゃ

負担
ふ た ん

を軽減
けいげん

（償還
しょうかん

）する仕組
し く

みを設
もう

け、障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

事業所
じぎょうしょ

が介護
か い ご

保険
ほ け ん

事業所
じぎょうしょ

になりやすくする等
とう

の見直
み な お

しを行
おこな

い、介護
か い ご

保険
ほ け ん

サービス
さ ー び す

の円滑
えんかつ

な利用
り よ う

を促進
そくしん

する。 

(４) 高齢
こうれい

障害者
しょうがいしゃ

の介護
か い ご

保険
ほ け ん

サービス
さ ー び す

の円滑
えんかつ

な利用
り よ う
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２ 障害児
しょうがいじ

支援
し え ん

のニーズ
に ー ず

の多様化
た よ う か

へのきめ細
こま

かな対応
たいおう

 

 

 

概
がい

 要
よう

 

○ 障害児
しょうがいじ

支援
し え ん

については、一般的
いっぱんてき

には複数
ふくすう

の児童
じ ど う

が集
あつ

まる通所
つうしょ

による支援
し え ん

が成長
せいちょう

にとって望
のぞ

ましいと考
かんが

えられるため、これまで通所
つうしょ

支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

を図
はか

ってきたが、現状
げんじょう

では、重度
じゅうど

の障害
しょうがい

等
とう

のために外出
がいしゅつ

が 著
いちじる

しく困難
こんなん

な障害児
しょうがいじ

に発達
はったつ

支援
し え ん

を受
う

ける機会
き か い

が提供
ていきょう

されていない。 

○ このため、重度
じゅうど

の障害
しょうがい

等
とう

の状態
じょうたい

にある障害児
しょうがいじ

であって、障害児通所
しょうがいじつうしょ

支援
し え ん

を利用
り よ う

するために外出
がいしゅつ

することが 著
いちじる

しく困難
こんなん

な障害児
しょうがいじ

に発達
はったつ

支援
し え ん

が提供
ていきょう

できるよう、障害児
しょうがいじ

の居宅
きょたく

を訪問
ほうもん

して発達
はったつ

支援
し え ん

を行
おこな

うサービス
さ ー び す

を新
あら

たに創設
そうせつ

する（「居宅
きょたく

訪問型
ほうもんがた

児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

」）。 

(１) 居宅
きょたく

訪問
ほうもん

により児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

を提供
ていきょう

するサービス
さ ー び す

の創設
そうせつ

 

○ 乳児院
にゅうじいん

や児童
じ ど う

養護
よ う ご

施設
し せ つ

の入所者
にゅうしょしゃ

に占
し

める障害児
しょうがいじ

の割合
わりあい

は３割
わり

程度
て い ど

となっており、職員
しょくいん

による支援
し え ん

に加
くわ

えて、発達
はったつ

支援
し え ん

に関
かん

する専門的
せんもんてき

な

支援
し え ん

が求
もと

められている。（乳児院
にゅうじいん

：28.2 ％
ぱーせんと

、児童
じ ど う

養護
よ う ご

施設
し せ つ

：28.5 ％
ぱーせんと

／平成
へいせい

24年度
ね ん ど

） 

○ このため、保育所
ほいくしょ

等
とう

訪問
ほうもん

支援
し え ん

の対象
たいしょう

を乳児院
にゅうじいん

や児童
じ ど う

養護
よ う ご

施設
し せ つ

に入所
にゅうしょ

している障害児
しょうがいじ

に拡大
かくだい

し、障害児
しょうがいじ

本人
ほんにん

に対
たい

して他
た

の児童
じ ど う

との集団
しゅうだん

生活
せいかつ

への適応
てきおう

のための専門的
せんもんてき

な支援
し え ん

を行
おこな

うとともに、当該
とうがい

施設
し せ つ

の職員
しょくいん

に対
たい

して障害児
しょうがいじ

の特性
とくせい

に応
おう

じた支援
し え ん

内容
ないよう

や関
かか

わり方
かた

についての助言
じょげん

等
とう

を行
おこな

うことができることとする。 

(２) 保育所
ほいくしょ

等
とう

訪問
ほうもん

支援
し え ん

の支援
し え ん

対象
たいしょう

の拡大
かくだい

 

○ 医療
いりょう

技術
ぎじゅつ

の進歩
し ん ぽ

等
とう

を背景
はいけい

として、ＮＩＣＵ
えぬあいしーゆー

等
とう

に長期間
ちょうきかん

入院
にゅういん

した後
のち

、引
ひ

き続
つづ

き人工
じんこう

呼吸器
こきゅうき

や胃
い

ろう等
とう

を使用
し よ う

し、たんの吸引
きゅういん

や経管
けいかん

栄養
えいよう

な

どの医療的
いりょうてき

ケア
け あ

が必要
ひつよう

な障害児
しょうがいじ

（医療的
いりょうてき

ケア児
け あ じ

）が増加
ぞ う か

している。 

○ このため、医療的
いりょうてき

ケア児
け あ じ

が、地域
ち い き

において必要
ひつよう

な支援
し え ん

を円滑
えんかつ

に受
う

けることができるよう、地方
ち ほ う

公共
こうきょう

団体
だんたい

は保健
ほ け ん

、医療
いりょう

、福祉
ふ く し

その他
た

の

各関連
かくかんれん

分野
ぶ ん や

の支援
し え ん

を行
おこな

う機関
き か ん

との連絡
れんらく

調整
ちょうせい

を行
おこな

うための体制
たいせい

の整備
せ い び

について必要
ひつよう

な措置
そ ち

を講
こう

ずるよう努
つと

めることとする。 

※ 施策例
しさくれい

： 都道府県
と ど う ふ け ん

や市町村
しちょうそん

による関係
かんけい

機関
き か ん

の連携
れんけい

の場
ば

の設置
せ っ ち

、技術
ぎじゅつ

・知識
ち し き

の共有
きょうゆう

等
とう

を通
つう

じた医療
いりょう

・福祉
ふ く し

等
とう

の連携
れんけい

体制
たいせい

の構築
こうちく

 

(３) 医療的
いりょうてき

ケア
け あ

を要
よう

する障害児
しょうがいじ

に対
たい

する支援
し え ん

 

○ 児童
じ ど う

福祉法
ふくしほう

に基
もと

づく障害児通所
しょうはいじつうしょ

・入所
にゅうしょ

支援
し え ん

などについて、サービス
さ ー び す

の提供
ていきょう

体制
たいせい

を計画的
けいかくてき

に確保
か く ほ

するため、都道府県
と ど う ふ け ん

及
およ

び市町村
しちょうそん

において

障害児
しょうがいじ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

を策定
さくてい

する等
とう

の見直
み な お

しを行
おこな

う。 

(４) 障害児
しょうがいじ

のサービス
さ ー び す

提供
ていきょう

体制
たいせい

の計画的
けいかくてき

な構築
こうちく
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３ サービス
さ ー び す

の質
しつ

の確保
か く ほ

・向上
こうじょう

に向
む

けた環境
かんきょう

整備
せ い び

 

 

 

概
がい

 要
よう

 

○ 補
ほ

装具費
そ う ぐ ひ

については、身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

の身体
しんたい

機能
き の う

を補完
ほ か ん

・代替
だいたい

する補
ほ

装具
そ う ぐ

の「購入
こうにゅう

」に対
たい

して支給
しきゅう

されているが、成長
せいちょう

に伴
ともな

って短期間
たんきかん

で

の交換
こうかん

が必要
ひつよう

となる障害児
しょうがいじ

など、「購入
こうにゅう

」より「貸与
た い よ

」の方
ほう

が利用者
りようしゃ

の便宜
べ ん ぎ

を図
はか

ることが可能
か の う

な場合
ば あ い

がある。 

○ このため、「購入
こうにゅう

」を基本
き ほ ん

とする原則
げんそく

は維持
い じ

した上
うえ

で、障害者
しょうがいしゃ

の利便
り べ ん

に照
て

らして「貸与
た い よ

」が適切
てきせつ

と考
かんが

えられる場合
ば あ い

に限
かぎ

り、新
あら

たに補
ほ

装具費
そ う ぐ ひ

の支給
しきゅう

の対象
たいしょう

とする。 

(１) 補
ほ

装具費
そ う ぐ ひ

の支給
しきゅう

範囲
は ん い

の拡大
かくだい

（貸与
た い よ

の追加
つ い か

） 

○ 障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

等
とう

を提供
ていきょう

する事業所数
じぎょうしょすう

が大幅
おおはば

に増加
ぞ う か

する中
なか

、利用者
りようしゃ

が個々
こ こ

のニーズ
に ー ず

に応
おう

じて良質
りょうしつ

なサービス
さ ー び す

を選択
せんたく

できるようにする

とともに、事
じ

業者
ぎょうしゃ

によるサービス
さ ー び す

の質
しつ

の向上
こうじょう

が重要
じゅうよう

な課題
か だ い

となっている。 

○ このため、①施設
し せ つ

・事
じ

業者
ぎょうしゃ

に対
たい

して障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

の内容
ないよう

等
とう

を都道府県
と ど う ふ け ん

知事
ち じ

へ報告
ほうこく

することとするとともに、②都道府県
と ど う ふ け ん

知事
ち じ

が報告
ほうこく

された内容
ないよう

を公表
こうひょう

する仕組
し く

みを創設
そうせつ

する。 

(２) 障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

等
とう

の情報
じょうほう

公表
こうひょう

制度
せ い ど

の創設
そうせつ

 

○ 障害者
しょうがいしゃ

自立
じ り つ

支援法
しえんほう

の施行
し こ う

から10年
ねん

が経過
け い か

し、障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

等
とう

の事業所数
じぎょうしょすう

や利用者数
りようしゃすう

は大
おお

きく増加
ぞ う か

しており、自治体
じ ち た い

による調査
ちょうさ

事務
じ む

や審査
し ん さ

事務
じ む

の業務量
ぎょうむりょう

が大幅
おおはば

に増加
ぞ う か

している。 

○ このため、自治体
じ ち た い

による調査
ちょうさ

事務
じ む

や審査
し ん さ

事務
じ む

を効率的
こうりつてき

に実施
じ っ し

できるよう、これらの事務
じ む

の一部
い ち ぶ

を委託
い た く

可能
か の う

とするために必要
ひつよう

な規定
き て い

を整備
せ い び

する。 

(３) 自治体
じ ち た い

による調査
ちょうさ

事務
じ む

・審査
し ん さ

事務
じ む

の効率化
こうりつか

 

平成
へいせい

30年
ねん

４月
がつ

１日
にち

（２.(3)については公布
こ う ふ

の日
ひ

（平成
へいせい

28年
ねん

６月
がつ

３日
にち

）） 

施行
し こ う

期日
き じ つ

 



第
だい

３期
き

横浜市
よこはまし

障害者
しょうがいしゃ

プラン
ぷ ら ん

の位置付
い ち づ

けについて 

１ プラン
ぷ ら ん

の位置付
い ち づ

け 

第
だい

３期
き

横浜市
よこはまし

障 害 者
しょうがいしゃ

プラン
ぷ ら ん

（以下
い か

「プラン
ぷ ら ん

」という）は、「障 害 者
しょうがいしゃ

計画
けいかく

」と「障 害
しょうがい

福祉
ふくし

計画
けいかく

」の二
ふた

つの性格
せいかく

を持
も

つ、平成
へいせい

27年度
ねんど

から平成
へいせい

32年度
ねんど

までの６年間
ねんかん

を計画
けいかく

期間
きかん

とする

障 害
しょうがい

福祉
ふくし

施策
しさく

に関
かか

わる 中
ちゅう

・長期的
ちょうきてき

な計画
けいかく

です。 

今回
こんかい

のプラン
ぷ ら ん

見直
みなお

しに当
あ

たっては、事業
じぎょう

内容
ないよう

等
とう

の必要
ひつよう

な見直
みなお

し・拡 充
かくじゅう

・変更
へんこう

を 行
おこな

うとと

もに、平成
へいせい

28年
ねん

５月
がつ

25日
にち

の児童
じどう

福祉法
ふくしほう

の一部
いちぶ

改正
かいせい

により策定
さくてい

が義務
ぎ む

付
づ

けられた「障害児
しょうがいじ

福祉
ふくし

計画
けいかく

」としての位置
い ち

付
づ

けも併
あわ

せ持
も

つ計画
けいかく

とします。 

 

 

 

 

 

 

 

２ プラン
ぷ ら ん

に位置付
い ち づ

ける「障害児
しょうがいじ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

」部分
ぶ ぶ ん

 

  プラン
ぷ ら ん

は、「ライフステージ
ら い ふ す て ー じ

を通
つう

じた一貫
いっかん

した支援
し え ん

」の視点
し て ん

を持
も

って取
と

りまとめられており、

既
すで

に現在
げんざい

のプラン
ぷ ら ん

に書
か

き込
こ

まれています。 

  

 

 
 

 

 

【プラン
ぷ ら ん

の構成
こうせい

】 

※ 障害児
しょうがいじ

福祉
ふくし

計画
けいかく

は、障 害
しょうがい

福祉
ふくし

計画
けいかく

と一体
いったい

のものとして作成可
さくせいか

。 

 

平 成
へいせい

27年度
ねんど

 平 成
へいせい

28年度
ねんど

 平 成
へいせい

29年度
ねんど

 平 成
へいせい

30年度
ねんど

 平 成
へいせい

31年度
ねんど

 平 成
へいせい

32年度
ねんど

 

第
だい

３期
き

 横浜市
よこはまし

障 害 者
しょうがいしゃ

プラン
ぷ ら ん

 

障 害 者
しょうがいしゃ

計画
けいかく

 

障 害
しょうがい

福祉
ふくし

計画
けいかく

 
障 害
しょうがい

福祉
ふくし

計画
けいかく

 

障害児
しょうがいじ

福祉
ふくし

計画
けいかく

 

障害者
しょうがいしゃ

計画
けいかく

･････障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

に基
もと

づき横浜市
よこはまし

の障害者
しょうがいしゃ

に関
かん

する施策
し さ く

の方向性
ほうこうせい

等
とう

を定
さだ

める基本的
きほんてき

な計画
けいかく

 

障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

･･･障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援法
しえんほう

に基
もと

づき円滑
えんかつ

にサービス
さ ー び す

提 供
ていきょう

が進
すす

むよう、障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

におけるサービス
さ ー び す

ごとに必要
ひつよう

な見込
み こ

み 量
りょう

を定
さだ

めた計画
けいかく

 

障害児
しょうがいじ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

･･児童
じ ど う

福祉法
ふくしほう

に基
もと

づき障害児
しょうがいじ

のサービス
さ ー び す

に係
かか

る提 供
ていきょう

体制
たいせい

の計画的
けいかくてき

な構築
こうちく

を推進
すいしん

するための計画
けいかく

 

児童
じ ど う

福祉法
ふくしほう

 第
だい

33 条
じょう

の 20（ 抄
しょう

） 

４ 都道府県
と ど う ふ け ん

障害児
しょうがいじ

計画
けいかく

は、障害者
しょうがいしゃ

の日常生活及
にちじょうせいかつおよ

び社会
しゃかい

生活
せいかつ

を総合的
そうごうてき

に支援
し え ん

するため

の法律
ほうりつ

第
だい

89 条
じょう

第
だい

1項
こう

に規定
き て い

する都道府県
と ど う ふ け ん

障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

と一体
いったい

のものとして作成
さくせい

するこ

とができる。 

資
し

料
りょう

１－２ 

【障害児
しょうがいじ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

部分
ぶ ぶ ん

として、位置付
い ち づ

けられる事項
じ こ う

】 

●障害児通所
しょうがいじつうしょ

・入所
にゅうしょ

支援
し え ん

、障害児
しょうがいじ

相談
そうだん

支援
し え ん

の提供
ていきょう

体制
たいせい

の確保
か く ほ

に係
かか

る目標
もくひょう

に関
かん

する事項
じ こ う

 

●都道府県
と ど う ふ け ん

が定
さだ

める区域
く い き

ごとに、当該
とうがい

区域
く い き

における各年度
か く ね ん ど

の自治体
じ ち た い

が指定
し て い

する

障害児通所
しょうがいじつうしょ

支援
し え ん

や障害児
しょうがいじ

相談
そうだん

支援
し え ん

の種類
しゅるい

ごとの必要
ひつよう

な量
りょう

の見込
み こ

み 

●各年度
か く ね ん ど

の障害児
しょうがいじ

入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

の必要
ひつよう

入所
にゅうしょ

定員
ていいん

総数
そうすう

 



 
 

１.第
だい

３期
き

横浜市
よこはまし

障害者
しょうがいしゃ

プラン
ぷ ら ん

市民
し み ん

説明会
せつめいかい

の開催
かいさい

状 況
じょうきょう

について 

 

 平成
へいせい

27年度
ね ん ど

から平成
へいせい

32年度
ね ん ど

までを計画
けいかく

期間
き か ん

とする「第
だい

３期
き

横浜市
よこはまし

障害者
しょうがいしゃ

プラン
ぷ ら ん

」

に係
かか

る市民
し み ん

説明会
せつめいかい

を開催
かいさい

し、平成
へいせい

27年度
ね ん ど

の取組
とりくみ

状 況
じょうきょう

と平成
へいせい

28年度
ね ん ど

の取組
とりくみ

内容
ないよう

等
とう

を

市民
し み ん

の方々
かたがた

に説明
せつめい

しました。 

 

１ 日時
に ち じ

・会場
かいじょう

 

 

２ 説明
せつめい

内容
ないよう

 

 横浜市
よこはまし

障害者
しょうがいしゃ

プラン
ぷ ら ん

の取組
とりくみ

状 況
じょうきょう

について 

   （平成
へいせい

27年度
ね ん ど

における進捗
しんちょく

状 況
じょうきょう

、平成
へいせい

28年度
ね ん ど

の目標
もくひょう

 等
とう

） 

 

３ 来場者数
らいじょうしゃすう

 

  延
のべ

１８６名
めい

（第
だい

１回
かい

：79名
めい

、第
だい

２回
かい

：79名
めい

、第
だい

３回
かい

：28名
めい

） 

  【参考
さんこう

】27年度
ね ん ど

：２２３名
めい

（第
だい

１回
かい

：132名
めい

、第
だい

２回
かい

：42名
めい

、第
だい

３回
かい

：49名
めい

） 

 

４ 説明会
せつめいかい

で頂戴
ちょうだい

した主
おも

な御意見
ご い け ん

 

  別紙
べ っ し

資料
しりょう

２－１のとおり。 

回
かい

 日
ひ

にち 時間
じ か ん

 場所
ば し ょ

 

第
だい

１回
かい

 平成
へいせい

28年
ねん

11月
がつ

２日
にち

（水
すい

） 11時
じ

～12時
じ

30分
ふん

 
健康
けんこう

福祉
ふ く し

総合
そうごう

センター
せ ん た ー

４階
かい

ホール
ほ ー る

 

第
だい

２回
かい

 平成
へいせい

28年
ねん

11月
がつ

９日
にち

（水
すい

） 14時
じ

～15時
じ

30分
ふん

 
横浜
よこはま

ラポール
ら ぽ ー る

 

ラポールシアター
ら ぽ ー る し あ た ー

 

第
だい

３回
かい

 平成
へいせい

28年
ねん

11月
がつ

13日
にち

（日
にち

） 11時
じ

～12時
じ

30分
ふん

 戸塚
と つ か

公会堂
こうかいどう

 講堂
こうどう

 

資料
しりょう

 ２ 
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 説明会
せつめいかい

で頂戴
ちょうだい

した主
おも

な御意見
ご い け ん

  

 
 
「テーマ

て ー ま

１ 出会
で あ

う・つながる・助
たす

け合
あ

う」について 

〇 「普及
ふきゅう

・啓発
けいはつ

」に関
かん

すること 

 ・ 目
め

に見
み

えない障害
しょうがい

についても、理解
り か い

と対策
たいさく

を進
すす

めて頂
いただ

きたいです。 
・ 子

こ

どものうちに障害
しょうがい

があることに気
き

付
づ

いてもらえず、いじめにあって自立
じ り つ

できずに

いる障害者
しょうがいしゃ

の支援
し え ん

についても、検討
けんとう

していただきたいと思
おも

います。 
 ・ やまゆり園

えん

事件
じ け ん

の背景
はいけい

には、障害者
しょうがいしゃ

への根強
ね づ よ

い偏見
へんけん

があると思
おも

います。地域
ち い き

の様々
さまざま

な場面
ば め ん

で障害者
しょうがいしゃ

と交流
こうりゅう

する機会
き か い

や啓発
けいはつ

が必要
ひつよう

だと思
おも

います。 
  
〇 「情報

じょうほう

の保障
ほしょう

」に関
かん

すること 

 ・ バリアフリー
ば り あ ふ り ー

という事
こと

がよく言
い

われますが、物理的
ぶつりてき

なバリア
ば り あ

の解消
かいしょう

はかなり進
すす

んで

いると思
おも

いますが、情報
じょうほう

のバリアフリー
ば り あ ふ り ー

がどこまで進
すす

んでいるか気
き

になります。これ

からは、情報
じょうほう

のバリアフリー
ば り あ ふ り ー

にも力
ちから

を入
い

れてほしいと思
おも

います。 
 
〇 「災害

さいがい

対策
たいさく

」に関
かん

すること 

 ・ 東日本
ひがしにほん

や熊本
くまもと

での地震
じ し ん

の現実
げんじつ

を見
み

ても大
おお

きな問題
もんだい

になると思
おも

います。スピード
す ぴ ー ど

感
かん

を

もって取
と

り組
く

んでほしいです。 
 ・ 地域

ち い き

防災
ぼうさい

拠点
きょてん

訓練
くんれん

に参加
さ ん か

しましたが、「障害者
しょうがいしゃ

＝
いこーる

車
くるま

イス
い す

の人
ひと

」という認識
にんしき

で、そ

れ以外
い が い

の障害者
しょうがいしゃ

への配慮
はいりょ

は何
なん

ら無
な

い訓練
くんれん

でした。 
 
「テーマ

て ー ま

２ 住
す

む、そして暮
く

らす」について 

〇 「住
す

まい」に関
かん

すること 

・ 行動
こうどう

障害
しょうがい

のある方
かた

の住
す

まいの検討
けんとう

について、対応
たいおう

する施設
し せ つ

、グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

等
など

の

職員
しょくいん

の支援力
しえんりょく

向上
こうじょう

研修
けんしゅう

は、全
すべ

て
て

の施設
し せ つ

から参加
さ ん か

できるように実施
じ っ し

してもらいたいで

す。 
・ 現状

げんじょう

のグループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

の枠
わく

にとらわれず、 新
あたら

しい 姿
すがた

を具体的
ぐたいてき

に 考
かんが

えてもらいた

いです。 
 ・ 地域

ち い き

というと聞
き

こえは良
よ

いが、入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

を作
つく

らないということでしょうか。また、

その受
う

け皿
ざら

としてのグループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

の数
かず

は少
すく

ないと思
おも

います。 
 ・ グループホーム

ぐ る ー ぷ ほ ー む

になかなか入居
にゅうきょ

できません。いつも不安
ふ あ ん

でたまりません。 
  

資
し

料
りょう

２－１ 
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〇 「暮
く

らし」に関
かん

すること 

・ 地域
ち い き

も今
いま

は高齢者
こうれいしゃ

が多
おお

く、民生
みんせい

委員
い い ん

の方々
かたがた

も高齢
こうれい

となり、本当
ほんとう

に地域
ち い き

で暮
くら

せるのか、

疑問
ぎ も ん

です。 
 ・ 学校

がっこう

は福祉
ふ く し

につなげるだけでなく、人生
じんせい

支援
し え ん

ととらえて一人
ひ と り

ひとりの進路
し ん ろ

を考
かんが

えて

いますが、先
さき

を見越
み こ

した進路
し ん ろ

支援
し え ん

がとても 難
むずか

しい 状 況
じょうきょう

に 陥
おちい

っています。あんしん

施策
し さ く

を通
とお

して名実
めいじつ

ともに「安心
あんしん

」な横浜
よこはま

になることを強
つよ

く望
のぞ

みます。 
 
「テーマ

て ー ま

３ 毎日
まいにち

を安心
あんしん

して健
すこ

やかに過
す

ごす」について 

〇 「健康
けんこう

・医療
いりょう

」に関
かん

すること 

 ・ 入院時コミュニケーション事業
に ゅ う い ん じ こ み ゅ に け ー し ょ ん じ ぎ ょ う

はもちろんの事
こと

、医療
いりょう

従事者
じゅうじしゃ

研修
けんしゅう

に、より 力
ちから

を入
い

れて欲
ほ

しいです。 
  
「テーマ

て ー ま

４ いきる力
ちから

を学
まな

び・育
はぐく

む」について 

〇 「教育
きょういく

」に関
かん

すること 

 ・ 学齢期
がくれいき

の子
こ

どもたちを支
し

援
えん

するための福祉的
ふくしてき

側面
そくめん

を学校
がっこう

に与
あた

えていくことが必要
ひつよう

だ

と思
おも

います。教育
きょういく

現場
げ ん ば

にこそ、自己
じ こ

選択
せんたく

、自己
じ こ

決定
けってい

の文化
ぶ ん か

が根付
ね づ

くよう努
ど

力
りょく

しても

らいたいです。 
 
〇 「人材

じんざい

の確保
か く ほ

・育成
いくせい

」に関
かん

すること 

 ・ 「障害
しょうがい

福祉
ふ く し

の魅力
みりょく

が伝
つた

わる企
き

画
かく

の検討
けんとう

」とありますが、職員
しょくいん

を募集
ぼしゅう

してもなかな

か応募
お う ぼ

がない状 況
じょうきょう

や、いったん福祉
ふ く し

の現場
げ ん ば

に就 職
しゅうしょく

しても短期間
たんきかん

で辞
や

める職員
しょくいん

も少
すく

なくないという現状
げんじょう

を、どのように 考
かんが

えているでしょうか。事業所
じぎょうしょ

の努力
どりょく

も必要
ひつよう

で

すが、それだけではどうにもなりません。仕事
し ご と

を長
なが

く続
つづ

けられるよう、体
たい

制
せい

づくりや、

福
ふく

祉
し

に関
かか

わる仕
し

事
ごと

をもっと評価
ひょうか

するための施策
し さ く

が必要
ひつよう

だと思
おも

います。 
 ・ ガイドヘルパー

が い ど へ る ぱ ー

等
とう

について、利用
り よ う

できる時間数
じかんすう

が足
た

りません。外出
がいしゅつ

する機会
き か い

が制
せい

限
げん

られることは、社会
しゃかい

参加
さ ん か

が制限
せいげん

されていることと同じ
お な じ

だと思
おも

います。行
い

きたいところ

に行
い

けないことや、やりたいことが出
で

来
き

ない事
こと

も多
おお

く、もう少
すこ

し、臨機応変
りんきおうへん

になれば

と強
つよ

く思
おも

います。 
 ・ 色々

いろいろ

な取組
とりくみ

をしている事
こと

は分
わ

かりましたが、人材
じんざい

が足
た

りないために不充分
ふじゅうぶん

な現状
げんじょう

に

あると思
おも

います。目指
め ざ

しているプラン
ぷ ら ん

がちゃんと中身
な か み

のあるもの、当事者
とうじしゃ

が本当
ほんとう

に安心
あんしん

できるものになってほしいと思
おも

いました。 
 ・ 予算

よ さ ん

に限
かぎ

りがある中
なか

で、良
よ

いものを作
つく

るのであればソフト面
そ ふ と め ん

の強化
きょうか

に向
む

かないと、

将来的
しょうらいてき

にお金
かね

が不足
ふ そ く

してしまうのではないかと心配
しんぱい

しています。 
 ・ 今後

こ ん ご

の施策
し さ く

を進
すす

めていくうえで、人材
じんざい

の確保
か く ほ

や定着
ていちゃく

にさらに力
ちから

を入
い

れるとともに、

研修
けんしゅう

に力
ちから

を入
い

れることが大切
たいせつ

であると思
おも

います。 
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「テーマ
て ー ま

５ 働
はたら

く・活動
かつどう

する・余暇
よ か

を楽
たの

しむ」について 

〇 「就労
しゅうろう

」に関
かん

すること 

 ・ 市内
し な い

の全
すべ

ての特例
とくれい

子会社
こがいしゃ

を紹介
しょうかい

したパンフレット
ぱ ん ふ れ っ と

を作成
さくせい

し、ハローワーク
は ろ ー わ ー く

・特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

・就労
しゅうろう

支援
し え ん

施設
し せ つ

などに配布
は い ふ

してほしいです。 
・ 障害者

しょうがいしゃ

週間
しゅうかん

などの機会
き か い

に、特例
とくれい

子会社
こがいしゃ

に関
かん

するイベント
い べ ん と

を開催
かいさい

していただけたら

ありがたいです。 
 
〇 「日中

にっちゅう

活動
かつどう

」に関
かん

すること 

 ・ 現在
げんざい

、特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

、養護
よ う ご

学校
がっこう

の在学者数
ざいがくしゃすう

は年々
ねんねん

増
ふ

えています。さらに、障害
しょうがい

も多様化
た よ う か

、

重度化
じゅうどか

しており、現在
げんざい

の日中
にっちゅう

活動先
かつどうさき

だけでは対応
たいおう

できず、学校
がっこう

を卒業
そつぎょう

した後
あと

、「生活
せいかつ

の場
ば

が無
な

い」という子
こ

どもが出
で

るかもしれません。各機関
かくきかん

が連携
れんけい

して計画的
けいかくてき

に進
すす

めて

いく必要
ひつよう

があると思
おも

います。是非
ぜ ひ

、行政
ぎょうせい

で具体的
ぐたいてき

なプラン
ぷ ら ん

を作
つく

っていただきたいです。 
 
 
〇 その他

た

、プラン
ぷ ら ん

や説明会
せつめいかい

に関
かん

する感想
かんそう

など 

 ・ たくさんのプラン
ぷ ら ん

、これらが全
すべ

てきちんと達成
たっせい

できれば、素晴
す ば

らしいと思
おも

います。 
 ・ 初

はじ

めてこのような説明会
せつめいかい

に参加
さ ん か

させて 頂
いただ

きました。取組
とりくみ

等
とう

が分
わ

かりとても勉強
べんきょう

に

なりました。 
 ・ 大変

たいへん

きめ細
こま

かく、広範囲
こうはんい

に渡
わた

り様々
さまざま

な施策
し さ く

を展開
てんかい

しているご努力
どりょく

に敬服
けいふく

します。予算
よ さ ん

の問題
もんだい

もあるとは思
おも

いますが着実
ちゃくじつ

に進
すす

めて頂
いただ

きたいと思
おも

います。 
 ・ 貴重

きちょう

な意見
い け ん

もあり、ためになりました。案内図
あんないず

に地下鉄
ち か て つ

出口
で ぐ ち

の番号
ばんごう

も載
の

せていただ

きたいです。 
 ・ 説明会

せつめいかい

の周知
しゅうち

をきちんとしてほしいと思
おも

います。やはり情報
じょうほう

の発信
はっしん

について、必要
ひつよう

な人
ひと

に届
とど

くようにしてもらいたいと思
おも

いました。 
 ・ 初

はじ

めて説明会
せつめいかい

に参加
さ ん か

しました。プラン
ぷ ら ん

の内容
ないよう

等
とう

、分
わ

かりやすかったです。 
 ・ 市民

し み ん

説明会
せつめいかい

を開催
かいさい

する趣旨
し ゅ し

、位置
い ち

付
づ

けを冒頭
ぼうとう

で説明
せつめい

すると、より理解
り か い

が深
ふか

まると思
おも

います。 
 ・ 障害者

しょうがいしゃ

プラン
ぷ ら ん

について、よく分
わ

かっていませんでした。今回
こんかい

参加
さ ん か

させて頂
いただ

き、状 況
じょうきょう

や情報
じょうほう

が分
わ

かりました。ありがとうございました。 
 ・ 進捗

しんちょく

の評価
ひょうか

は、第
だい

３者
しゃ

が行
おこな

うもので、当事者
とうじしゃ

がするものではないと思
おも

います。 
 



 

 

 
 

 

 

 

平成
へいせい

28年度
ね ん ど

専門
せんもん

委員会
い い ん か い

の活動
かつどう

報告
ほうこく

について 

資料
し り ょ う

３ 



１ 障害者
しょうがいしゃ

施策
せ さ く

検討
けんとう

部会
ぶ か い

 

１ 設置
せ っ ち

目的
もくてき

 

    障害者
しょうがいしゃ

施策
せ さ く

検討
けんとう

部会
ぶ か い

は、横浜市
よこはまし

の障害者
しょうがいしゃ

福祉
ふ く し

に関わる
かか   

重 要
じゅうよう

な施策
せ さ く

及び
およ  

事業
じぎょう

について障害者
しょうがいしゃ

施策
せ さ く

推進協
すいしんきょう

議会
ぎ か い

での審議
し ん ぎ

を円滑
えんかつ

に進行
しんこう

するために、案件
あんけん

の

具体的
ぐたいてき

な検討
けんとう

を行う
おこな  

ことを目的
もくてき

として設置
せ っ ち

します。 

 

２ 委員
い い ん

 

  委
い

員数
いんすう

 １３名
めい

  

 ［構成
こうせい

］当事者
とうじしゃ

 ３名
めい

  家族
か ぞ く

等
など

 ２名
  めい

   障害
しょうがい

福祉事
ふ く し じ

業者
ぎょうしゃ

 ５名
めい

    

学識
がくしき

経験者
けいけんしゃ

 ３名
 め い

 

 

    ≪委員名
いいんめい

（H29.3.1時点
じ て ん

）≫            ※会長
かいちょう

以下
い か

 五十音
ごじゅうおん

順
じゅん

       

部
ぶ

会長
かいちょう

  渡部
わたなべ

 匡
まさ

隆
たか

   

横浜
よこはま

国立
こくりつ

大学
だいがく

教育
きょういく

人間
にんげん

科学部
か が く ぶ

特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

講座
こ う ざ

教授
きょうじゅ

 

赤川
あかがわ

 真
まこと

    横浜市
よこはまし

グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

連絡会
れんらくかい

副会長
ふくかいちょう

 

大友
おおとも

 勝
まさる

    特定
とくてい

非営利
ひ え い り

活動
かつどう

法人
ほうじん

横浜市
よこはまし

精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

地域
ち い き

生活
せいかつ

 

支
し

援
えん

連合会
れんごうかい

代表
だいひょう

 

大羽
お お ば

 更
つぐ

明
あき

  特定
とくてい

非営利
ひ え い り

活動
かつどう

法人
ほうじん

横浜市
よこはまし

精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

 

家族
か ぞ く

連合会
れんごうかい

副理事長
ふくりじちょう

 

坂田
さかた

 信子
のぶこ

  横浜市
よこはまし

心身
しんしん

障害児者
しょうがいじしゃ

を守る
まも

会
かい

連盟
れんめい

事務
じむ

局長
きょくちょう

 

鈴木
す ず き

  敏彦
としひこ

   和泉
い ず み

短期
た ん き

大学
だいがく

児童
じ ど う

福祉
ふ く し

学科
が っ か

教授
きょうじゅ

 

須山
す や ま

 優
まさ

江
え

 横浜市中途失聴
よこはましちゅうとしっちょう

・難聴者
なんちょうしゃ

協会
きょうかい

理事
り じ

 

多田
た だ

 葉子
よ う こ

 社会福祉法人偕
しゃかいふくしほうじんかい

恵
けい

園
えん

  偕
かい

恵
けい

シグナル
し ぐ な る

 施設
し せ つ

長
ちょう

 

中根
な か ね

 幹夫
み き お

 社会
しゃかい

福祉
ふ く し

法人
ほうじん

共生会
きょうせいかい

 どんとこい・みなみ所長
しょちょう

 

奈良﨑
な ら ざ き

 真弓
ま ゆ み

 本人
ほんにん

の会
かい

 サンフラワー
さ ん ふ ら わ ー

 

平井
ひ ら い

 晃
あきら

 横浜市
よこはまし

車椅子
くるまいす

の会
かい

会長
かいちょう

 

森
もり

 和雄
か ず お

 横浜市
よこはまし

社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

障害者
しょうがいしゃ

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

 

担当
たんとう

理事
り じ

 

森
もり

 恵
めぐみ

   神奈川
か な が わ

県立
けんりつ

保土
ほ ど

ケ
が

谷
や

養護
よ う ご

学校
がっこう

長
ちょう

 

 

３  平成
へいせい

28年度
ね ん ど

検討
けんとう

内容
ないよう

 

    第１回
だい  かい

  平成
へいせい

28年
ねん

10月
がつ

７日
にち

（金
きん

） 



   【議題
ぎ だ い

】 

第３期
だ い  き

横浜市
よこはまし

障害者
しょうがいしゃ

プラン
ぷ ら ん

の改定
かいてい

について  

 

    第２回
だい かい

  平成
へいせい

29年
ねん

３月
がつ

９日
にち

（木
もく

） 

  【議題
ぎ だ い

】 

 第３期
だい き

横浜市
よこはまし

障害者
しょうがいしゃ

プラン
ぷらん

の見直
み な お

しについて 

【報告事項】 

    第
だい

３期
き

横浜市
よこはまし

障害者
しょうがいしゃ

プラン
ぷ ら ん

市民
し み ん

説明会
せつめいかい

の開催
かいさい

状 況
じょうきょう

について 



 

２ 発
はっ

達
たつ

障 害
しょうがい

検討
けんとう

委員会
いいんかい

 

１ 設置
せ っ ち

目的
もくてき

 

    発達
はったつ

障害者
しょうがいしゃ

支援法
しえんほう

が施行
し こ う

されたことに伴
ともな

い、市内
し な い

の発達
はったつ

障害児
しょうがいじ

・者
しゃ

につい

て、各
かく

ライフステージ
ら い ふ す て ー じ

に対応
たいおう

する支援
し え ん

体制
たいせい

の整備
せ い び

を図
はか

り、発達
はったつ

障害児
しょうがいじ

・者
しゃ

の福祉
ふ く し

の向上
こうじょう

を図
はか

ることを目的
もくてき

として、横浜市
よこはまし

発達
はったつ

障害
しょうがい

検討
けんとう

委員会
いいんかい

を設置
せ っ ち

します。 

 

２ 委員
い い ん

 

  委
い

員数
いんすう

 10 名
めい

 ［構成
こうせい

］障害者
しょうがいしゃ

やその家族
か ぞ く

        ２名
めい

 

                      学識
がくしき

経験者
けいけんしゃ

            ２名
めい

 

                      医療
いりょう

従事者
じゅうじしゃ

            ２名
めい

 

                      障害者
しょうがいしゃ

の福祉
ふ く し

に従事
じゅうじ

する者
もの

    ３名
めい

 

              教育
きょういく

関係者
かんけいしゃ

           １名
めい

 

 

    ≪委員名
いいんめい

（H29.3.1時点
じ て ん

）≫         ※五十音
ごじゅうおん

順
じゅん

（部
ぶ

会長
かいちょう

を除
のぞ

く）       

部
ぶ

会長
かいちょう

 渡部
わたなべ

 匡
まさ

隆
たか

   横浜
よこはま

国立
こくりつ

大学
だいがく

 

岩佐
い わ さ

 光
みつ

章
あき

   横浜市
よこはまし

総合
そうごう

リハビリテーションセンター
り は び り て ー し ょ ん せ ん た ー

 

齋藤
さいとう

 共代
と も よ

   横浜市
よこはまし

北部
ほ く ぶ

地域
ち い き

療育
りょういく

センター
せ ん た ー

 

坂上
さかがみ

 尚子
な お こ

    にじの会
かい

 

高木
た か ぎ

 一江
か ず え

   横浜市
よこはまし

中部
ちゅうぶ

地域
ち い き

療育
りょういく

センター
せ ん た ー

 

寺田
て ら だ

 純一
じゅんいち

   かながわ地域
ち い き

活動
かつどう

ホーム
ほ ー む

ほのぼの 

中野
な か の

 美奈子
み な こ

  横浜市
よこはまし

自閉症児
じへいしょうじ

・者
しゃ

親
おや

の会
かい

 

西尾
に し お

 紀子
の り こ

   横浜市
よこはまし

発達
はったつ

障害者
しょうがいしゃ

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

 

平田
ひ ら た

 幸
ゆき

宏
ひろ

   東洋
とうよう

英和女
えいわじょ

学院
がくいん

大学
だいがく

 

渡邉
わたなべ

 英則
ひでのり

      ゆうゆうのもり幼
よう

保
ほ

園
えん

 港北
こうほく

幼稚園
ようちえん

 

 

３  平成
へいせい

28年度
ね ん ど

検討
けんとう

内容
ないよう

 

    第
だい

１回
かい

(第
だい

39回
かい

)  平成
へいせい

28年
ねん

６月
がつ

29日
にち

（水
すい

） 

   【議題
ぎ だ い

】 

(1) 発達
はったつ

障害
しょうがい

検討
けんとう

委員会
いいんかい

の目的
もくてき

等
とう

について 

(2) 発達
はったつ

障害
しょうがい

検討
けんとう

委員会
いいんかい

における前期
ぜ ん き

での取組
とりくみ

について 

(3) 発達
はったつ

障害
しょうがい

検討
けんとう

委員会
いいんかい

における今期
こ ん き

の検討
けんとう

内容
ないよう

等
とう

について 



(4) 小学校
しょうがっこう

入学
にゅうがく

時
じ

における支援
し え ん

の取組
とりくみ

状 況
じょうきょう

、課題
か だ い

について 

 

 

  第
だい

２回
かい

(第
だい

40回
かい

)  平成
へいせい

28年
ねん

12月
がつ

９日
にち

（金
きん

） 

 【議題
ぎ だ い

】 

(1)  地域
ち い き

療育
りょういく

センター
せ ん た ー

をはじめとした支援
し え ん

機関
き か ん

による取組
とりくみ

状 況
じょうきょう

、課題
か だ い

について 

(2)  中間
ちゅうかん

とりまとめ（課題
か だ い

解決
かいけつ

に向
む

けた検討
けんとう

）について 

 

第３回
だい  かい

(第
だい

41回
かい

)  平成
へいせい

29年
ねん

３月
がつ

14日
にち

（火
か

） 

【議題
ぎ だ い

】 

  (1)  中間
ちゅうかん

とりまとめ（課題
か だ い

解決
かいけつ

に向
む

けた検討
けんとう

の方向性
ほうこうせい

）について 



 

３ 横
よこ

浜
はま

市
し

障
しょう

害
がい

者
しゃ

就
しゅう

労
ろう

支
し

援
えん

推
すい

進
しん

会
かい

議
ぎ

 

１ 設置
せ っ ち

目的
もくてき

 

    横浜
よこはま

市内
し な い

において、福祉
ふ く し

・教育
きょういく

・労働
ろうどう

・経営
けいえい

・行政
ぎょうせい

等
など

の各分野
かくぶんや

が連携
れんけい

し、障害者
しょうがいしゃ

の就労
しゅうろう

支援
し え ん

基盤
き ば ん

を強化
きょうか

し、地域
ち い き

による障害者
しょうがいしゃ

の就労
しゅうろう

支援
し え ん

機能
き の う

を向上
こうじょう

させるため、横浜市
よこはまし

障害者
しょうがいしゃ

就労
しゅうろう

支援
し え ん

推進
すいしん

会議
か い ぎ

を設置
せ っ ち

します。 

 

２ 委員
い い ん

 

  委
い

員数
いんすう

 １０名
めい

     ［構成
こうせい

］学識
がくしき

経験者
けいけんしゃ

      １名
 め い

 

                           障害者
しょうがいしゃ

団体
だんたい

     １名
めい

 

                            労働
ろうどう

        １名
 め い

 

就労
しゅうろう

支援
し え ん

機関
き か ん

    ２名
 め い

 

福祉
ふ く し

        １名
 め い

                   

                   企業
きぎょう

         ２名
めい

 

医療
いりょう

         １名
めい

 

当事者
とうじしゃ

        １名
めい

      

 

    ≪委員名
いいんめい

（H29.3.1時点
じ て ん

）≫ ※委員長
いいんちょう

以下
い か

 五十音
ごじゅうおん

順
じゅん

       

  委員長
いいんちょう

   松
まつ

為
い

 信
のぶ

雄
お

  文京
ぶんきょう

学院
がくいん

大学
だいがく

 客員
きゃくいん

教授
きょうじゅ

 

石川
いしかわ

 祐子
ゆ う こ

  横浜市
よこはまし

心身
しんしん

障害児者
しょうがいじしゃ

を守
まも

る会
かい

連盟
れんめい

 

倉澤
くらさわ

 直巳
な お み

  ホシザキ湘
しょう

南株式
なんかぶしき

会社
がいしゃ

 

坂本
さかもと

 哲也
て つ や

  横浜
よこはま

公共
こうきょう

職 業
しょくぎょう

安定所
あんていじょ

 

田中
た な か

 洋子
よ う こ

  株式
かぶしき

会社
がいしゃ

ココット 代表
だいひょう

取締役
とりしまりやく

 

長谷
ながたに

 茂
しげ

幸
ゆき

  横浜
よこはま

西部
せ い ぶ

就労
しゅうろう

支援
し え ん

センター センター長
ちょう

 

平野
ひ ら の

 道器
ど う き

  ピアサポート株式
かぶしき

会社
がいしゃ

 代表
だいひょう

取締役
とりしまりやく

社長
しゃちょう

 

望月
もちづき

 明広
あきひろ

  横浜市
よこはまし

神奈川区生
か な が わ く せ い

活
かつ

支援
し え ん

センター 

山田
や ま だ

 進
のぶ

弘
ひろ

  株式
かぶしき

会社山装
がいしゃやまそう

 代表
だいひょう

取締役
とりしまりやく

 

吉宮
よしみや

 毅
たけし

   公益
こうえき

財団
ざいだん

法人
ほうじん

積善会
せきぜんかい

 日
ひ

向台
なただい

病院
びょういん



３  平成
へいせい

28年度
ね ん ど

検討
けんとう

内容
ないよう

 

  第１回
だい かい

  平成
へいせい

28 年
ねん

７月
  がつ

１日
  にち

(金
きん

)  

【議題
ぎ だ い

】 

（１）障害者
しょうがいしゃ

就労
しゅうろう

支援
し え ん

センターについて  

ア 障害者
しょうがいしゃ

就労
しゅうろう

支援
し え ん

センターにおける自己
じ こ

点検
てんけん

及び
およ  

有識者
ゆうしきしゃ

ヒアリングの実施
じ っ し

に

ついて 

イ 障害者
しょうがいしゃ

就労
しゅうろう

支援
し え ん

センターのあり方
かた

検討
けんとう

について 

（２）障害者
しょうがいしゃ

就労
しゅうろう

啓発
けいはつ

事業
じぎょう

について  

ア 障害者
しょうがいしゃ

雇用
こ よ う

のための企業
きぎょう

交流会
こうりゅうかい

、出前
で ま え

講座
こ う ざ

の開催
かいさい

について 

イ 障害者
しょうがいしゃ

雇用
こ よ う

好事例
こうじれい

データベースについて 

ウ 今後
こ ん ご

の企業
きぎょう

啓発
けいはつ

事業
じぎょう

について 

エ 施設
し せ つ

職員
しょくいん

を対象
たいしょう

とした就 業
しゅうぎょう

体験
たいけん

の実施
じ っ し

について 

オ 横浜市
よこはまし

役所
やくしょ

における障害者
しょうがいしゃ

雇用
こ よ う

事業
じぎょう

について 

 

【報告
ほうこく

】  

（１）障害者
しょうがいしゃ

共同
きょうどう

受注
じゅちゅう

・優先
ゆうせん

調達
ちょうたつ

推進
すいしん

事業
じぎょう

について 

ア よこはま障害者
しょうがいしゃ

共同
きょうどう

受注
じゅちゅう

総合
そうごう

センターの実績
じっせき

について 

イ 障害者
しょうがいしゃ

就労
しゅうろう

施設
し せ つ

等
とう

からの優先
ゆうせん

調達
ちょうたつ

における平
へい

成
せい

27 年度
ね ん ど

実績
じっせき

の報告
ほうこく

及び
お よ  

28 

年度
ね ん ど

方針
ほうしん

の策定
さくてい

について 

（２）平成
へいせい

28 年度
ね ん ど

予算
よ さ ん

概要
がいよう

について 

 

    第２回
だい かい

  平成
へいせい

28 年
ねん

10 月
がつ

21 日
にち

(金
きん

) 

【議
ぎ

題
だい

】  

（１）障害者
しょうがいしゃ

就労
しゅうろう

支援
し え ん

センターについて  

ア 障害者
しょうがいしゃ

就労
しゅうろう

支援
し え ん

センターのあり方
かた

検討
けんとう

について 

【報
ほう

告
こく

】 

（１）障害者
しょうがいしゃ

就労
しゅうろう

啓発
けいはつ

事業
じぎょう

について 

ア 福祉
ふ く し

職員
しょくいん

を対象
たいしょう

とした就 業
しゅうぎょう

体験
たいけん

の実施
じ っ し

について 

イ 障害者
しょうがいしゃ

雇用
こ よ う

のための企業
きぎょう

交流会
こうりゅうかい

の開催
かいさい

について 

ウ 「働きたい
はたら    

！あなたのシンポジウム」の開催
かいさい

について 

エ 横浜市
よこはまし

役所
やくしょ

における障害者
しょうがいしゃ

雇用
こ よ う

事業
じぎょう

について 

 

  （２）障害者
しょうがいしゃ

共同
きょうどう

受注
じゅちゅう

・優先
ゆうせん

調達
ちょうたつ

推進
すいしん

事業
じぎょう

について 

  ア よこはま障害者
しょうがいしゃ

共同
きょうどう

受注
じゅちゅう

総合
そうごう

センターの進捗
しんちょく

状 況
じょうきょう

について 



第３回
だい かい

  平成
へいせい

29年
ねん

２月
 が つ

17日
にち

(金
きん

) 

【議
ぎ

題
だい

】 

（１）障害者
しょうがいしゃ

就労
しゅうろう

支援
し え ん

センターについて 

 ア 障害者
しょうがいしゃ

就労
しゅうろう

支援
し え ん

センターに対する
た い   

点検
てんけん

評価
ひょうか

の実施
じ っ し

について 

 イ 障害者
しょうがいしゃ

就労
しゅうろう

支援
し え ん

センターのあり方
かた

検討
けんとう

について 

 

   【報
ほう

告
こく

】 

（１）障害者
しょうがいしゃ

就労
しゅうろう

啓発
けいはつ

事業
じぎょう

について  

 ア 障害者
しょうがいしゃ

雇用
こ よ う

のための企業
きぎょう

交流会
こうりゅうかい

の実施
じ っ し

について   

イ 障害者
しょうがいしゃ

雇用
こ よ う

好事例
こうじれい

データベースについて       

ウ 「働きたい
はたら     

！あなたのシンポジウム」の実施
じ っ し

について 

エ 横浜市
よこはまし

役所
やくしょ

における障害者
しょうがいしゃ

雇用
こ よ う

事業
じぎょう

について 

（２）障害者
しょうがいしゃ

共同
きょうどう

受注
じゅちゅう

・優先
ゆうせん

調達
ちょうたつ

推進
すいしん

事業
じぎょう

について 

 ア よこはま障害者
しょうがいしゃ

共同
きょうどう

受注
じゅちゅう

総合
そうごう

センターの進捗
しんちょく

状 況
じょうきょう

について 

（３）平成
へいせい

29年度
ね ん ど

予算
よ さ ん

概要
がいよう

について 



４ 横浜市
よこはまし

障害者
しょうがいしゃ

後見的
こうけんてき

支援
し え ん

制度
せ い ど

検 証
けんしょう

委員会
いいんかい

 

 

１ 設置
せ っ ち

目的
もくてき

 

障害者
しょうがいしゃ

が地域
ち い き

で安心
あんしん

して暮らす
 く

ために必要
ひつよう

な身近
み ぢ か

な地域
ち い き

での見守
み ま も

りや本人
ほんにん

の希望
き ぼ う

と目標
もくひょう

に基づく
もと

生活
せいかつ

のための支援
し え ん

等
とう

を行う
お こ な

後見的
こうけんてき

支援
し え ん

制度
せ い ど

を、その理念
り ね ん

に基づき
もと

、円滑
えんかつ

かつ効果的
こうかてき

に機能
き の う

させるため、制度
せ い ど

全体
ぜんたい

を検討
けんとう

することを目的
もくてき

と

して、横浜市
よこはまし

障害者
しょうがいしゃ

後見的
こうけんてき

支援
し え ん

制度
せ い ど

検証
けんしょう

委員会
いいんかい

を設置
せ っ ち

します。 

 

２ 委員
い い ん

 

  委
い

員数
いんすう

 ７名
めい

  ［構成
こうせい

］  家族
か ぞ く

等
とう

      ２名
めい

 

当事者
とうじしゃ

      １名
めい

 

学識
がくしき

経験者
けいけんしゃ

    １名
めい

 

                        障害
しょうがい

福祉事
ふ く し じ

業者
ぎょうしゃ

 ３名
めい

 

                         

    ≪委員名
いいんめい

（H29.3.1時点
じ て ん

）≫         ※五十音
ごじゅうおん

順
じゅん

（部
ぶ

会長
かいちょう

を除く
の ぞ く

） 

 

部
ぶ

会長
かいちょう

 八島
や し ま

 敏
とし

昭
あき

 横浜市
よこはまし

心身
しんしん

障害児者
しょうがいじしゃ

を守
まも

る会
かい

連盟
れんめい

 代表
だいひょう

幹事
か ん じ

 

             斉藤
さいとう

 達
たつ

之
ゆき

 つるみ地域
ち い き

活動
かつどう

ホーム
ほ ー む

幹
みき

 所長
しょちょう

 

坂田
さ か た

 信子
の ぶ こ

   横浜市
よこはまし

心身
しんしん

障害児者
しょうがいじしゃ

を守る
まも

会
かい

連盟
れんめい

 事務
じ む

局 長
きょくちょう

 

            瀧澤
たきざわ

 久美子
く み こ

   横浜市
よこはまし

社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

障害者
しょうがいしゃ

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

 

横浜市
よこはまし

あんしんマネジャー
ま ね じ ゃ ー

 

徳田
と く だ

 暁
さとる

      神奈川県
か な が わ け ん

弁護士会
べ ん ご し か い

 

若尾
わ か お

 恵子
け い こ

     横浜市
よ こ は ま し

社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

横浜
よこはま

生活
せいかつ

あんしんセンター
せ ん た ー

事務
じ む

長
ちょう

 

和田
わ だ

 千
ち

珠子
ず こ

  旭区
あさひく

地域
ちいき

生活
せいかつ

支援
しえん

拠点
きょてん

ほっとぽっと ピアスタッフ
ぴ あ す た っ ふ

 

                        

３  平成
へいせい

28年度
ね ん ど

検討
けんとう

内容
ないよう

 

    第１回
だい かい

  平成
へいせい

28年
ねん

７月
がつ

28日
にち

（木
もく

） 

   【議題
ぎ だ い

】 

(１) 障害者
しょうがいしゃ

後見的
こうけんてき

支援
し え ん

制度
せ い ど

の現況
げんきょう

について 

(２) 後見的
こうけんてき

支援
し え ん

運営
うんえい

法人
ほうじん

現場
げ ん ば

訪問
ほうもん

に係る
か か る

報告
ほうこく

について 

(３) その他
た

 

    第２回
だ い  か い

  平成
へいせい

29年
ねん

２月
   がつ

２日
にち

（木
もく

） 

  【議題
ぎ だ い

】 

(１) 障害者
しょうがいしゃ

後見的
こうけんてき

支援
し え ん

制度
せ い ど

の現況
げんきょう

について 

(２) その他
た

 



 

５ 横浜市
よこはまし

市有
し ゆ う

建物
たてもの

を活用
かつよう

した障害者
しょうがいしゃ

雇用
こ よ う

創 出
そうしゅつ

・就 労
しゅうろう

啓発
けいはつ

事業
じぎょう

に

おける運営事
うんえいじ

業 者
ぎょうしゃ

選定
せんてい

委員会
いいんかい

 

 

１ 設置
せ っ ち

目的
もくてき

 

    市有
し ゆ う

建物
たてもの

を活用
かつよう

して障害者
しょうがいしゃ

の就労
しゅうろう

の場
ば

を創出
そうしゅつ

し、かつ障害者
しょうがいしゃ

雇用
こ よ う

の啓発
けいはつ

を行う
おこなう

運営事
うんえいじ

業者
ぎょうしゃ

を、公平
こうへい

かつ適正
てきせい

に選定
せんてい

するため、本
ほん

委員会
いいんかい

を設置
せ っ ち

します。 

 

２ 委員
い い ん

 

  委
い

員数
いんすう

 ６名
めい

     ［構成
こうせい

］学識
がくしき

経験者
けいけんしゃ

      ２名
めい

 

                 地域
ち い き

福祉
ふ く し

関係者
かんけいしゃ

   １名
めい

 

                 労働
ろうどう

行政
ぎょうせい

関係者
かんけいしゃ

  １名
めい

 

                 弁護士
べ ん ご し

       １名
めい

 

                 公認
こうにん

会計士
かいけいし

     １名
めい

 

 

    ≪委員名
いいんめい

（H29.3.1時点
じ て ん

）≫ ※委員長
いいんちょう

以下
い か

 五十音
ごじゅうおん

順
じゅん

       

  委員長
いいんちょう

   松
まつ

為
い

 信
のぶ

雄
お

  文京
ぶんきょう

学院
がくいん

大学
だいがく

 客員
きゃくいん

教授
きょうじゅ

 

       荒井
あ ら い

 清
きよ

志
し

  荒井
あ ら い

清
きよ

志
し

公認
こうにん

会計士
かいけいし

事務所
じ む し ょ

 

影山
かげやま

 摩子
ま こ

弥
や

 横浜市
よこはまし

立
りつ

大学
だいがく

 教授
きょうじゅ

 

       横浜市
よこはまし

立
りつ

大学
だいがく

ＣＳＲ
シーエスアール

センター ＬＬＰ
エルエルピー

センター長
ちょう

 

清原
きよはら

 轄家
か つ や

  横浜市
よこはまし

浦舟
うらふね

地域
ち い き

ケアプラザ 所長
しょちょう

 

玉置
たまおき

 英子
え い こ

  横浜
よこはま

公共
こうきょう

職 業
しょくぎょう

安定所
あんていじょ

 次長
じちょう

 

森
もり

  和雄
か ず お

  横浜市
よこはまし

社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

 障害者
しょうがいしゃ

支援
し え ん

センター担当
たんとう

理事
り じ

 

 

３  平成
へいせい

28年度
ね ん ど

検討
けんとう

内容
ないよう

 

  第１回
だい かい

  平成
へいせい

29年
ねん

２月
がつ

８日
か

 (水
すい

)  

【議題
ぎ だ い

】 

（１）募集
ぼしゅう

要領
ようりょう

の内容
ないよう

について  

（２）運営事
うんえいじ

業者
ぎょうしゃ

の選定
せんてい

方法
ほうほう

について  

 



 
 

障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

の解消
かいしょう

に関
かん

する市
し

の取組
とりくみ

状 況
じょうきょう

について 

 
 

【主
おも

な取組
とりくみ

（11月
がつ

～３月
がつ

）】 

 

１ 啓発
けいはつ

活動
かつどう

等
とう

 

(1) 「障 害
しょうがい

のある人
ひと

と障害
しょうがい

のない人
ひと

との交流
こうりゅう

を通
とお

した啓発
けいはつ

活動
かつどう

」 

障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

解消法
かいしょうほう

の施行前
しこうまえ

に、市
し

が行
おこな

うべき取組
とりくみ

についてご検討
けんとう

いただいた障
しょう

 

害者
がいしゃ

差別
さ べ つ

解消
かいしょう

検討
けんとう

部会
ぶ か い

のご意見
い け ん

を基
もと

に、「障害
しょうがい

のある人
ひと

と障害
しょうがい

のない人
ひと

が気軽
き が る

な雰
ふん

 

囲
い

気
き

の中
なか

で交流
こうりゅう

することができる機会
き か い

を設
もう

け、その中
なか

で障害
しょうがい

の理解
り か い

を広
ひろ

げていく」 

取組
とりくみ

を進
すす

めています。 

28年度
ね ん ど

は、委託事
い た く じ

業者
ぎょうしゃ

による進行
しんこう

の下
もと

で、障害
しょうがい

のある人
ひと

と障害
しょうがい

のない人
ひと

が共通
きょうつう

し 

て興味
きょうみ

を持
も

っていることについて一緒
いっしょ

になって活動
かつどう

する「交流
こうりゅう

の場
ば

」の企画
き か く

をワーク
わ ー く

 

ショップ
し ょ っ ぷ

等
とう

の参加者
さんかしゃ

が話
はな

し合
あ

って形
かたち

にしました。 

29年度
ね ん ど

以降
い こ う

は、その企画
き か く

を広
ひろ

く参加者
さんかしゃ

を募
つの

って実施
じ っ し

していきます。〔11月
がつ

～〕 

    １月
がつ

21日
にち

（土
ど

）・22日
にち

（日
にち

）  O
お

!MORO
も ろ

 LIFE
ら い ふ

 パーティ
ぱ ー て ぃ

― 

    ２月
がつ

５日
にち

（日
にち

）        O
お

!MORO
も ろ

 LIFE
ら い ふ

 ワークショップ
わ ー く し ょ っ ぷ

 

    ２月
がつ

25日
にち

（土
ど

）        O
お

!MORO
も ろ

 LIFE
ら い ふ

 ワークショップ
わ ー く し ょ っ ぷ

 

    ３月
がつ

20日
にち

（月
げつ

）・25日
にち

（土
ど

）  O
お

!MORO
も ろ

 LIFE
ら い ふ

 キャラバン
き ゃ ら ば ん

 

 

 

 

 

 

 

資料
し り ょ う

 ４ 

裏面
り め ん

あり 



 (2) 広報
こうほう

よこはまへの掲載
けいさい

 

   広報
こうほう

よこはまの人権
じんけん

特集
とくしゅう

に記事
き じ

を掲載
けいさい

しました。〔11月
がつ

〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２ 障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

解消
かいしょう

支援
し え ん

地域協
ちいききょう

議会
ぎ か い

の開催
かいさい

 

  この地域協
ちいききょう

議会
ぎ か い

は、障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

に関
かん

する相談
そうだん

事例
じ れ い

の共有
きょうゆう

や情報
じょうほう

交換
こうかん

を

行
おこな

うとともに、障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

の解消
かいしょう

に関
かん

する様々
さまざま

な課題
か だ い

の協議
きょうぎ

を役割
やくわり

として

います。第
だい

２回
かい

会議
か い ぎ

を11月
がつ

29日に開催
かいさい

し、相談
そうだん

対応
たいおう

、啓発
けいはつ

活動
かつどう

に関
かん

する意見
い け ん

交換
こうかん

等
とう

を行
おこな

いました
 

。 

 

３ 障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

の相談
そうだん

に関
かん

する調整
ちょうせい

委員会
いいんかい

の開催
かいさい

 

  この調整
ちょうせい

委員会
いいんかい

は、事
じ

業者
ぎょうしゃ

への相談
そうだん

や事業
じぎょう

の担当
たんとう

部署
ぶ し ょ

等
とう

への相談
そうだん

によっても解決
かいけつ

が

図
はか

られない事
じ

案
あん

（事
じ

業者
ぎょうしゃ

による差別
さ べ つ

事案
じ あ ん

）を対象
たいしょう

に、本人
ほんにん

等
とう

からの申出
もうしで

に基
もと

づき、

小委員会
しょういいんかい

を編成
へんせい

してあっせんを行
おこな

うことを役割
やくわり

としています。あっせんを行
おこな

った場合
ば あ い

は、事案
じ あ ん

の概要
がいよう

を公表
こうひょう

する予
よ

定
てい

です
 

。 

第
だい

２回
かい

会議
か い ぎ

（全体
ぜんたい

会議
か い ぎ

）を11月
がつ

４日
にち

に、第
だい

３回
かい

会議
か い ぎ

（全体
ぜんたい

会議
か い ぎ

）を３月
がつ

３日
にち

に開
かい

催
さい

し、

申出
もうしで

事案
じ あ ん

について情報
じょうほう

を共有
きょうゆう

するとともに、あっせん手続
てつづき

の基本的
きほんてき

な流
なが

れなどについ

て議論
ぎ ろ ん

を行
おこな

いました。また、あっせんの申出
もうしで

に応
おう

じて小委員会
しょういいんかい

を開催
かいさい

し、審
しん

議
ぎ

を継続
けいぞく

し

ています
 

。 

  あっせんの申出
もうしで

件数
けんすう

：３件
けん

（平成
へいせい

29年
ねん

２月
がつ

末
まつ

現在
げんざい

） 

 ※あっせん手続
てつづき

の終了後
しゅうりょうご

、概要
がいよう

を市
し

ホームページ
ほ ー む ぺ ー じ

に掲載
けいさい

予定
よ て い

（事
じ

業者
ぎょうしゃ

の名称
めいしょう

等
とう

は除
のぞ

く）。 

 

４ 区
く

役所
やくしょ

窓口
まどぐち

における手話
し ゅ わ

通訳
つうやく

対応
たいおう

の充実
じゅうじつ

 

  ５月
がつ

から開始
か い し

した取組
とりくみ

の実績
じっせき

は以下
い か

のとおりです。 

 (1) 手話通
しゅわつう

訳者
やくしゃ

の配置
は い ち

のモデル
も で る

実施
じ っ し

（中区
な か く

・戸塚区
と つ か く

で半日
はんにち

・週
しゅう

２回
かい

） 

    80件
けん

（中区
な か く

：38件
けん

、戸塚区
と つ か く

：42件
けん

） ２月
がつ

末
まつ

現在
げんざい

（５月
がつ

17日
にち

開始
か い し

） 

 (2) タブレット
た ぶ れ っ と

端末
たんまつ

を活用
かつよう

した手話
し ゅ わ

通訳
つうやく

対応
たいおう

の実施
じ っ し

（全区
ぜ ん く

） 

    68件
けん

 ２月
がつ

末
まつ

現在
げんざい

（５月
がつ

27日
にち

開始
か い し

） 

 

 



５ 職員
しょくいん

研修
けんしゅう

の実施
じ っ し

 

  各区局
かくくきょく

においても障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

解消法
かいしょうほう

に関
かん

する研修
けんしゅう

を独自
ど く じ

に実施
じ っ し

していますが、全
ぜん

 

職
しょく

員
いん

を対象
たいしょう

に、法律
ほうりつ

のポイント
ぽ い ん と

を確認
かくにん

し、障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

解消
かいしょう

に関
かん

する対応
たいおう

を学
まな

ぶため 

のｅ
いー

ラーニング
ら ー に ん ぐ

を昨
さく

年度
ね ん ど

に続
つづ

き実施中
じっしちゅう

です。 

 

 

 

（参考
さんこう

）今後
こ ん ご

実施
じ っ し

予定
よ て い

のもの 

 

１ 事
じ

業者
ぎょうしゃ

が実施
じ っ し

する従 業 員
じゅうぎょういん

研修
けんしゅう

等
とう

への協 力
きょうりょく

の取組
とりくみ

 

 主
おも

に障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

解消
かいしょう

支援
し え ん

地域協
ちいききょう

議会
ぎ か い

の委員
い い ん

のうち、障害
しょうがい

のある方
かた

又
また

は障害
しょうがい

のあ 

る方
かた

のご家族
か ぞ く

でご協 力
きょうりょく

いただける方
かた

にご登録
とうろく

をいただき、障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

解消
かいしょう

に関
かん

す 

る研修
けんしゅう

講師
こ う し

についての情報
じょうほう

を本市
ほ ん し

ウェブサイト
う ぇ ぶ さ い と

への掲載
けいさい

等により事
じ

業者
ぎょうしゃ

に提 供
ていきょう

し、 

事
じ

業者
ぎょうしゃ

と研修
けんしゅう

講師
こ う し

とのマッチング
ま っ ち ん ぐ

が図
はか

られるようにします。 

 

 ２ 市
し

から市民宛
しみんあて

の通知
つ う ち

に関
かん

する点字
て ん じ

等
とう

の対応
たいおう

 

   視覚
し か く

障害
しょうがい

のある人
ひと

への情報
じょうほう

の保障
ほしょう

に関
かん

する取組
とりくみ

として、市民宛
しみんあて

の通知
つ う ち

について、 

視覚
し か く

障害
しょうがい

のある人
ひと

からの申出
もうしで

に基
もと

づき、点字
て ん じ

等
とう

の媒体
ばいたい

によるものを提供
ていきょう

していきま 

す。29年度
ね ん ど

下半期
しもはんき

からの実施
じ っ し

に向
む

けて準備
じゅんび

を進
すす

め、実施
じ っ し

可能
か の う

な通知
つ う ち

から順次
じゅんじ

進
すす

めていき 

ます
 

。 

 

 



 

障害者
しょうがいしゃ

就 労
しゅうろう

啓発
けいはつ

事業
じぎょう

（公 共
こうきょう

施設
し せ つ

活用
かつよう

事業
じぎょう

）について 

 

 

１ 趣旨
し ゅ し

 

  平成
へいせい

28年
ねん

10月
がつ

の 28年度
ね ん ど

第２回
だい かい

横浜市
よこはまし

障害者
しょうがいしゃ

施策
せ さ く

推進協
すいしんきょう

議会
ぎ か い

において、障害者
しょうがいしゃ

就 労
しゅうろう

啓発
けいはつ

事業
じぎょう

として民間事
みんかんじ

業 者
ぎょうしゃ

に有 償
ゆうしょう

で貸し付けて
か し つ け て

いた南区
みなみく

にある浦舟
うらふね

複合
ふくごう

福祉
ふ く し

施設
し せ つ

の一部
い ち ぶ

について、契約
けいやく

満 了
まんりょう

に伴い
ともない

、新規事
し ん き じ

業 者
ぎょうしゃ

の公募
こ う ぼ

を行う
おこなう

こととし、事
じ

業 者
ぎょうしゃ

の選定
せんてい

にあたっては、本
ほん

協議会
きょうぎかい

に下部
か ぶ

組織
そ し き

を設ける
も う け る

と説明
せつめい

しました。 

この度
たび

、下部
か ぶ

組織
そ し き

を設置
せ っ ち

し、事
じ

業 者
ぎょうしゃ

の公募
こ う ぼ

を開始
か い し

しましたので、報告
ほうこく

します。 

 

２ 下部
か ぶ

組織
そ し き

について 

(1) 下部
か ぶ

組織名
そしきめい

 

横浜市
よこはまし

市有
し ゆ う

建物
たてもの

を活用
かつよう

した障害者
しょうがいしゃ

雇用
こ よ う

創 出
そうしゅつ

・就 労
しゅうろう

啓発
けいはつ

事業
じぎょう

における運営事
うんえいじ

業 者
ぎょうしゃ

選定
せんてい

委員会
いいんかい

（以下
い か

「委員会
いいんかい

」という。） 

事
じ

業 者
ぎょうしゃ

選定
せんてい

においては、専門的
せんもんてき

かつ詳 細
しょうさい

な調査
ちょうさ

又
また

は討議
と う ぎ

を行う
おこなう

必要
ひつよう

があるため、本
ほん

協議会
きょうぎかい

の

下部
か ぶ

組織
そ し き

として、当委員会
とういいんかい

で専門的
せんもんてき

な審議
し ん ぎ

をした後
あと

、本
ほん

協議会
きょうぎかい

に諮ります
は か り ま す

。 

(2) 委員
い い ん

構成
こうせい

 

松
まつ

為
い

 信
のぶ

雄
お

   文 京
ぶんきょう

学院
がくいん

大学
だいがく

 客 員
きゃくいん

教 授
きょうじゅ

 

影山
かげやま

 摩子
ま こ

弥
や

  横浜市
よこはまし

立
りつ

大学
だいがく

 教 授
きょうじゅ

 

横浜市
よこはまし

立
りつ

大学
だいがく

C S R
シーエスアール

センター L L P
エルエルピー

センター 長
ちょう

 



   清原
きよはら

 轄家
か つ や

   横浜市
よこはまし

浦舟
うらふね

地域
ち い き

ケアプラザ 所 長
しょちょう

 

   玉置
たまおき

 英子
え い こ

   横浜
よこはま

公 共
こうきょう

職 業
しょくぎょう

安定所
あんていじょ

 次長
じちょう

 

森
もり

 和雄
か ず お

    横浜市
よこはまし

社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

 障害者
しょうがいしゃ

支援
し え ん

センター担当
たんとう

理事
り じ

（本
ほん

協議会
きょうぎかい

委員
い い ん

） 

 

荒井
あ ら い

 清
きよ

志
し

   荒井
あ ら い

清
きよ

志
し

公認
こうにん

会計士
かいけいし

事務所
じ む し ょ

 

 

３ スケジュール 

  平成
へいせい

28年
ねん

10月
がつ

26日
にち

  28年度
ね ん ど

第２回
だい かい

横浜市
よこはまし

障害者
しょうがいしゃ

施策
せ さ く

推進協
すいしんきょう

議会
ぎ か い

（下部
か ぶ

組織
そ し き

設置
せ っ ち

の承 認
しょうにん

） 

    29年
ねん

２月
 が つ

８日
か

   第１回
だい かい

委員会
いいんかい

開催
かいさい

（募集
ぼしゅう

要 領
ようりょう

及び
お よ び

選定
せんてい

方法
ほうほう

の審議
し ん ぎ

） 

      ２月
 が つ

23日
にち

  募集
ぼしゅう

要 領
ようりょう

公 表
こうひょう

 

      ３月
 が つ

29日
にち

  応募
お う ぼ

受付
うけつけ

開始
か い し

 

      ３月
 が つ

30日
にち

  28年度
ね ん ど

第３回
だい かい

横浜市
よこはまし

障害者
しょうがいしゃ

施策
せ さ く

推進協
すいしんきょう

議会
ぎ か い

（経過
け い か

報告
ほうこく

） 

      ４月
 が つ

11日
にち

  応募
お う ぼ

締切
しめきり

 

      ５月
 が つ

     第２回
だい かい

委員会
いいんかい

開催
かいさい

（事
じ

業 者
ぎょうしゃ

候補
こ う ほ

選定
せんてい

） 

      ６月
 が つ

     29年度
ね ん ど

第１回
だい かい

横浜市
よこはまし

障害者
しょうがいしゃ

施策
せ さ く

推進協
すいしんきょう

議会
ぎ か い

（事
じ

業 者
ぎょうしゃ

決定
けってい

） 
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 －1－ 

健康福祉局予算案の考え方 
本格的な高齢化が急速に進展する中、支援を必要とする高齢者、障害者、生活困窮者等の

増加に伴い、福祉・保健に対する市民ニーズは多様化し増大しています。 

このような状況の中で、福祉・保健分野において今後も市民生活の安心・安全を確保する

ために、最終年度となる中期４か年計画や、高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画など、

各種計画の目標達成に向けた施策を着実に実施するとともに、次期中期計画策定に向けて、 

10年、20年先を見据え、将来に渡って持続可能な施策の充実を目指し、健康づくりをはじめ

とした各種取組を推進していくことが必要です。 

そこで、平成 29 年度は、 

１ ３７０万人の健康づくりと疾病予防の推進・市民のあんしん確保 

２ 地域包括ケアの推進とシニアパワーの発揮 

３ 障害者福祉施策の推進 

４ 生活困窮者の自立に向けた支援の強化 

５ ニーズに即したタイムリーな対応 

を５つの柱として掲げ、優先的に取り組む予算としています。主な取組として、 

３７０万人の健康づくりと疾病予防の推進・市民のあんしん確保では、健康・予防施策を

重視した取組を展開し、ウォーキングポイントや健康経営の普及を軸として健康ライフスタ

イルの浸透を図り、「健康寿命日本一」を目指します。また、小児医療費助成を小学６年生まで

拡大します。 

地域包括ケアの推進とシニアパワーの発揮では、高齢者が住み慣れた地域で暮らし続ける

ことができるよう、介護サービスや生活支援サービスの充実を図るとともに、医療と介護の

連携を進めます。また、施設や住まいの整備・供給と医療的ケアが必要な方などの受入れ促

進に取り組みます。さらに、元気な高齢者が活躍できるよう、社会活動への参加や健康づく

り・介護予防の取組を支援します。 

障害者福祉施策の推進では、障害者が自己選択・自己決定のもと地域で安心して暮らして

いけるよう、引き続き第３期障害者プランを推進します。また、東京 2020 パラリンピック競技

大会開催を契機として、障害者のスポーツや文化活動を一層推進します。さらに、障害者差別

の解消に向けた取組を継続して実施します。 

生活困窮者の自立に向けた支援の強化では、就労・家計・健康管理など、様々な角度から

生活保護受給者や生活困窮者に対する自立支援を推進するほか、貧困の連鎖を断ち、将来の

自立に向けた子どもの学習支援を強化します。 

ニーズに即したタイムリーな対応では、いわゆる 「ごみ屋敷」対策や災害時要援護者支援な

ど、今必要とされている取組に注力します。 

これらの取組を通じ、市民の皆様の「今日の安心、明日の安心、そして将来への安心」を

目標に、福祉・保健における市民生活の安心・安全の確保に向け、職員一丸となって取り組

んでいきます。 
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（  ）内は構成比 

健康福祉局一般会計予算案の財源 

健康福祉局予算案総括表 
 
（一般会計） （単位：千円） 

項 目 28年度 29年度 増△減 
増減率 
（％） 

備 考 

７款 

健  康  福  祉 費 

 

314,444,404 

 

319,246,719 

 

4,802,315 

 

1.5 

 

 １項 

社 会 福 祉 費 

 

47,112,313 

 

44,909,642 

 

△ 2,202,671 

 

△ 4.7 

社会福祉総務費、社会福祉事業振興費、
国民年金費、ひとり親家庭等医療費、 
小児医療費 

２項 

障害者福祉費 

 

98,136,738 

 

102,853,307 

 

4,716,569 

 

4.8 

障害者福祉費、こころの健康相談センター等運営
費、障害者手当費、重度障害者医療費、障害者福
祉施設運営費、リハビリテーションセンター等運
営費 

３項 

老 人 福 祉 費 

 

9,522,438 

 

9,900,892 

 

378,454 

 

4.0 

 
老人措置費、老人福祉費、老人福祉施設運営費 

４項 

生 活 援 護 費 

 

132,216,340 

 

133,476,411 

 

1,260,071 

 

1.0 

 
生活保護費、援護対策費 

５項 

健康福祉施設
整 備 費 

 

7,306,908 

 

7,227,658 

 

△ 79,250 

 

△ 1.1 

 
健康福祉施設整備費 

６項 

公 衆 衛 生 費 

 

17,210,316 

 

17,883,758 

 

673,442 

 

3.9 

 

健康安全費、健康診査費、健康づくり費、 
地域保健推進費、公害・石綿健康被害対策事業費 

７項 

環 境 衛 生 費 

 

2,939,351 

 

2,995,051 

 

55,700 

 

1.9 

 

食品衛生費、衛生研究所費、食肉衛生検査所費、
環境衛生指導費、葬務費、動物保護指導費 

１７款 

諸 支 出 金 

 

111,202,988 

 

114,828,752 

 

3,625,764 

 

3.3 

 

 １項 

特別会計繰出金 

 

111,202,988 

 

114,828,752 

 

3,625,764 

 

3.3 

国民健康保険事業費、介護保険事業費、後期高齢
者医療事業費、公害被害者救済事業費、水道事  
業、自動車事業及び高速鉄道事業会計繰出金 

 

一  般  会  計 計 
 

425,647,392 
 

434,075,471 
 

8,428,079 
 

2.0 
 

 
 

（特別会計） 

  

 28年度 29年度 

特
定
財
源 

(43.7) 
 

186,042,493 

(43.1) 
 

187,137,327 

一
般
財
源 

(56.3) 
 

239,604,899 

(56.9) 
 

246,938,144 

合 
 

計 

(100) 
 

425,647,392 

(100) 
 

434,075,471 

 

国民健康保 険事   
業   費 会 計 

 

403,749,452 

 

406,084,702 
 

2,335,250 

 

0.6 

 

介 護 保 険
事  業  費  会 計 

 

267,606,226 

 

288,514,868 

 

20,908,642 

 

7.8 

 

後期高齢者医療
事 業   費  会
計 

 

71,583,718 

 

74,478,470 

 

2,894,752 

 

4.0 

 

公害被害者救済
事 業   費  会
計 

 

39,659 

 

47,058 

 

7,399 

 

18.7 

 

新墓園事業費会計 

 

750,000 

 

2,725,160 

 

1,975,160 

 

263.4 

 

特  別  会  計 計 

 

743,729,055 

 

771,850,258 

 

28,121,203 

 

3.8 
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Ⅲ 障害者施策の推進 
 

～障害福祉主要事業の概要～ 
 

１  障害者総合支援法に関する主な事業 

 

 

 

 

 

 

 
 

介
護
給
付 
・
訓
練
等
給
付 
・
地
域
生
活
支
援
事
業
等 

 障害者地域活動ホーム
運営事業 

 
精神障害者生活支援セ
ンター運営事業 

 
地域活動支援センター 
（障害者地域作業所型・精神
障害者地域作業所型） 

 
 

障害者自立生活アシス
タント事業 

 

 

居宅介護事業 
 

 
障害者グループホーム
設置運営等事業 

 

 

障害者相談支援事業 
 

 
生活援護事業（補装 
具・日常生活用具） 

 
 

重度障害者入浴サービ
ス事業 

 
 

精神障害者医療費公費
負担事業 

 
 

障害者支援施設等自立
支援給付費 

 障害児・者短期入所事
業 

 

 

 
２  その他の事業 

 

 

 

 

 

 
そ
の
他
の
事
業 

 発達障害者支援体制整
備事業 

 
障害者就労支援事業 

 

 
重度障害者医療費助成
事業 

 

 

こころの健康対策 
 

 
精神科救急医療対策事
業等 

 自立生活移行支援助成
事業 

障害児・者の地域での生活を支援する拠点として「障害者地域活動ホーム」を設置するとともに、事業 
委託及び運営費助成を行います。【事業概要16】 

精神障害者の社会復帰、自立及び社会参加の促進を図るため、日常生活の支援、相談、地域における交 
流活動の促進等を行う施設の運営を行います。【事業概要16】 

障害者が地域の中で創作活動や生産的活動、社会との交流などを行う地域活動支援センター(障害者地域 
作業所型等)に対して助成を行います。【事業概要16】 

地域で生活する単身等の障害者に対し、地域活動ホーム、生活支援センター等に配置した専任の支援職 
員による支援を行い、地域生活の継続を図ります。【事業概要16】 

身体介護や家事援助、移動介護等を必要とする障害児・者が、ホームヘルプサービスやガイドヘルプ 
サービスを利用して、在宅生活を送れるように支援します。【事業概要16・21】 

日々の生活の場であるグループホームにおいて、障害者が世話人（職員）から必要な支援を受けながら 
地域で自立した生活を送れるように支援します。【事業概要18】 

計画相談の対象範囲を広げるとともに、障害者地域活動ホーム等に配置された専任職員が、障害者が地 
域で自立して暮らすために生活全般にわたる相談に対応します。【事業概要19】 

 

身体障害児・者の身体機能を補う用具、日常生活の便宜を図るための各種用具の給付等を行います。 

 

在宅での入浴が困難な重度障害者に、施設入浴及び訪問入浴を行うことで、入浴の機会を提供します。 

精神障害者の適正な医療を普及するため通院医療費の一部を公費負担するほか、措置入院に要する費用 
を公費負担します。 

施設に入所又は通所している障害者が障害福祉サービス等を利用することで、日常生活の自立に向け 
た支援を受けたり、就労に向けた訓練を行います。【事業概要17】 

在宅の障害児・者の介護者や家族が疾病や冠婚葬祭等により介助できない場合や、疲労回復を図る場合 
に、障害児・者が施設等を利用することで在宅生活を支援します。 

発達障害児・者について、ライフステージに対応する支援体制を整備し、発達障害児・者の福祉の向上 
を図ります。【事業概要19】 

障害者の就労支援を行う就労支援センターの運営費の助成を行います。また、障害者の就労の場の拡大 
等の事業を行います。【事業概要22】 

 

重度障害者に対し、医療費にかかる保険診療の自己負担分を助成します。【事業概要25】 

区局による自殺対策を充実し、関係機関や庁内関係部署との連携による総合的な自殺対策に取り組みま 
す。また、依存症対策として、普及啓発や治療・回復プログラムの検討等を行います。【事業概要26】 

神奈川県、川崎市、相模原市との協調体制のもと、受入協力医療機関の空床確保に必要な助成等を行い 
ます。【事業概要27】 

障害者の地域生活、就労への移行等のために必要な支援をする事業所に事業経費を助成します。 
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障 害 者 の

地 域 生 活 支   援 

事業内容 
在宅生活を支える地域の拠点を運営するとともに、

本人の生活力を引き出す支援の充実を図ることで、障

害者が地域で自立した生活を送れるよう、各事業を推 

進していきます。（  あんしん と表記している事業は、 

「将来にわたるあんしん施策」を含む事業です。） 

 

１ 後見的支援推進事業 【中期】 あんしん 

５億9,757万円 

障害のある方が安心して暮らせるように、地域生  

活を見守る仕組みを、地域を良く知る社会福祉法人  

等と共に作っていきます。（29年３月から18区実施） 

２ 多機能型拠点運営事業〈拡充〉 あんしん 

１億8,679万円 

重症心身障害児・者など、常に医療的ケアが必要 

な人の地域での暮らしを支援するため、訪問看護サ 

ービスや短期入所などを一体的に提供できる拠点を 

運営します。（新規 西部方面１か所  累計３か所） 
３ 障害者地域活動ホーム運営事業〈拡充〉 

57億9,400万円 

障害児・者の地域での生活を支援する拠点施設と

して生活支援事業や日中活動事業を行う「障害者地

域活動ホーム」に、運営費助成等を行います。 
また、ショートステイ事業に必要なスプリンクラ 

 

本 
 

年 
 

度 
 

218億495万円 

 

前 
 

年 
 

度 
 

208億9,089万円 

 

差 
  

引 
 

9億1,406万円 

本
年
度
の
財
源
内
訳 

国 63億2,432万円 

県 31億6,216万円 

その他 217万円 

市 費 123億1,630万円 

ーの設置費用を助成します。 
 

４ 精神障害者生活支援センター運営事業〈拡充〉 あんしん ９億2,195万円 

精神障害者の社会復帰、自立等を図るため、日常生活の支援、相談、地域における

交流活動の促進等を行う生活支援センターの運営費を助成します。（18区） 

また、統合失調症を始めとする入院患者の地域生活への移行に向けた支援や地域生

活を継続することを目的とした「精神障害者地域移行・地域定着支援事業」をより  

一層進めます。（新規１区（金沢区） 累計12区） 
 

５ 地域活動支援センターの運営 あんしん 36億3,750万円 

在宅の障害者に通所による活動の機会を提供し、社会との交流を促進する施設に対し

て、その運営費を助成します。 

（１）地域活動支援センター（障害者地域作業所型） 年度末見込み：94か所 

（２）地域活動支援センター（精神障害者地域作業所型） 年度末見込み：60か所 

地域活動支援センター → 障害福祉サービス事業所 計18か所移行予定 
（17 障害者支援施設等自立支援給付費 参照） 

 

６ 障害者自立生活アシスタント事業 あんしん ３億887万円 

地域で生活する単身等の障害者に対し専任の支援職員（自立生活アシスタント）に   

よる支援を行い、地域生活の継続を図ります。 （累計40か所） 
 

７ 障害者ホームヘルプ事業 103億5,827万円 

（１）身体介護や家事援助等を必要とする障害児・者及び移動に著しい困難を有する視  

覚障害、知的障害、精神障害児・者に対し、ホームヘルプサービスを提供します。 
（２）利用者見込 8,539人 総利用時間見込  251万6,218時間 
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障害者支援施設等自立

支援給 付費  

事業内容 

障害者総合支援法に基づき、施設に入所又は通所して

いる障害者に対し、日常生活の自立に向けた支援や就労

に向けた訓練等の障害福祉サービスを提供します。 
１ 利用者数見込 

延べ11,970人 （月平均） 

２ 主な障害福祉サービス 

（１）施設入所支援 

施設に入所している人に対し、夜間や休日に、入

浴・排泄・食事の介護等を提供 
（２）生活介護 

施設に入所又は通所している人に対し、日中に、

入浴・排泄・食事等の介護や日常生活上の支援、創

作的活動・生産活動の機会等を提供 
（３）就労移行支援 

一般就労への移行に向けて、事業所内や企業にお

ける作業や実習、適性に応じた職場の開拓、就労後

の職場定着のための支援等を提供 
（４）就労継続支援 

就労や生産活動の機会や、一般就労に向けた支援

を提供 

 
地域活動支援センター → 障害福祉サービス事業所 
計18か所移行予定（16 障害者の地域生活支援 参照） 

 

本 
 

年 
 

度 
 

258億2,567万円 

 

前 
 

年 
 

度 
 

233億6,459万円 

 

差 
  

引 
 

24億6,108万円 

本
年
度
の
財
源
内
訳 

国 129億1,073万円 

県 64億5,537万円 

その他 － 

市 費 64億5,957万円 
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障害者グループホーム

設 置 運 営 等 事   

業 

事業内容 

１ 設置費補助 ２億1,150万円 

障害者プラン等に基づくグループホームの新設、

老朽化等による移転等にかかる費用を助成します。 
新設 47か所、移転 10か所 

(うち新設７か所は障害児施設18歳以上入所者移行相当分) 

 

２ 運営費補助等 134億1,677万円 

グループホームにおける家賃、人件費等の一部を

補助することで、運営、支援の強化等を図ります。 
763か所（Ａ型６、Ｂ型757） うち新設 47か所 

 

３ スプリンクラー設置費補助 ６億2,039万円 

平成27年４月から義務化された、スプリンクラー

の設置にかかる費用を助成します。 
(新設・移転ホーム分：25か所、既設ホーム分：142か所) 

 

４ 高齢化・重度化対応事業 あんしん 5,693万円 

医療的ケア等が必要となる入居者に対応するため、看

護師等を配置する高齢化及び重度化対応グループホー

ム事業を継続実施します。また、既存ホームのバリ 
アフリー改修に助成を行います。 

 

本 

 

年 

 

度 
 

143億559万円 

 

前 

 

年 

 

度 

 

130億4,375万円 

 

差 
  

引 

 

12億6,184万円 

本
年
度
の
財
源
内
訳 

国 56億2,290万円 

県 26億397万円 

その他 － 

市 費 60億7,872万円 
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障

相 

 
 

害

談 

 
 

者

支 

 
 

の

援 

事業内容 

１ 障害者相談支援事業 ６億7,621万円 

障害者が地域で安心して暮らすことができるよう、基

幹相談支援センター等に相談支援業務を委託し、身近

な地域での相談から個別的・専門的な相談まで、関 
係機関が連携して総合的に推進します。 

（１）基幹相談支援センター 18か所 

（社会福祉法人型地域活動ホーム） 

（２）障害児・者福祉施設等 ６か所 

（３）発達障害者支援センター １か所 

２ 計画相談支援事業 ３億294万円 

障害福祉サービスを利用する全ての方を対象とし

て計画相談支援事業者が、障害者本人の希望を踏ま

えたサービス等利用計画を作成し、ケアマネジメン

トによるきめ細かな支援を行います。 
３ 発達障害者支援体制整備事業〈拡充〉 あんしん 

2,695万円 

障害者の地域生活を支援するため、発達障害者及び

強度行動障害者への支援体制を強化します。 

（１）発達障害者地域支援マネジャーの増(２人→４人) 

発達障害者支援センター内に配置し、強度行動 
障害に関する拠点機能を担います。 

（２）強度行動障害に対する支援力向上研修の充実 

 

本 
 

年 
 

度 
 

10億610万円 

 

前 
 

年 
 

度 
 

12億1,517万円 

 

差 
  

引 
 

△2億907万円 

本
年
度
の
財
源
内
訳 

国 3億6,040万円 

県 1億8,020万円 

その他 － 

市 費 4億6,550万円 

 

 

 
 

20 

 

 

障害者差別解消・障害
理解の 推進  

事業内容 

１ 市の通知に関する点字等対応の実施〈新規〉 

553万円

市民宛の通知について、視覚障害のある人からの申出

に基づき、点字等の媒体によるものを提供します。下

半期の開始に向けて準備を進め、実施可能な通知か 

ら順次進めていきます。 

２  啓発活動〈拡充〉 1,248万円 

リーフレット作成等のほか、気軽な雰囲気の中で障害

の理解を深める取組として「障害のある人と障害の 

ない人との交流を通した啓発活動」を実施します。  

また、各区で区民を対象とした普及啓発を行います｡ 

３  区役所窓口での手話通訳対応の実施 1,435万円 

前年度に引き続き、手話通訳者のモデル配置を２区で

行うほか、通信機器（タブレット端末）を活用した 
手話通訳対応を全区で実施します。 

４ 相談及び紛争防止等のための調整委員会の運営 

364万円 

障害者差別に関する相談に的確に対応するとともに､ 

あっせんを行うための調整委員会を運営します。 
５ 障害者差別解消支援地域協議会の運営 88万円 

相談事例の共有や差別解消に関する課題を協議する

ため、各分野の代表等で構成する協議会を運営します｡ 

 

本 

 

年 

 

度 

 

3,688万円 

 

前 

 

年 

 

度 

 

2,612万円 

 

差 
  

引 

 

1,076万円 

本
年
度
の
財
源
内
訳 

国 800万円 

県 400万円 

その他 － 

市 費 2,488万円 
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－22－ 

 

 
 

21 

  
 

障

移 

 
 

害

動 

 
 

者

支 

 
 

の

援 

事業内容 

障害者等の外出を促進するために、各事業を推進して

いきます。 
 

１ 移動情報センター運営等事業【中期】〈拡充〉 

あんしん １億2,329万円 

移動に困難を抱える障害者等からの相談に応じて

情報提供を行うとともに、ガイドボランティア等の

発掘・育成を行うセンターを引き続き運営します。 

なお、29年度に新たに３区(西区、港南区、都筑区)で

開設することで、全区での窓口開設となります。 
（新規３区 累計18区） 

 

２ 特別乗車券交付事業 25億7,921万円 

市営交通機関、市内を運行する民営バス・金沢シー

サイドラインを利用できる乗車券を交付します。 
利用者負担額（年額） 1,200円（20歳未満600円） 

 

３ 重度障害者タクシー料金助成事業 あんしん 

４億9,942万円

公共交通機関の利用が困難な重度障害児・者に、福祉

タクシー利用券を交付します。(助成額１枚500円、 
交付枚数 年84枚 <１乗車で７枚まで使用可> ) 

※人工透析へ週３回以上通う腎臓機能障害者は年168枚 

 

本 
 

年 
 

度 
 

55億8,318万円 

 

前 
 

年 
 

度 
 

55億1,247万円 

 

差 
  

引 
 

7,071万円 

本
年
度
の
財
源
内
訳 

国 ７億4,717万円 

県 ３億7,510万円 

その他 6,299万円 

市 費 43億9,792万円 

 

４ 障害者ガイドヘルプ事業 あんしん 19億157万円 

重度の肢体不自由、知的障害、精神障害のある障害児・者等が外出する際に、 

ヘルパーが付き添います。また、ガイドヘルパー等の資格取得のための研修受講料の

一部助成などを行います。 
 

５ ガイドボランティア事業 あんしん 5,943万円 

視覚障害や肢体不自由、知的障害、精神障害のある障害児・者等が外出する際に、

ボランティアが付き添います。また、ガイドボランティア養成等の研修を行います。 

 

６ タクシー事業者福祉車両導入促進事業 あんしん 312万円 

タクシー事業者がユニバーサルデザインタクシー（福祉車両）を導入する際の費用の

一部を助成します。 
 

７ ハンディキャブ事業 6,528万円 

車いすでの乗車が可能なハンディキャブ（リフト付小型車両）の運行サービス、車両

の貸出及び運転ボランティアの紹介を行います。（運行車両６台・貸出車両２台） 
 

８ 障害者施設等通所者交通費助成事業 ３億3,266万円 

施設等への通所者及び介助者へ通所にかかる交通費を助成します｡ 

 

９ 自動車運転訓練・改造費助成事業 あんしん 1,920万円 

中重度障害者が運転免許を取得する費用の一部や、重度障害児・者本人及び介護者が

使用する自動車改造費・購入費の一部を助成します。 

 



9  

－23－ 
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障

就 

 
 

害

労 

 
 

者

支 

 
 

の

援 

事業内容 
企業等への一般就労や福祉的就労を支援します。 

 

１ 障害者就労支援センターの運営【中期】 

３億354万円 

障害者の就労・定着支援等を行う障害者就労支援  

センターの運営を行い、就労を希望している障害者  

への継続した支援を関係機関等と連携して行います。 

また、就労支援センターの職員を対象とした研修

により、人材育成を進めます。 
・障害者就労支援センターの運営 ９か所 

 

２ 障害者共同受注・優先調達の推進【中期】 

2,223万円 

よこはま障害者共同受注総合センターの運営等に

より、企業等から障害者施設への発注促進や自主製

品の販路拡大などにかかる包括的なコーディネート

を行います。 
 

３ 障害者の就労促進 1,923万円 

障害者や企業等を対象に障害者の就労・雇用への  

理解を広げるため、研修会等を実施するなどし、啓発

をより一層進めます。 

 

本 
 

年 
 

度 
 

３億4,500万円 

 

前 
 

年 
 

度 
 

３億4,571万円 

 

差 
  

引 
 

△71万円 

本
年
度
の
財
源
内
訳 

国 － 

県 － 

その他 868万円 

市 費 ３億3,632万円 

 

 

 
 

23 

 
 

障 害 者 の

ス ポ ー ツ ・ 文 化  

事業内容 

１ 障害者スポーツ・文化活動南部方面拠点 

整備事業〈拡充〉 1,761万円 

東京2020パラリンピックを契機とした障害者スポ

ーツ・文化活動の裾野の拡大に向け、ウィリング横

浜用途廃止部分を南部方面の活動拠点として再整備

するため、施設の改修設計を行います。 

２ 障害者スポーツ・文化センター横浜ラポールの 

管理運営事業〈拡充〉 ９億4,409万円 

障害者のスポーツ・文化活動の中核施設として聴

覚障害者情報提供施設も含め指定管理により管理運

営します。 
（１）障害者スポーツ指導者育成事業〈新規〉 

障害者アスリートが求める指導力を養う研修実施 

（２）障害者芸術活動支援ネットワーク構築事業〈新規〉

障害者の文化芸術活動を支援するため、多彩な企  

画展を通じて関係団体のネットワーク化に着手 
３ ヨコハマ・パラトリエンナーレ 

事業〈拡充〉【基金】 1,000万円 

「ヨコハマ・パラトリエンナーレ2017」の一連の

取組の中で、才能のある障害者の発掘や本人の活動

を支える人材の育成を進めます。 
実施期間及び場所：５月～10月、象の鼻テラス 他 

 

本 

 

年 

 

度 

 

９億7,170万円 

 

前 

 

年 

 

度 

 

９億1,535万円 

 

差 
  

引 

 

5,635万円 

本
年
度
の
財
源
内
訳 

国 8,469万円 

県 3,375万円 

その他 1,058万円 

市 費 ８億4,268万円 
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24 

  

 
障
施 

 

 

 
設 

 

 
害
の 

 

 

 
整 

 

 
者
備 

事業内容 
１ 障害者施設防犯対策強化事業〈新規〉 

1億4,759万円

入所等の障害者施設での利用者の安全を確保するため防 

犯カメラ・非常通報装置等の設置による防犯対策を実 
施します。 
（障害者支援施設、障害福祉サービス事業所等 184か所) 

 
２ 障害者施設整備事業 あんしん 1億4,515万円 

障害者が地域において自立した日常生活を送るため必 

要な支援を提供する施設を整備する法人に対して助 
成を行います。 

（１）多機能型拠点（建設地検討） １か所 

（２）改修（大規模修繕） １か所 

老朽化している施設は、改修等を行い、利用者等の安

全確保と安定した支援を行うために、施設環境を改 善

します。 
（３）特定資金償還金助成 

社会福祉法人が施設整備のために借り入れた特定資金

の償還に対して補助を行います。 
 

３ 障害者地域活動ホーム整備事業 2,827万円 

社会福祉法人が施設整備のために借り入れた特定資金

の償還に対して補助を行います。 

 

本 
 

年 
 

度 
  

3億2,101万円 

 

前 
 

年 
 

度 
  

14億6,798万円 

 

差 
  

引 
  

△11億4,697万円 

本
年
度
の
財
源
内
訳 

国 9,940万円 

県 － 

その他 16万円 

 市 費  2億2,145万円 

 

 

 
 

25 

 

 
重 度 障 害 者
医 療 費 助 成 事 業  
・更生医療  事業   

事業内容 
１ 重度障害者医療費助成事業 107億5,711万円 

重度障害者の医療費にかかる保険診療の自己負担分を助

成します。 

（１）対象者 

次のいずれかに該当する方

ア 身体障害１・２級 
イ IQ35以下 

ウ 身体障害３級かつIQ36以上IQ50以下  

エ 精神障害１級（入院を除く） 
 

（２）対象者数見込 

ア 被用者保険加入者 14,692人 

イ 国民健康保険加入者 18,913人 

ウ 後期高齢者医療制度加入者  23,038人 

計 56,643人 
 

２ 更生医療給付事業 49億7,070万円 

身体障害者が障害の軽減や機能回復のための医療を受

ける際の医療費の一部を公費負担します。 
（１）対象者 

18歳以上の身体障害者手帳を交付されている方 

（２）対象者数見込 1,939人 

 

本 
 

年 
 

度 
 

157億2,781万円 

 

前 
 

年 
 

度 
 

156億5,424万円 

 

差 
  

引 
 

7,357万円 

本
年
度
の
財
源
内
訳 

国 24億8,319万円 

県 45億7,195万円 

その他 20億9,373万円 

市 費 65億7,894万円 
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26 

 

 
 

こころの健康対策  

事業内容 

１ 自殺対策事業【中期】 2,940万円 

社会問題である自殺への対策として、関係機関や庁

内関係部署との連携により総合的に推進します。 
（１）地域連携 

講演会等での普及啓発や自殺のおそれがある人の

早期発見・早期対応の中心的な役割を担う人材（ゲ

ートキーパー)の養成研修等を行います。 
（２）地域自殺対策情報センター運営 

地域における関係機関の連携推進や人材育成の拠

点として、連絡調整会議や研修を開催し、自殺対策

の総合的な支援体制の強化を図ります。 
（３）自死遺族支援等 

電話相談や分かち合いの場（集い）の実施を通し

て自死遺族の支援等を行います。 

 

２ 依存症対策事業 911万円 

国のアルコール健康障害対策の基本計画等を踏まえア

ルコールやその他の依存症に関する普及啓発等を行う

とともに、依存症の回復プログラムを実施します。 
 

３ 措置入院者の退院後支援〈新規〉 1,869万円 

精神障害者の措置解除後のフォロー対応を行うため

の体制整備を推進します。 

 

本 
 

年 
 

度 
 

5,720万円 

 

前 
 

年 
 

度 
 

3,948万円 

 

差 
  

引 
 

1,772万円 

本
年
度
の
財
源
内
訳 

国 529万円 

県 1,062万円 

その他 ５万円 

市 費 4,124万円 

 

 

 
 

27 

 
 

精 神 科 救 急

医 療 対 策 事   業 

事業内容 

１ 精神科救急医療対策事業〈拡充〉 ３億526万円 

県及び県内他政令市と協調体制のもと、緊急な精神科

医療を必要とする方の受入協力機関の体制確保を行 
います。 

（１）精神科救急医療の受入体制〈拡充〉 

患者家族等からの相談や、精神保健福祉法に基づ

く申請・通報・届出に対応する体制を確保します。

さらに、深夜の民間精神科病院の受入を通年実施し切

れ目のない精神科救急医療体制を整備します。 
（２）精神科救急医療情報窓口 

本人、家族及び関係機関からの相談に対し、病状

に応じて適切な医療機関を紹介する情報窓口を夜間 
・深夜・休日に実施します。 

（３）精神科身体合併症転院受入病院（全３病院14床） 

精神科病院に入院しており、身体疾患の治療が必要

となった方の入院治療に対して、適切な医療機関 
での受入が可能な体制を確保します。 

 

２ 精神科救急協力病院保護室整備事業 あんしん 

369万円 

整備費の一部を補助することにより、保護室整備を

促進し、精神科救急患者の受入状況を改善します。 

 

本 

 

年 

 

度 

 

３億895万円 

 

前 

 

年 

 

度 

 

２億8,820万円 

 

差 
  

引 

 

2,075万円 

本
年
度
の
財
源
内
訳 

国 3,813万円 

県 － 

その他 18万円 

市 費 ２億7,064万円 
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HEALTH AND SOCIAL WELFARE BUREAU 

け ん こ う ふ く し 
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平 成 29 年 度 

 

 

 

 

予 算 概 要 
 

 

 

（抜粋版） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こ ど も 青 少 年 局 



平成 29 年度こども青少年局予算（案）について 
こども青少年局は、「横浜市子ども・子育て支援事業計画～子ども、みんなが主役！よこはまわく

わくプラン～」を平成 27 年３月に策定しました。 

本事業計画では、 

１「子ども・青少年への支援」として、 

子ども・青少年が様々な力を育み、健やかに育つ環境をつくる 

２「子育て家庭への支援」として、 

出産・子育てがしやすく、子育てが楽しいと思える環境をつくる 

３「社会全体での支援」として、 

自助･共助･公助の意識を大切にし、社会全体で子ども・青少年を育てる環境をつくる

という３つの施策分野にまとめ、事業を推進しています。 

29 年度は、産まれる前から青少年期までの全てのこども・青少年に対して、基本施策を着実に

推進し、切れ目のない総合的な事業・施策を確実に実施するとともに、個別の支援にも重点を置い

た予算原案となっています。 

 

施策体系と平成 29 年度予算概要の項目 
 

 

 

施策分野１ 「子ども・青少年が様々な力を育み、健やかに育つ環境をつくる」 

基本施策①「乳幼児期の保育・教育の充実と学齢期までの切れ目のない支援」 
 

４ 新制度における保育・教育の実施等 / ６ 保育所等整備事業 

７ 保育・教育の質向上・保育士等確保策 / ８ 幼児教育の支援 

９ 放課後の居場所づくり   

  基本施策②「学齢期から青少年期までの子ども・青少年の育成施策の推進」  

９ 放課後の居場所づくり 

10 すべての子ども・若者の健全育成の推進 

11 困難を抱える子ども・若者の自立支援の充実 

  基本施策③「障害児への支援」  

12 地域療育センター関係事業 

13 在宅障害児及び施設利用児童への支援等 

  基本施策④「若者自立支援の充実」  

10 すべての子ども・若者の健全育成の推進 

11 困難を抱える子ども・若者の自立支援の充実 
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① 保育所等待機児童解消の継続 
待機児童数ゼロを目指し、地域の状況に応じたきめ細やかな対応を行うとともに、

保育士確保策を充実します。 

② 子ども・子育て支援新制度における全ての子育て家庭への支援 
保育・教育の質の維持・向上を図るとともに、在宅の子育て家庭への支援を充実します。 

③ 放課後児童支援策の充実 
増加する留守家庭の子どもたちの 19 時までの居場所を充実します。 

④ 児童虐待防止への取組の充実 
児童虐待死の根絶を目指し、児童福祉法等の改正を踏まえた取組を充実するなど、

児童虐待対策を総合的に推進します。 

⑤ 困難を抱える若者支援策の充実 
若者の自立に向け、状態に応じた段階的支援に取り組むとともに、区役所で専門相談を

実施するなど、困難を抱える若者支援を推進します。 

⑥ 子どもの貧困対策の推進 
子どもの自立に向けた生活・学習支援を充実するとともに、支援につなぐ仕組みづくり

を進めるなど、「横浜市子どもの貧困対策に関する計画」を推進します。 
 

 

 
 

施策分野２ 「出産・子育てが楽しいと思える環境をつくる」 

基本施策⑤ 「 生まれる前から乳幼児期までの一貫した支援」 

２ 妊娠から乳幼児期までの途切れのない支援の充実 

５ 多様な保育ニーズへの対応 

  基本施策⑥ 「地域における子育て支援の充実」  

３ 地域における子育て支援の充実 

  基本施策⑦ 「ひとり親家庭の自立支援/配偶者からの暴力(DV)への対応と未然防止」  

16 ひとり親家庭等の自立支援 / 17 ＤＶ対策事業 

18 児童扶養手当等 / 21 母子父子寡婦福祉資金貸付事業 

 

 
施策分野３ 「自助・共助・公助の意識を大切にし、社会全体で子ども・青少年を育てる環境をつくる」 

基本施策⑧ 「児童虐待防止対策と社会的養護体制の充実」 

14 児童虐待防止への取組の充実 / 15 社会的養護の充実 

  基本施策⑨ 「ワーク・ライフ・バランスと子どもを大切にするまちづくりの推進」 

20 横浜市子ども・子育て支援事業計画、ワーク・ライフ・バランスの推進 
 

19 児童手当 
 

 

   「子どもの貧困対策」  １ 子どもの貧困対策の推進 

15 

その他 
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産後母子ケア事業 

- 子育て世代包括支援センターによる妊娠期から子育て期までの支援の充実 - 

「児童福祉法等の一部を改正する法律」により、市町村は子育て世代包括支援センターを設置し、妊娠期か

ら子育て期にわたる切れ目のない支援を実施することとされました。横浜市では、区福祉保健センターと地域

子育て支援拠点がそれぞれの特徴を活かして連携・協働することで、子育て世代包括支援センターとして、妊

娠期から子育て期までの支援の充実を図っていきます。 

 

○区福祉保健センター（こども家庭支援課）では、保健師等の専門性を活かした相談支援を行う「母子保健コー

ディネーター（仮称）」を、29 年度はモデル区 3 区に配置し、妊産婦の相談・支援に対応します。 

・母子保健コーディネーター（仮称）は、母子健康手帳交付時に全妊婦と面接を行い、出産・子育て準備プ

ラン（仮称）を作成します。 

・出産・子育て準備プラン（仮称）を活用することで、各妊婦が状況に応じて適した母子保健サービス（両

親教室、産前産後ヘルパー等）を確認し、利用しやすくなるようにします。 

・産後４か月までを中心に相談に対応するとともに、体調の変化や家族状況の変化等に応じて妊娠・子育て準

備プラン（仮称）を変更し、継続相談が必要な人へは電話や家庭訪問による支援を行います。 

○地域子育て支援拠点では、当事者目線での相談支援を行う「横浜子育てパートナー」を、27 年度から全区の

地域子育て支援拠点に配置し、親子の居場所や子育てに関する地域情報の提供など、地域子育て支援拠点が持

つ特性を生かし、子育て家庭からの気軽な相談に応じています。専門性が必要な相談については、区福祉保健

センターと連携・協力して対応するなど総合的に支援しています。 

29 年度は、産婦健康診査への助成、外出が難しい産婦を対象とした訪問による母乳相談、さらに 3 区で産後

うつの早期発見・支援にむけた取組を実施します。 

主な母子保健・育児支援事業（就学前までの取組） ※白抜きが主な新たな取組 

１ 横浜市版子育て世代包括支援センター 

２ 充実する関連施策 

妊娠 28～32週 誕生 １か月 ２か月 ４か月 １歳 2歳 ３歳 ４歳 5歳 就学 

 

 
全ての妊産婦・子育て
家庭を対象とした事業 

 

（新規・充実）  【母子保健ｺｰﾃﾞｨﾈ 
 

支援 (モデル区) 

こん にちは赤ちゃん訪問 ４か月児

健康診査 

１歳６か月児

健康診査 

３歳児

健康診査 
（新規）産後うつ対策(モ デル区) 

 
医療機関で実施 

妊婦健康診査・妊婦歯科健康診査 （新規） 

産婦健康

診査 

医療機関乳幼児健 診査 

 

 

 

 

状況に応じて実施、
利用をすすめる事業 

産後母子ケア事業 （新 規）訪問型母乳相談 

保健師・助産師等 による家庭訪問（妊・産 、新生児、乳幼児） 

地域子育て支援拠点（親子の居場所、妊 期を対象としたプレママ パパ講座等の開催、 横浜子育てパー トナー） 

産前産後ヘルパ ー派遣事業 

相談事業（こども家 庭支援相談・女性の健康相談 等） 健康教育事業（母 赤ちゃん教室・ 育児教室 ） 

ｰﾀー】  妊娠届出時面接、相 

康 

婦 

娠 

親教室・両親教室・地域 等 
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平成29年度 こども青少年局予算案総括表 
 

（単位：千円） 

（一般会計）   
 

項 目 
 

28年度 
 

29年度 
 

差 引 
前年度比 
（％） 

 

備 考 

 

こども 青少 年費 

 

253,775,112 

 

270,298,230 

 

16,523,118 

 

6.5 
 

  
青 

 

少 

 

年 

 

費 

 

21,131,180 

 

21,544,237 

 

413,057 

 

2.0 
 
こども青少年総務費、青少年育成費 

  
子 育 て 支 援  費  

 

137,871,049 

 

152,037,653 

 

14,166,604 

 

10.3 
地域子育て支援費、保育・教育施設運営
費、幼児教育費、放課後児童育成費、保
育所等整備費 

  

こ
福 

ど
祉 保

 

健 

 

も
費 

 

94,772,883 

 

96,716,340 

 

1,943,457 

 

2.1 
児童措置費、こども家庭福祉費、親子保
健費、こども手当費、児童福祉施設運営
費、児童相談所費、児童福祉施設整備費 

 

諸 

 

支 

 

出 

 

金 

 

629,382 

 

623,235 

 

△ 6,147 

 

△ 

 

1.0 
 

  
特別会計繰出金 

 

629,382 

 

623,235 

 

△ 6,147 

 

△ 

 

1.0 

 

母子父子寡婦福祉資金、水道事業、 
自動車事業及び高速鉄道事業会計繰出金 

 

一 

 

般  会 

 

計 

 

計 

 

254,404,494 

 

270,921,465 

 

16,516,971 

 

6.5 
 

 
（特別会計） 

   

 

母 子 父 子 寡 婦
福 祉 資 金 会  計 

 

1,046,994 

 

523,320 

 

△ 523,674 

 

△ 

 

50.0 

 
母子父子寡婦福祉資金貸付金、事務費、
公債費、一般会計繰出金 

 

特 

 

別  会 

 

計 

 

計 

 

1,046,994 

 

523,320 

 

△ 523,674 

 

△ 

 

50.0 
 

 
※この冊子の中の数値は、各項目ごとに四捨五入しているため、合計が一致しない場合があります。 
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12 

 

 
地 域 療 育 セ ン タ ー
関 係 事 業 

事業内容 
 

 

０歳から小学校期までの障害児の療育に関する専門機関、地域に
おける中核機関として地域療育センターの運営を行います。 
また、発達障害のある児童への対応等に関する小学校教職員への

支援や発達障害児を対象とした通所支援事業を実施します。 

１ 地域療育センター運営事業＜拡充＞ 27億7,736万円 
申込件数の増加に対応するため、「原則として申込後２週間以

内の相談員による面談」や、初期の療育支援の場として親子で参
加する「広場事業」などを実施し、早期に保護者の不安軽減に努
めるとともに支援の円滑化を図ります。 
特に申込件数が多い東部地域療育センターについて、担当区域

内に相談場所を新設し、相談員を増員します。 

(1) センター一覧及び予算内訳 (単位：千円) 

 

本 
 

年 
 

度 
千円 

3,288,178 

 

前 
 

年 
 

度 3,266,444 

 

差 
  

引 21,734 

本
年
度
の
財
源
内
訳 

国 50,874 

県 25,435 

その他 121 

市 費 3,211,748 

 

 
【療育センターにおける療育訓練の様子】 ※ 総合リハビリテーションセンターでも同様のサービスを提供しています。 

 

(2) サービス内容 

 

 

 

 

 

 

２ 地域療育センター学校支援事業 1億4,431万円 

地域療育センター及び総合リハビリテーションセンターの専門スタッフが小学校を訪問し、主とし
て発達障害のある児童への学校内での対応に関する研修や教職員への支援を行います。 

（実施か所：９か所） 
 

(1) 小学校教職員を対象とした研修 

一般学級・個別支援学級担任教諭、特別支援教育コーディネーター等への障害に関する研修の実
施、学校が企画した研修等への協力 

(2) 小学校教職員への技術的支援 

児童とのコミュニケーションのとり方、掲示物などの表示方法や教室内の環境設定、教材の活用
方法等に関する助言など 

３ 地域療育センター発達障害児通所支援事業 3億6,651万円 

地域療育センター及び総合リハビリテーションセンターが運営する児童発達支援事業所において、 
主として知的に遅れのない発達障害児を対象に集団療育を行います。 （実施か所：９か所） 

 

センター名 運営法人等 本年度予算 

1 南部地域療育センター  
 

指定管理者：(福)青い鳥 

361,308 

2 中部地域療育センター 394,730 

3 東部地域療育センター 426,789 

4 戸塚地域療育センター  

指定管理者： 
(福)横浜市ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ事業団 

326,702 

5 北部地域療育センター 305,140 

6 西部地域療育センター 376,664 

7 地域療育センターあおば 民設民営：(福)十愛療育会 282,147 

8 よこはま港南地域療育センター 
民設民営： 
(福)横浜市ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ事業団 

303,879 

計 2,777,359 

相談・地域サービス部門 
福祉保健センターが行う療育相談へのスタッフ派遣、保育所や幼稚園 

などの関係機関への巡回訪問による技術支援、保育所等訪問支援、障
害児相談支援等 

診 療 部 門 診断、検査、評価、訓練指導等 

通 園 部 門 
児童発達支援センター(知的障害児) 
医療型児童発達支援センター（肢体不自由児）での療育訓練 
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13 

 
 

在 宅 障 害 児 及 び
施設利用児童への
支          援   
等 

事業内容 
 

 

障害児及び家族が安心して暮らせるよう、学齢期のデイサービス
や相談支援、重症心身障害児への医療的ケア等を実施します。 

1 障害児通所支援事業＜拡充＞ 76億9,394万円 
(1) 障害児通所支援事業＜拡充＞ 

児童福祉法に基づく障害児通所支援事業（児童発達支援、
放課後等デイサービス、保育所等訪問支援等）を利用する 
児童に対する給付費を支出します。 
○ 放課後等デイサービスの事業所数（29年度末見込） 

245か所 
○ 放課後等デイサービスの利用児童人数（29年度末見込） 

8,649人 

(2) 障害児通所支援研修等事業 

障害児通所支援事業所のサービスの質の向上を図るため、
事業所向けに研修を実施します。 
「横浜市版放課後等デイサービスガイドライン」に基づく

運営や虐待防止等の基本的事項、児童や保護者に対する適切
な支援の方法について、グループワークや実地研修を通じて
学び、理解を深めます。 

 

本 年 度 
千円 

10,580,560 

 

前 年 度 9,064,419 

 

差 引 1,516,141 

本
年
度
の
財
源
内
訳 

国 4,670,727 

県 1,975,712 

その他 13,512 

市 費 3,920,609 

２ 学齢後期障害児支援事業 １億1,818万円 

学齢後期(中学・高校生年代)の発達障害の児童を主な対象として、思春期における障害に伴う生活
上の課題の解決に向けて、診療、相談、通学先学校等関係機関との調整及び家族への相談支援等を行
います。 

(1) 実施機関 
○ 小児療育相談センター（所在地：神奈川区） 
○ 横浜市総合リハビリテーションセンター（所在地：港北区） 
○ 学齢後期発達相談室くらす（所在地：港南区） 

３ メディカルショートステイシステム事業 2,988万円 

常時医学的管理が必要な医療的ケアを要する重症心身障害児者等を在宅で介護する家族の負担軽減
を目的として、介護者の事情により一時的に在宅生活が困難になった場合などに市立病院や地域中核
病院等の協力を得て入院による受け入れ（メディカルショートステイ）を行い、在宅生活の安定を図
ります。＜協力医療機関10病院＞ 

４ 医療環境整備事業 201万円 

医療的ケアを要する重症心身障害児者の在宅生活を支えるため、訪問看護師を対象とした研修や在
宅支援関係者によるネットワーク連絡会を開催し、医療環境の充実を図ります。 
また、重症心身障害児者のかかりつけ医から三次医療機関までのネットワーク構築に向けて検討を

行います。 

５ 障害児入所支援事業等 22億9,893万円 

障害や養護上の課題により、障害児施設に入所している児童に対する費用（措置費及び障害児入所
給付費）を支出します。＜見込み人数：264人＞ 

また、施設に対して職員の加配等を行い、機能強化を図ります。 

さらに、契約により入所している児童の世帯に対して、措置による入所と同等の費用負担となるよ
うに、引き続き本市独自の利用者負担助成を行います。 

６ 障害児施設の再整備 4億3,762万円 

施設の老朽化及び多様化する障害児の支援ニーズに対応し、より望ましい生活環境を確保するため、
社会福祉法人が行う施設の再整備に対し、建設費等の助成を行います。 
【施設概要】 

 

整備内容 運営法人 所在 定員 しゅん工予定 

福祉型障害児入所施設 
「ぽらいと・えき」 

（旧なしの木学園）再整備 

 

社会福祉法人
試行会 

 

泉区 
70人 

（長期60人・短期10人） 

 

平成29年度 
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ＣＨＩＬＤ ＡＮＤ ＹＯＵＴＨ ＢＵＲＥＡＵ 
 

こ ど も せ い し ょ う ね ん 
 

 
 

【横浜の未来像を表す新ロゴマーク】 

風車の羽をモチーフにしたマーク。ヨコハマに吹く 

自由で開放的な風をイメージしたものです。 

３つの異なる四角形は、ヨコハマの多様性を表して

います。 
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平 成 29 年 度 

 
予 算 概 要 

（抜 粋） 

 
 

 
教 育 委 員 会 
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平成 29 年度の教育委員会の一般会計の予算額は、2,425 億 9,154 万円、対前年度 1,485 億 

5,280 万円の増、158.0％の増となっています。 

28 年度２月補正予算の一部を含む 15 か月予算は、2,489 億 170 万円、対前年度 1,548 億 

6,296 万円の増、164.7％の増となっています。 
 

区 分 29 年度予算額 28 年度予算額 増 減 

事業費 

（市費移管除く）

915 億 8,202 万円 
【978 億 9,218 万円】 

919 億 4,776 万円 ▲ 3 億 6,574 万円（▲ 0.4％） 

【59 億 4,442 万円（ 6.5％ ）】 

教職員人件費等

本市移管分 

 

1,510 億 952 万円 
 

20 億 9,098 万円 
 

1,489 億 1,854 万円 

 

合計 
2,425 億 9,154 万円 

【2,489 億 170 万円】 

940 億 3,874 万円 1,485 億 5,280 万円（ 158.0％） 
【1,548 億 6,296 万円（ 164.7％ ）】 

※下段【 】内は、28 年度の２月補正予算の一部を含めたもの 

 

 

１ 横浜の教育をめぐる動向 

教育委員会では、教育が果たしている普遍的な役割に加え、横浜が目指す「人づくり」

の観点から、３つの基本【知】【徳】【体】と２つの横浜らしさ【公】（公共心と社会参画意

識）【開】（国際社会に寄与する開かれた心）を示し、横浜の子どもを育成しています。 

平成 26 年 12 月に、「横浜市中期４か年計画 2014～ 2017」の策定にあわせて、26 年度から 

30 年度までの５年間に取り組む具体的な計画として、「第２ 期横浜市教育振興基本計画」を策

定しました。また、27 年９月には総合教育会議での議論を経て、「横浜市教育大綱」が策定

されました。 

引き続き、「第２期横浜市教育振興基本計画」に基づき、教育施策を着実に進めるとともに、

次期学習指導要領を見据えた教育の質の向上に取り組みます。 

 
２ 平成 29 年度教育予算の考え方 

平成 29 年度は、県費負担教職員の本市移管が実現し、長年の懸案だった任命権者と給与負担者

が異なる「ねじれ」が解消することを機に、更なる教育の質の向上に取り組みます。また、いじめ

の防止や早期解決に向けて、スクールソーシャルワーカーや小中一貫型カウンセラーの拡充等に取

り組むとともに、児童支援専任教諭が役割を充分に果たせるよう、体制強化を図ります。その他、

個別ニーズに応じた支援をはじめ、学校生活のきめ細かな支援、子どもたちの「本物」体験の充実

等に重点を置き、教育予算を編成しました。 

平成 29 年度教育予算について 

教育予算の概要 

予算編成の考え方 
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５つの目標と 13 の施策から成る「第２期横浜市教育振興基本計画」に基づき、教育の質の向上に取り組

みます。 
 

  
 

  
 

  
※小学生・中学生の表記には義務教育学校に通う児童生徒を含みます。 

施策６ 魅力ある高校教育の推進 

（重点取組） 

１ 次代を担うグローバル人材の育成 

２ 特色ある高校づくり 

３ 生徒一人ひとりの能力を最大限に伸ばす教育の

充実 

【主な取組事業】 

●スーパープロフェッショナルハイスクールの指定 

（1,000 万円）【再掲】 

●スーパーグローバルハイスクールの推進 

（1,700 万円）【再掲】 

●中高一貫教育校推進事業（横浜サイエンスフロン 

ティア高校） （1,034 万円）【再掲】 

施策５  特別なニーズに対応した教育の推進 

（重点取組） 

１ 特別支援教育推進のための指導体制の充実 

２ 特別支援学校の再編整備 

３ 日本語指導が必要な児童生徒への支援 

【主な取組事業】 

●肢体不自由特別支援学校再編整備事業 

（1 億 2,416 万円）【再掲】 

●日本語支援拠点施設の開設（2,264 万円）【再掲】 

●日本語指導が必要な児童生徒への支援 

（1 億 342 万円）【再掲】 

施策４ 健やかな体の育成 

（重点取組） 

１ ＰＤＣＡサイクルによる「体育・健康プラン」

の運営改善 

２ 食育の推進などによる健康な体づくり 

３ 2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技

大会を契機とした取組 

【主な取組事業】 

●子どもの体力向上推進事業（4,084 万円） 

●市立学校食育推進事業（240 万円） 

●小中学生とオリンピアン・パラリンピアン との交流 

（230 万円）【再掲】 

施策３ 豊かな心の育成 

（重点取組） 

１ 実生活に生きる道徳教育の充実 

２ 人権教育の推進 

３ いじめ根絶、登校支援に向けた取組 

４ 文化芸術の体験を通した豊かな感性や情操の

醸成 

【主な取組事業】 

●豊かな心の育成事業（583 万円） 

●人権教育推進事業（869 万円） 

●ｽｸｰﾙｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰの配置（1 億 1,665 万円）【再掲】 

●心の教育ふれあいコンサート（2,459 万円）【再掲】 

施策２ 確かな学力の向上 

（重点取組） 

１ 基礎的・基本的な知識・技能の習得を目指し

た学習の推進と学習習慣の定着 

２ 考える力を育むための授業改善の推進 

３ 「横浜市学力・学習状況調査」の活用による

学力の向上 

【主な取組事業】 

●学校司書の配置（6 億 8,737 万円）【再掲】 

●理科支援員の配置（8,344 万円）【再掲】 

●横浜市学力・学習状況調査事業（5,379 万円） 

施策１ 横浜らしい教育の推進 

（重点取組） 

１ 横浜型小中一貫教育の推進 

２ 豊かな体験を通した学習の推進 

３ 家庭・地域と連携した防災教育の推進 

４ 国際社会で活躍できる人材の育成 

５ 先進的なＩＣＴ教育の推進 

【主な取組事業】 

●小中一貫教育推進事業（3,742 万円） 

●キャリア教育実践プロジェクト事業（637  万円）【再掲】 

●英検等の実施による外部指標の導入（7,284 万円）【再掲】 

<参考>第２期横浜市教育振興基本計画に基づき重点的に取り組む施策 

目標１ 「知」「徳」「体」「公」「開」で示す“横浜の子ども”を育みます 
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施策 13 市民の学習活動の支援 

（重点取組） 

１ 地域の特性に応じた読書活動の推進 

２ 図書館サービスの充実 

３ 横浜の歴史に関する学習の場の充実 

【主な取組事業】 

●横浜市民の読書活動推進事業（239 万円）【一部再掲】 

●図書館運営費（8 億 3,101 万円）【一部再掲】 

施策 12 教育環境の整備 

（重点取組） 

１ 安全で安心な教育環境の整備 

２ 学校規模の適正化 

【主な取組事業】 

●学校特別営繕費（150 億 1,190 万円）【再掲】 

●児童生徒急増対策（校舎等の新増改築） 

（94 億 9,201 万円）【再掲】 

目標５ 子どもの教育環境を整備するとともに、市民の学習活動を支援します 

施策 11 子どもの成長を社会全体で支える体制づくり 

（重点取組） 

１ 地域の人材を活かした学校運営の推進 

２ 児童生徒の地域活動への参加促進 

３ 家庭の教育力向上のための支援 

４ 区役所や児童相談所、療育センター、警察や関係機関との連携による児童生徒支援 

【主な取組事業】 

●学校運営協議会推進事業（1,030 万円） ●児童・生徒指導推進費（2,061 万円） 

目標４ 家庭・地域・学校が連携し、子どもの成長を支え合います 

施策 10  学校教育事務所の機能強化による

学校支援 

（重点取組） 

１ 自主的・自律的な学校運営のための支

援 

【主な取組事業】 

●学校教育事務所運営費（2 億 3,546 万円） 

●学校運営サポート事業（750 万円） 

施策９ チーム力を活かした学校運営の推進 

（重点取組） 

１ 校長、副校長のマネジメント力の向上 

２ 学校の情報発信による保護者や地域の理解促進 

３ 教職員の負担軽減に向けた取組 

４ 県費負担教職員の市費移管への対応 

【主な取組事業】 

●民間マネジメント研修派遣（216 万円）【一部再掲】 

●職員室業務アシスタントの配置（3,399 万円）【再掲】 

●教職員人件費等（1,510 億 952 万円） 

目標３ 信頼される学校 学校の組織力を高め、信頼される学校を目指します 

目標２ 尊敬される教師 誇りや使命感に満ちた信頼される教職員を確保・育成します 

施策７ 優れた人材の確保 

（重点取組） 

１ 優れた教職員の確保策の展開 

２ 大学と連携した教員の養成・確保 

【主な取組事業】 

●教員確保対策事業（2,230 万円） 

●よこはま教師塾「アイ・カレッジ」 

（3,793 万円） 

施策８ 教師力の向上 

（重点取組） 

１ 教師力向上のための研究・研修の仕組みづくり 

２ 大学や民間企業と連携した教員の学びの支援 

３ 教職員の心の健康の維持・向上 

【主な取組事業】 

●学校現場における OJT に対する支援（50 万円）【一部再掲】 

●教員の海外研修派遣（3,238 万円）【再掲】 
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※小学生・中学生の表記には義務教育学校に通う児童生徒を含む 
※【   】内は28年度2月補正予算の一部・(   )内は前年度予算 

<   >内は29年度の事業移管等を反映させた前年度予算 

 

 
1 項 6 目
特別支援教育指導振興費 

インクルーシブ教育システムの構築のため、一人ひとりに応じた就学相談と教
育相談を行うとともに、市立学校における教育環境のさらなる充実を図ります。
また、幼児児童生徒に対して必要な教育的支援を行うことで、将来の自立と社
会参加につなげていきます。 

本年度 前年度 差引 
本年度の財源 

国・県費 その他 市債 一般財源 
千円 

287,476 
千円 

280,700 
千円 

6,776 
千円 

23,872 
千円 

1,204 
千円 

0 
千円 

262,400 

（１）特別支援教育支援員事業費 ６２,３６９千円 （４８,９２１千円） 

特別支援教育支援員を配置することにより、一人ひとりの子どもに対し学校生活場面と学習場面の
連続性のある支援を可能とし、障害特性によるニーズに応じたトータルな支援を行います。 

 

 

 

（２）特別支援学校就労支援事業費 １２,９８０千円 （１３,４７４千円） 

高等特別支援学校に在籍する生徒が企業就労を通して自立・社会参加を図れるよう、指導員を配置
し職場実習先の開拓や就労定着のための職場訪問などを行います。 

 

 

（３）特別支援学校医療的ケア体制整備事業費 ５１,３６６千円 （５１,４８８千円） 

特別支援学校（肢体）５校に看護師を配置するとともに、事務局、教員及び医師などで構成する合同
懇談会等を開催し、医療的ケア実施体制の整備を図ります。 

 

（４）相談指導費 ８８,１４８千円 （８９,２１３千円） 

児童生徒一人ひとりのニーズに応じて、特別支援教育にかかわる就学・教育相談を行います。 

 

 
（5）発達障害の子どもへの通級による指導のあり方研究事業費 

２,６１７千円 （１,５２６千円） 

２８年度に引き続き、「情緒障害・ＬＤ・ＡＤＨＤ」の通級指導教室において、発達障害のある児童生徒
のひとり一人の教育的ニーズに対応した指導の在り方と指導プログラムについての実践研究を行いま
す。 

 

 
（6）適応困難な子どもの才能を伸ばす教育事業費≪新規≫ 

５,０１０千円 （   －  ） 

学校生活への適応が困難である一方、特定の分野で特に優れた能力を持つ子どもたちの個性を引き
出し、才能を伸ばすための教育を行います。 

 

（7）企画総務費等 ６４,９８６千円 （７６,０７８千円） 
＜７１,１０４千円＞ 

企画総務費、特別支援教育行事費、センター総務費、臨床指導医等派遣事業費ほか 
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※小学生・中学生の表記には義務教育学校に通う児童生徒を含む 
※【   】内は28年度2月補正予算の一部・(   )内は前年度予算 

<   >内は29年度の事業移管等を反映させた前年度予算 

 

５ 項 １ 目 （ 抜 粋 ） 

学校管理費・学校運営費 

 
「いきいき学校づくり予算」により、学校長の裁量のもと、自主的・主体的に、

それぞれの学校の特色や学校事情・地域事情に応じた予算計画を作成し、執
行します。 

本年度 前年度 差引 
本年度の財源 

国・県費 その他 市債 一般財源 
千円 

689,594 
千円 

708,270 
千円 

1::	18,676 
千円 千円 千円 千円 

689,594 

 
（１）スクールバス運行費 ６４０，７９１千円 （６６５,８１２千円） 

特別支援学校に在籍する児童生徒に対し、登下校支援を行うため、スクールバスを運行します。
児童生徒の安全確保や身体的負担の軽減を図るため、全41コースで運行を実施しま 

 
（2）教育用コンピュータ整備事業費 １３，８５４千円 （９，８５７千円）  

学校のコンピュータ教室及び普通教室用のPCなどを引き続き賃借するとともに、タブレット端末の導入
を進めていきます。また、教育用・校務用PC及びネットワークなどの各種障害に対処するため、学校サ
ポートデスクを運営します。 

 

（３）学校需用費等 ３４，９４９千円 （３２，６０１千円） 
・校務用コンピュータ整備事業費 
・特別支援学校保険加入費等 

 
８ 項 ４ 目
特別支援教育施設整備費 

 
障害のある児童生徒の状態に応じて効果的な指導が行えるよう、個別支援

学級、通級指導教室及び特別支援学校の施設の整備等を行います。 

本年度 前年度 差引 
本年度の財源 

国・県費 その他 市債 一般財源 
千円 

171,193 
千円 

125,000 
千円 

46,193 
千円 

6,757 
千円 

0 
千円 

40,000 
千円 

124,436 

 
（１）個別支援学級設備費 ２７,２８０千円 （４５,５００千円） 

個別支援学級について、改修等の整備を行います。 

 

 

（２）通級指導教室整備事業費 １９,７５０千円 （３９,５００千円） 

通級指導教室について、改修等の整備を行います。 

 

（３）肢体不自由特別支援学校再編整備事業費 
１２４,１６３千円 （３５,０００千円） 

軽度から重度までの肢体不自由児に幅広く対応するなど、教育環境の向上等を図るため、左近山特
別支援学校（仮称）の整備に向けた設計等を実施します。また、既存の肢体不自由特別支援学校の改
修に向けた設計等を進めます。 
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平  成  29  年  度

予 算 概 要

(抜粋版)

健 康 福 祉 局

1



健康福祉局予算案の考え方

－1－ 

本格的な高齢化が急速に進展する中、支援を必要とする高齢者、障害者、生活困窮者等の

増加に伴い、福祉・保健に対する市民ニーズは多様化し増大しています。 

このような状況の中で、福祉・保健分野において今後も市民生活の安心・安全を確保する

ために、最終年度となる中期４か年計画や、高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画など、

各種計画の目標達成に向けた施策を着実に実施するとともに、次期中期計画策定に向けて、

10年、20年先を見据え、将来に渡って持続可能な施策の充実を目指し、健康づくりをはじめ

とした各種取組を推進していくことが必要です。 

そこで、平成 29年度は、 

１ ３７０万人の健康づくりと疾病予防の推進・市民のあんしん確保 

２ 地域包括ケアの推進とシニアパワーの発揮 

３ 障害者福祉施策の推進 

４ 生活困窮者の自立に向けた支援の強化 

５ ニーズに即したタイムリーな対応

を５つの柱として掲げ、優先的に取り組む予算としています。主な取組として、 

３７０万人の健康づくりと疾病予防の推進・市民のあんしん確保では、健康・予防施策を

重視した取組を展開し、ウォーキングポイントや健康経営の普及を軸として健康ライフスタ

イルの浸透を図り、「健康寿命日本一」を目指します。また、小児医療費助成を小学６年生ま

で拡大します。 

地域包括ケアの推進とシニアパワーの発揮では、高齢者が住み慣れた地域で暮らし続ける

ことができるよう、介護サービスや生活支援サービスの充実を図るとともに、医療と介護の

連携を進めます。また、施設や住まいの整備・供給と医療的ケアが必要な方などの受入れ促

進に取り組みます。さらに、元気な高齢者が活躍できるよう、社会活動への参加や健康づく

り・介護予防の取組を支援します。 

障害者福祉施策の推進では、障害者が自己選択・自己決定のもと地域で安心して暮らして

いけるよう、引き続き第３期障害者プランを推進します。また、東京2020 パラリンピック競

技大会開催を契機として、障害者のスポーツや文化活動を一層推進します。さらに、障害者

差別の解消に向けた取組を継続して実施します。 

生活困窮者の自立に向けた支援の強化では、就労・家計・健康管理など、様々な角度から

生活保護受給者や生活困窮者に対する自立支援を推進するほか、貧困の連鎖を断ち、将来の

自立に向けた子どもの学習支援を強化します。 

ニーズに即したタイムリーな対応では、いわゆる 「ごみ屋敷」対策や災害時要援護者支援

など、今必要とされている取組に注力します。 

これらの取組を通じ、市民の皆様の「今日の安心、明日の安心、そして将来への安心」を

目標に、福祉・保健における市民生活の安心・安全の確保に向け、職員一丸となって取り組

んでいきます。 
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健康福祉局予算案総括表

（一般会計） （単位：千円）

28年度 29年度 増△減

７款

314,444,404 319,246,719 4,802,315 1.5

１項

社 会 福 祉 費 47,112,313 44,909,642 △ 2,202,671 △ 4.7

２項

障害者福祉費 98,136,738 102,853,307 4,716,569 4.8

３項

老 人 福 祉 費 9,522,438 9,900,892 378,454 4.0

４項

生 活 援 護 費 132,216,340 133,476,411 1,260,071 1.0

５項

健康福祉施設
整 備 費

7,306,908 7,227,658 △ 79,250 △ 1.1

６項

公 衆 衛 生 費 17,210,316 17,883,758 673,442 3.9

７項

環 境 衛 生 費 2,939,351 2,995,051 55,700 1.9

１７款

111,202,988 114,828,752 3,625,764 3.3

１項

特別会計繰出金 111,202,988 114,828,752 3,625,764 3.3

（特別会計）

28年度 29年度

(43.7) (43.1)

186,042,493 187,137,327

(56.3) (56.9)

239,604,899 246,938,144

(100) (100)

425,647,392 434,075,471

（　）内は構成比

合

計

特 別 会 計 計 743,729,055 771,850,258 28,121,203 3.8

47,058 7,399 18.7

新墓園事業費会計 750,000 2,725,160 1,975,160 263.4

特
定
財
源

後期高齢者医療
事 業 費 会 計

71,583,718 74,478,470 2,894,752 4.0

一
般
財
源

公害被害者救済
事 業 費 会 計

39,659

介 護 保 険
事 業 費 会 計

267,606,226 288,514,868 20,908,642 7.8

健康福祉局一般会計予算案の財源

国 民 健 康 保 険
事 業 費 会 計

403,749,452 406,084,702 2,335,250 0.6

諸 支 出 金

国民健康保険事業費、介護保険事業費、後期高齢
者医療事業費、公害被害者救済事業費、水道事
業、自動車事業及び高速鉄道事業会計繰出金

一 般 会 計 計 425,647,392 434,075,471 8,428,079 2.0

社会福祉総務費、社会福祉事業振興費、
国民年金費、ひとり親家庭等医療費、
小児医療費

障害者福祉費、こころの健康相談センター等運営
費、障害者手当費、重度障害者医療費、障害者福
祉施設運営費、リハビリテーションセンター等運
営費

老人措置費、老人福祉費、老人福祉施設運営費

生活保護費、援護対策費

健康福祉施設整備費

健康安全費、健康診査費、健康づくり費、
地域保健推進費、公害・石綿健康被害対策事業費

食品衛生費、衛生研究所費、食肉衛生検査所費、
環境衛生指導費、葬務費、動物保護指導費

健 康 福 祉 費

項 目
増減率
（％）

備 考

－2－
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Ⅲ　障害者施策の推進

１　障害者総合支援法に関する主な事業

障害者地域活動ホーム
運営事業

障害児・者の地域での生活を支援する拠点として「障害者地域活動ホーム」を設置するとともに、事業
委託及び運営費助成を行います。【事業概要16】

精神障害者生活支援セ
ンター運営事業

精神障害者の社会復帰、自立及び社会参加の促進を図るため、日常生活の支援、相談、地域における交
流活動の促進等を行う施設の運営を行います。【事業概要16】

地域活動支援センター
（障害者地域作業所型・精神
障害者地域作業所型）

障害者が地域の中で創作活動や生産的活動、社会との交流などを行う地域活動支援センター(障害者地域
作業所型等)に対して助成を行います。【事業概要16】

障害者自立生活アシス
タント事業

地域で生活する単身等の障害者に対し、地域活動ホーム、生活支援センター等に配置した専任の支援職
員による支援を行い、地域生活の継続を図ります。【事業概要16】

居宅介護事業
身体介護や家事援助、移動介護等を必要とする障害児・者が、ホームヘルプサービスやガイドヘルプ
サービスを利用して、在宅生活を送れるように支援します。【事業概要16・21】

障害者グループホーム
設置運営等事業

日々の生活の場であるグループホームにおいて、障害者が世話人（職員）から必要な支援を受けながら
地域で自立した生活を送れるように支援します。【事業概要18】

障害者相談支援事業
計画相談の対象範囲を広げるとともに、障害者地域活動ホーム等に配置された専任職員が、障害者が地
域で自立して暮らすために生活全般にわたる相談に対応します。【事業概要19】

生活援護事業（補装
具・日常生活用具）

身体障害児・者の身体機能を補う用具、日常生活の便宜を図るための各種用具の給付等を行います。

重度障害者入浴サービ
ス事業

在宅での入浴が困難な重度障害者に、施設入浴及び訪問入浴を行うことで、入浴の機会を提供します。

精神障害者医療費公費
負担事業

精神障害者の適正な医療を普及するため通院医療費の一部を公費負担するほか、措置入院に要する費用
を公費負担します。

障害者支援施設等自立
支援給付費

　施設に入所又は通所している障害者が障害福祉サービス等を利用することで、日常生活の自立に向け
た支援を受けたり、就労に向けた訓練を行います。【事業概要17】

障害児・者短期入所事
業

在宅の障害児・者の介護者や家族が疾病や冠婚葬祭等により介助できない場合や、疲労回復を図る場合
に、障害児・者が施設等を利用することで在宅生活を支援します。

２　その他の事業

発達障害者支援体制整
備事業

発達障害児・者について、ライフステージに対応する支援体制を整備し、発達障害児・者の福祉の向上
を図ります。【事業概要19】

障害者就労支援事業
障害者の就労支援を行う就労支援センターの運営費の助成を行います。また、障害者の就労の場の拡大
等の事業を行います。【事業概要22】

重度障害者医療費助成
事業

重度障害者に対し、医療費にかかる保険診療の自己負担分を助成します。【事業概要25】

こころの健康対策
区局による自殺対策を充実し、関係機関や庁内関係部署との連携による総合的な自殺対策に取り組みま
す。また、依存症対策として、普及啓発や治療・回復プログラムの検討等を行います。【事業概要26】

精神科救急医療対策事
業等

神奈川県、川崎市、相模原市との協調体制のもと、受入協力医療機関の空床確保に必要な助成等を行い
ます。【事業概要27】

自立生活移行支援助成
事業

障害者の地域生活、就労への移行等のために必要な支援をする事業所に事業経費を助成します。

～障害福祉主要事業の概要～

介
護
給
付
・
訓
練
等
給
付
・
地
域
生
活
支
援
事
業
等

そ
の
他
の
事
業
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事業内容

在宅生活を支える地域の拠点を運営するとともに、
本人の生活力を引き出す支援の充実を図ることで、障

害者が地域で自立した生活を送れるよう、各事業を推

進していきます。（ と表記している事業は、

「将来にわたるあんしん施策」を含む事業です。）

１　後見的支援推進事業 【中期】

５億9,757万円

　障害のある方が安心して暮らせるように、地域生
活を見守る仕組みを、地域を良く知る社会福祉法人

等と共に作っていきます。（29年３月から18区実施）

２　多機能型拠点運営事業〈拡充〉

１億8,679万円

　重症心身障害児・者など、常に医療的ケアが必要

な人の地域での暮らしを支援するため、訪問看護サ

ービスや短期入所などを一体的に提供できる拠点を

運営します。（新規 西部方面１か所　累計３か所）

３　障害者地域活動ホーム運営事業〈拡充〉

57億9,400万円

　障害児・者の地域での生活を支援する拠点施設と

して生活支援事業や日中活動事業を行う「障害者地

域活動ホーム」に、運営費助成等を行います。

また、ショートステイ事業に必要なスプリンクラ

ーの設置費用を助成します。

４  精神障害者生活支援センター運営事業〈拡充〉 ９億2,195万円

　精神障害者の社会復帰、自立等を図るため、日常生活の支援、相談、地域における

交流活動の促進等を行う生活支援センターの運営費を助成します。（18区）

　また、統合失調症を始めとする入院患者の地域生活への移行に向けた支援や地域生

活を継続することを目的とした「精神障害者地域移行・地域定着支援事業」をより

一層進めます。（新規１区（金沢区）　累計12区）

５　地域活動支援センターの運営 36億3,750万円

　在宅の障害者に通所による活動の機会を提供し、社会との交流を促進する施設に対し

て、その運営費を助成します。

（１）地域活動支援センター（障害者地域作業所型） 年度末見込み：94か所

（２）地域活動支援センター（精神障害者地域作業所型） 年度末見込み：60か所

地域活動支援センター　→　障害福祉サービス事業所　計18か所移行予定
　　（17　障害者支援施設等自立支援給付費　参照）

６　障害者自立生活アシスタント事業 ３億887万円

　地域で生活する単身等の障害者に対し専任の支援職員（自立生活アシスタント）に

よる支援を行い、地域生活の継続を図ります。 （累計40か所）

７　障害者ホームヘルプ事業 103億5,827万円

（１）身体介護や家事援助等を必要とする障害児・者及び移動に著しい困難を有する視

覚障害、知的障害、精神障害児・者に対し、ホームヘルプサービスを提供します。

（２）利用者見込　8,539人 総利用時間見込 251万6,218時間

差 引 9億1,406万円

県 31億6,216万円

その他

市　費 123億1,630万円

16
障 害 者 の

地 域 生 活 支 援

本 年 度 218億495万円

前 年 度

63億2,432万円

208億9,089万円

国

217万円

本
年
度
の
財
源
内
訳

あんしん

あんしん

あんしん

あんしん

あんしん

あんしん
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事業内容

　障害者総合支援法に基づき、施設に入所又は通所して

いる障害者に対し、日常生活の自立に向けた支援や就労

に向けた訓練等の障害福祉サービスを提供します。

１　利用者数見込

　　延べ11,970人 （月平均）

２　主な障害福祉サービス

（１）施設入所支援

    　施設に入所している人に対し、夜間や休日に、入

　　浴・排泄・食事の介護等を提供

（２）生活介護

　　　施設に入所又は通所している人に対し、日中に、

　　入浴・排泄・食事等の介護や日常生活上の支援、創

　　作的活動・生産活動の機会等を提供

（３）就労移行支援

　　　一般就労への移行に向けて、事業所内や企業にお

　　ける作業や実習、適性に応じた職場の開拓、就労後

　　の職場定着のための支援等を提供

（４）就労継続支援

　　　就労や生産活動の機会や、一般就労に向けた支援

　　を提供

地域活動支援センター　→　障害福祉サービス事業所
計18か所移行予定（16　障害者の地域生活支援　参照）

事業内容

１　設置費補助 ２億1,150万円

障害者プラン等に基づくグループホームの新設、

老朽化等による移転等にかかる費用を助成します。

新設　47か所、移転　10か所

(うち新設７か所は障害児施設18歳以上入所者移行相当分)

２　運営費補助等 134億1,677万円

グループホームにおける家賃、人件費等の一部を

補助することで、運営、支援の強化等を図ります。

763か所（Ａ型６、Ｂ型757） うち新設　47か所

３　スプリンクラー設置費補助 ６億2,039万円

平成27年４月から義務化された、スプリンクラー

の設置にかかる費用を助成します。

(新設・移転ホーム分：25か所、既設ホーム分：142か所)

４　高齢化・重度化対応事業 5,693万円

　医療的ケア等が必要となる入居者に対応するため、

看護師等を配置する高齢化及び重度化対応グループホ

ーム事業を継続実施します。また、既存ホームのバリ

アフリー改修に助成を行います。

60億7,872万円

差 引 12億6,184万円

本
年
度
の
財
源
内
訳

国 56億2,290万円

県 26億397万円

その他 －

市　費

143億559万円

18
障害者グループホーム

設 置 運 営 等 事 業

本 年 度

前 年 度 130億4,375万円

17
障害者支援施設等

自 立 支 援 給 付 費

本 年 度 258億2,567万円

前 年 度 233億6,459万円

差 引 24億6,108万円

本
年
度
の
財
源
内
訳

国 129億1,073万円

県 64億5,537万円

その他 －

市　費 64億5,957万円

あんしん
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事業内容

１　障害者相談支援事業

　障害者が地域で安心して暮らすことができるよう、

基幹相談支援センター等に相談支援業務を委託し、身

近な地域での相談から個別的・専門的な相談まで、関

係機関が連携して総合的に推進します。

（１）基幹相談支援センター    　18か所

 　　 （社会福祉法人型地域活動ホーム）

（２）障害児・者福祉施設等　　　６か所

（３）発達障害者支援センター　　１か所

２　計画相談支援事業

　障害福祉サービスを利用する全ての方を対象とし

て計画相談支援事業者が、障害者本人の希望を踏ま

えたサービス等利用計画を作成し、ケアマネジメン

トによるきめ細かな支援を行います。

３　発達障害者支援体制整備事業〈拡充〉　　

2,695万円

　障害者の地域生活を支援するため、発達障害者及び

強度行動障害者への支援体制を強化します。

（１）発達障害者地域支援マネジャーの増(２人→４人)

　　発達障害者支援センター内に配置し、強度行動

　障害に関する拠点機能を担います。

（２）強度行動障害に対する支援力向上研修の充実

事業内容

１　市の通知に関する点字等対応の実施〈新規〉

553万円

　　市民宛の通知について、視覚障害のある人からの申

　出に基づき、点字等の媒体によるものを提供します。

　下半期の開始に向けて準備を進め、実施可能な通知か

　ら順次進めていきます。

２　啓発活動〈拡充〉　 1,248万円

　　リーフレット作成等のほか、気軽な雰囲気の中で障

　害の理解を深める取組として「障害のある人と障害の

　ない人との交流を通した啓発活動」を実施します。

　　また、各区で区民を対象とした普及啓発を行います｡

３　区役所窓口での手話通訳対応の実施 1,435万円

　　前年度に引き続き、手話通訳者のモデル配置を２区

　で行うほか、通信機器（タブレット端末）を活用した

　手話通訳対応を全区で実施します。

４　相談及び紛争防止等のための調整委員会の運営

364万円

　　障害者差別に関する相談に的確に対応するとともに､

　あっせんを行うための調整委員会を運営します。

５　障害者差別解消支援地域協議会の運営 88万円

　　相談事例の共有や差別解消に関する課題を協議する

　ため、各分野の代表等で構成する協議会を運営します｡

差 引 1,076万円

前 年 度 2,612万円

20
障害者差別解消・
障 害 理 解 の 推 進

本 年 度 3,688万円

本
年
度
の
財
源
内
訳

国 800万円

県 400万円

その他 －

市　費 2,488万円

市　費 4億6,550万円

前 年 度 12億1,517万円

３億294万円

差 引 △2億907万円

本
年
度
の
財
源
内
訳

国 3億6,040万円

県 1億8,020万円

その他 －

19
障 害 者 の

相 談 支 援

６億7,621万円

本 年 度 10億610万円

あんしんあんしんあんしんあんしんあんしんあんしんあんしんあんしんあんしんあんしんあんしん
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事業内容

　障害者等の外出を促進するために、各事業を推進して

いきます。

１　移動情報センター運営等事業【中期】〈拡充〉

１億2,329万円

移動に困難を抱える障害者等からの相談に応じて

情報提供を行うとともに、ガイドボランティア等の

発掘・育成を行うセンターを引き続き運営します。

なお、29年度に新たに３区(西区、港南区、都筑区)

で開設することで、全区での窓口開設となります。

（新規３区　累計18区）

２　特別乗車券交付事業　

　　市営交通機関、市内を運行する民営バス・金沢シー

サイドラインを利用できる乗車券を交付します。

利用者負担額（年額） 1,200円（20歳未満600円）

３　重度障害者タクシー料金助成事業　

４億9,942万円

　  公共交通機関の利用が困難な重度障害児・者に、福

  祉タクシー利用券を交付します。(助成額１枚500円、

交付枚数　年84枚　<１乗車で７枚まで使用可>　)

※人工透析へ週３回以上通う腎臓機能障害者は年168枚

４　障害者ガイドヘルプ事業　 19億157万円

重度の肢体不自由、知的障害、精神障害のある障害児・者等が外出する際に、

ヘルパーが付き添います。また、ガイドヘルパー等の資格取得のための研修受講料の

一部助成などを行います。

５　ガイドボランティア事業　
　　視覚障害や肢体不自由、知的障害、精神障害のある障害児・者等が外出する際に、

　ボランティアが付き添います。また、ガイドボランティア養成等の研修を行います。

６　タクシー事業者福祉車両導入促進事業 312万円

タクシー事業者がユニバーサルデザインタクシー（福祉車両）を導入する際の費用の

　一部を助成します。

７　ハンディキャブ事業 6,528万円

　　車いすでの乗車が可能なハンディキャブ（リフト付小型車両）の運行サービス、車両

　の貸出及び運転ボランティアの紹介を行います。（運行車両６台・貸出車両２台）

８　障害者施設等通所者交通費助成事業 ３億3,266万円

　　施設等への通所者及び介助者へ通所にかかる交通費を助成します｡

９　自動車運転訓練・改造費助成事業 1,920万円

　中重度障害者が運転免許を取得する費用の一部や、重度障害児・者本人及び介護者が

使用する自動車改造費・購入費の一部を助成します。

その他 6,299万円

市　費 43億9,792万円

5,943万円

25億7,921万円

前 年 度 55億1,247万円

21
障 害 者 の

移 動 支 援

本 年 度 55億8,318万円

差 引 7,071万円

本
年
度
の
財
源
内
訳

国 ７億4,717万円

県 ３億7,510万円

あんしん

あんしん

あんしん

あんしん

あんしん

あんしん
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事業内容
　企業等への一般就労や福祉的就労を支援します。

１　障害者就労支援センターの運営【中期】

３億354万円

　　障害者の就労・定着支援等を行う障害者就労支援
　センターの運営を行い、就労を希望している障害者

　への継続した支援を関係機関等と連携して行います。

　　また、就労支援センターの職員を対象とした研修

　により、人材育成を進めます。

　　・障害者就労支援センターの運営　９か所

２　障害者共同受注・優先調達の推進【中期】

2,223万円

　よこはま障害者共同受注総合センターの運営等に

　より、企業等から障害者施設への発注促進や自主製

品の販路拡大などにかかる包括的なコーディネート

を行います。

３　障害者の就労促進 1,923万円

障害者や企業等を対象に障害者の就労・雇用への

理解を広げるため、研修会等を実施するなどし、啓発

をより一層進めます。

事業内容

１　障害者スポーツ・文化活動南部方面拠点

整備事業〈拡充〉 1,761万円

　　　東京2020パラリンピックを契機とした障害者スポ

　　ーツ・文化活動の裾野の拡大に向け、ウィリング横

　　浜用途廃止部分を南部方面の活動拠点として再整備

　　するため、施設の改修設計を行います。

２　障害者スポーツ・文化センター横浜ラポールの

　　管理運営事業〈拡充〉 ９億4,409万円

　　  障害者のスポーツ・文化活動の中核施設として聴

　　覚障害者情報提供施設も含め指定管理により管理運

　　営します。

（１）障害者スポーツ指導者育成事業〈新規〉

　 障害者アスリートが求める指導力を養う研修実施

（２）障害者芸術活動支援ネットワーク構築事業〈新規〉

障害者の文化芸術活動を支援するため、多彩な企

　　　画展を通じて関係団体のネットワーク化に着手

３　ヨコハマ・パラトリエンナーレ

　　　事業〈拡充〉【基金】 1,000万円

　　　「ヨコハマ・パラトリエンナーレ2017」の一連の

　　取組の中で、才能のある障害者の発掘や本人の活動

　　を支える人材の育成を進めます。

　　　実施期間及び場所：５月～10月、象の鼻テラス 他

本 年 度

前 年 度 ９億1,535万円

８億4,268万円

差 引 5,635万円

本
年
度
の
財
源
内
訳

国 8,469万円

県 3,375万円

その他 1,058万円

市　費

22
障 害 者 の

就 労 支 援

本 年 度 ３億4,500万円

前 年 度 ３億4,571万円

差 引 △71万円

本
年
度
の
財
源
内
訳

国 －

県 －

その他 868万円

市　費 ３億3,632万円

９億7,170万円

23
障 害 者 の

ス ポ ー ツ ・ 文 化
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事業内容

１　障害者施設防犯対策強化事業〈新規〉

1億4,759万円

入所等の障害者施設での利用者の安全を確保するため

防犯カメラ・非常通報装置等の設置による防犯対策を実

施します。

（障害者支援施設、障害福祉サービス事業所等 184か所)

２　障害者施設整備事業 1億4,515万円

　障害者が地域において自立した日常生活を送るため

必要な支援を提供する施設を整備する法人に対して助

成を行います。

（１）多機能型拠点（建設地検討）　１か所

（２）改修（大規模修繕）　１か所

老朽化している施設は、改修等を行い、利用者等の

安全確保と安定した支援を行うために、施設環境を改

善します。

（３）特定資金償還金助成

社会福祉法人が施設整備のために借り入れた特定資

金の償還に対して補助を行います。

３　障害者地域活動ホーム整備事業 2,827万円

　社会福祉法人が施設整備のために借り入れた特定資

金の償還に対して補助を行います。

事業内容
１　重度障害者医療費助成事業 107億5,711万円

重度障害者の医療費にかかる保険診療の自己負担分

を助成します。

（１）対象者

次のいずれかに該当する方

ア 身体障害１・２級

イ IQ35以下

ウ 身体障害３級かつIQ36以上IQ50以下

エ 精神障害１級（入院を除く）

（２）対象者数見込

ア 被用者保険加入者 14,692人

イ 国民健康保険加入者 18,913人

ウ 後期高齢者医療制度加入者 23,038人

計　56,643人

２　更生医療給付事業 49億7,070万円

身体障害者が障害の軽減や機能回復のための医療を

　　受ける際の医療費の一部を公費負担します。

（１）対象者

18歳以上の身体障害者手帳を交付されている方

（２）対象者数見込 1,939人

24
障 害 者
施 設 の 整 備

本 年 度 3億2,101万円

前 年 度 14億6,798万円

市　費

差 引

差 引 △11億4,697万円

県 －

本
年
度
の
財
源
内
訳

国 9,940万円

その他 16万円

2億2,145万円

25
重 度 障 害 者
医 療 費 助 成 事 業
・ 更 生 医 療 事 業

本 年 度 157億2,781万円

前 年 度 156億5,424万円

7,357万円

本
年
度
の
財
源
内
訳

国 24億8,319万円

その他 20億9,373万円

県 45億7,195万円

市　費 65億7,894万円

あんしんあんしん
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事業内容

１　自殺対策事業【中期】 2,940万円

 　社会問題である自殺への対策として、関係機関や庁

　内関係部署との連携により総合的に推進します。

（１）地域連携

講演会等での普及啓発や自殺のおそれがある人の

早期発見・早期対応の中心的な役割を担う人材（ゲ

ートキーパー)の養成研修等を行います。

（２）地域自殺対策情報センター運営

地域における関係機関の連携推進や人材育成の拠

点として、連絡調整会議や研修を開催し、自殺対策

の総合的な支援体制の強化を図ります。

（３）自死遺族支援等

電話相談や分かち合いの場（集い）の実施を通し

　　て自死遺族の支援等を行います。

２　依存症対策事業 911万円

　国のアルコール健康障害対策の基本計画等を踏まえ

アルコールやその他の依存症に関する普及啓発等を行

うとともに、依存症の回復プログラムを実施します。

３　措置入院者の退院後支援〈新規〉 1,869万円

　精神障害者の措置解除後のフォロー対応を行うため

の体制整備を推進します。

事業内容

１　精神科救急医療対策事業〈拡充〉 ３億526万円

　　県及び県内他政令市と協調体制のもと、緊急な精神

科医療を必要とする方の受入協力機関の体制確保を行

います。

（１）精神科救急医療の受入体制〈拡充〉

患者家族等からの相談や、精神保健福祉法に基づ

　　く申請・通報・届出に対応する体制を確保します。

　　さらに、深夜の民間精神科病院の受入を通年実施し

　　切れ目のない精神科救急医療体制を整備します。

（２）精神科救急医療情報窓口

本人、家族及び関係機関からの相談に対し、病状

　　に応じて適切な医療機関を紹介する情報窓口を夜間

・深夜・休日に実施します。

（３）精神科身体合併症転院受入病院（全３病院14床）

精神科病院に入院しており、身体疾患の治療が必

　　要となった方の入院治療に対して、適切な医療機関

　　での受入が可能な体制を確保します。

２　精神科救急協力病院保護室整備事業

369万円

整備費の一部を補助することにより、保護室整備を

　　促進し、精神科救急患者の受入状況を改善します。

その他 ５万円

本
年
度
の
財
源
内
訳

国 3,813万円

県 －

その他 18万円

市　費 ２億7,064万円

差 引 1,772万円

２億8,820万円

市　費

2,075万円差 引

27
精 神 科 救 急

医 療 対 策 事 業

本 年 度 ３億895万円

前 年 度

本
年
度
の
財
源
内
訳

国 529万円

県 1,062万円

26 こころの健康対策

本 年 度 5,720万円

前 年 度 3,948万円

4,124万円

あんしんあんしん
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HEALTH AND SOCIAL WELFARE BUREAU 

け ん こ う ふ く し 

12



平  成  29  年  度 

予 算 概 要

こ ど も 青 少 年 局

（抜粋版）
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こども青少年局は、「横浜市子ども・子育て支援事業計画～子ども、みんなが主役！よこはまわ

くわくプラン～」を平成 27 年３月に策定しました。 

本事業計画では、 

１「子ども・青少年への支援」として、 

子ども・青少年が様々な力を育み、健やかに育つ環境をつくる 

２「子育て家庭への支援」として、 

出産・子育てがしやすく、子育てが楽しいと思える環境をつくる 

３「社会全体での支援」として、 

自助･共助･公助の意識を大切にし、社会全体で子ども・青少年を育てる環境をつくる 

という３つの施策分野にまとめ、事業を推進しています。 

29 年度は、産まれる前から青少年期までの全てのこども・青少年に対して、基本施策を着実に

推進し、切れ目のない総合的な事業・施策を確実に実施するとともに、個別の支援にも重点を置い

た予算原案となっています。 

施策体系と平成 29 年度予算概要の項目 

平成 29 年度こども青少年局予算（案）について 

４ 新制度における保育・教育の実施等 / ６ 保育所等整備事業 

７ 保育・教育の質向上・保育士等確保策  / ８ 幼児教育の支援 

９ 放課後の居場所づくり 

９ 放課後の居場所づくり 

10 すべての子ども・若者の健全育成の推進 

11 困難を抱える子ども・若者の自立支援の充実 

12 地域療育センター関係事業 

13 在宅障害児及び施設利用児童への支援等 

10 すべての子ども・若者の健全育成の推進 

11 困難を抱える子ども・若者の自立支援の充実 

施策分野１ 「子ども・青少年が様々な力を育み、健やかに育つ環境をつくる」

基本施策①「乳幼児期の保育・教育の充実と学齢期までの切れ目のない支援」 

基本施策②「学齢期から青少年期までの子ども・青少年の育成施策の推進」 

基本施策③「障害児への支援」 

基本施策④「若者自立支援の充実」 
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① 保育所等待機児童解消の継続
待機児童数ゼロを目指し、地域の状況に応じたきめ細やかな対応を行うとともに、

保育士確保策を充実します。

② 子ども・子育て支援新制度における全ての子育て家庭への支援
保育・教育の質の維持・向上を図るとともに、在宅の子育て家庭への支援を充実します。

③ 放課後児童支援策の充実
増加する留守家庭の子どもたちの 19 時までの居場所を充実します。

④ 児童虐待防止への取組の充実
児童虐待死の根絶を目指し、児童福祉法等の改正を踏まえた取組を充実するなど、

児童虐待対策を総合的に推進します。 

⑤ 困難を抱える若者支援策の充実
若者の自立に向け、状態に応じた段階的支援に取り組むとともに、区役所で専門相談を

実施するなど、困難を抱える若者支援を推進します。 

⑥ 子どもの貧困対策の推進
子どもの自立に向けた生活・学習支援を充実するとともに、支援につなぐ仕組みづくり

を進めるなど、「横浜市子どもの貧困対策に関する計画」を推進します。

施策分野２  「出産・子育てが楽しいと思える環境をつくる」 

２ 妊娠から乳幼児期までの途切れのない支援の充実 

５ 多様な保育ニーズへの対応 

３ 地域における子育て支援の充実 

16 ひとり親家庭等の自立支援  / 17 ＤＶ対策事業 

18 児童扶養手当等  / 21 母子父子寡婦福祉資金貸付事業 

施策分野３ 「自助・共助・公助の意識を大切にし、社会全体で子ども・青少年を育てる環境をつくる」

14 児童虐待防止への取組の充実  /  15 社会的養護の充実 

20 横浜市子ども・子育て支援事業計画、ワーク・ライフ・バランスの推進 

19 児童手当 

「子どもの貧困対策」 １ 子どもの貧困対策の推進 

基本施策⑤ 「 生まれる前から乳幼児期までの一貫した支援」 

基本施策⑥ 「地域における子育て支援の充実」 

基本施策⑦ 「ひとり親家庭の自立支援/配偶者からの暴力(DV)への対応と未然防止」 

基本施策⑧ 「児童虐待防止対策と社会的養護体制の充実」 

基本施策⑨ 「ワーク・ライフ・バランスと子どもを大切にするまちづくりの推進」 

その他 
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- 子育て世代包括支援センターによる妊娠期から子育て期までの支援の充実 -
１ 横浜市版子育て世代包括支援センター 

「児童福祉法等の一部を改正する法律」により、市町村は子育て世代包括支援センターを設置し、妊娠期か

ら子育て期にわたる切れ目のない支援を実施することとされました。横浜市では、区福祉保健センターと地域

子育て支援拠点がそれぞれの特徴を活かして連携・協働することで、子育て世代包括支援センターとして、妊

娠期から子育て期までの支援の充実を図っていきます。 

○ 区福祉保健センター（こども家庭支援課）では、保健師等の専門性を活かした相談支援を行う「母子保健コ

ーディネーター（仮称）」を、29 年度はモデル区 3 区に配置し、妊産婦の相談・支援に対応します。 

・母子保健コーディネーター（仮称）は、母子健康手帳交付時に全妊婦と面接を行い、出産・子育て準備プ

ラン（仮称）を作成します。

・出産・子育て準備プラン（仮称）を活用することで、各妊婦が状況に応じて適した母子保健サービス（両

親教室、産前産後ヘルパー等）を確認し、利用しやすくなるようにします。 

・産後４か月までを中心に相談に対応するとともに、体調の変化や家族状況の変化等に応じて妊娠・子育て

準備プラン（仮称）を変更し、継続相談が必要な人へは電話や家庭訪問による支援を行います。 

○ 地域子育て支援拠点では、当事者目線での相談支援を行う「横浜子育てパートナー」を、27 年度から全区

の地域子育て支援拠点に配置し、親子の居場所や子育てに関する地域情報の提供など、地域子育て支援拠点が

持つ特性を生かし、子育て家庭からの気軽な相談に応じています。専門性が必要な相談については、区福祉保

健センターと連携・協力して対応するなど総合的に支援しています。 

２ 充実する関連施策     

29 年度は、産婦健康診査への助成、外出が難しい産婦を対象とした訪問による母乳相談、さらに 3 区で産

後うつの早期発見・支援にむけた取組を実施します。 

 主な母子保健・育児支援事業（就学前までの取組）　　※白抜きが主な新たな取組

妊娠 28～32週 誕生 １か月 ２か月 ４か月 １歳 2歳 ３歳 ４歳 5歳 就学

全ての妊産婦・子育て
家庭を対象とした事業

状況に応じて実施、
利用をすすめる事業

　医療機関で実施

４か月児

健康診査
３歳児

健康診査

こんにちは赤ちゃん訪問

（新規）

産婦健康

診査

１歳６か月児

健康診査

相談事業（こども家庭支援相談・女性の健康相談等） 健康教育事業（母親教室・両親教室・地域赤ちゃん教室・育児教室等）

保健師・助産師等による家庭訪問（妊・産婦、新生児、乳幼児）

（新規・充実） 【母子保健ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀー】 妊娠届出時面接、相談支援 (モデル区)

地域子育て支援拠点（親子の居場所、妊娠期を対象としたプレママパパ講座等の開催、横浜子育てパートナー）

産後母子ケア事業 （新規）訪問型母乳相談

妊婦健康診査・妊婦歯科健康診査 医療機関乳幼児健康診査

（新規）産後うつ対策 (モデル区)

産前産後ヘルパー派遣事業

産後母子ケア事業
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（一般会計）

28年度 29年度 差　　引

253,775,112 270,298,230 16,523,118 6.5

青 少 年 費 21,131,180 21,544,237 413,057 2.0

子 育 て 支 援 費 137,871,049 152,037,653 14,166,604 10.3

こ ど も
福 祉 保 健 費

94,772,883 96,716,340 1,943,457 2.1

629,382 623,235 △ 6,147 △ 1.0

特別会計繰出金 629,382 623,235 △ 6,147 △ 1.0

（特別会計）

※この冊子の中の数値は、各項目ごとに四捨五入しているため、合計が一致しない場合があります。

平成29年度　こども青少年局予算案総括表

（単位：千円）

項 目
前年度比
（％）

備 考

こ ど も 青 少 年 費

こども青少年総務費、青少年育成費

地域子育て支援費、保育・教育施設運営
費、幼児教育費、放課後児童育成費、保
育所等整備費

児童措置費、こども家庭福祉費、親子保
健費、こども手当費、児童福祉施設運営
費、児童相談所費、児童福祉施設整備費

諸 支 出 金

母子父子寡婦福祉資金、水道事業、
自動車事業及び高速鉄道事業会計繰出金

一 般 会 計 計 254,404,494 270,921,465 16,516,971 6.5

△ 50.0

母 子 父 子 寡 婦
福 祉 資 金 会 計

1,046,994 523,320 △ 523,674 △ 50.0
母子父子寡婦福祉資金貸付金、事務費、
公債費、一般会計繰出金

特 別 会 計 計 1,046,994 523,320 △ 523,674
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事業内容

０歳から小学校期までの障害児の療育に関する専門機関、地域に
おける中核機関として地域療育センターの運営を行います。
また、発達障害のある児童への対応等に関する小学校教職員への

支援や発達障害児を対象とした通所支援事業を実施します。

１ 地域療育センター運営事業＜拡充＞
申込件数の増加に対応するため、「原則として申込後２週間以

内の相談員による面談」や、初期の療育支援の場として親子で参
加する「広場事業」などを実施し、早期に保護者の不安軽減に努
めるとともに支援の円滑化を図ります。
特に申込件数が多い東部地域療育センターについて、担当区域

内に相談場所を新設し、相談員を増員します。

(1) センター一覧及び予算内訳

【療育センターにおける療育訓練の様子】 ※ 総合リハビリテーションセンターでも同様のサービスを提供しています。

(2) サービス内容

２ 地域療育センター学校支援事業
地域療育センター及び総合リハビリテーションセンターの専門スタッフが小学校を訪問し、主とし

て発達障害のある児童への学校内での対応に関する研修や教職員への支援を行います。

(1) 小学校教職員を対象とした研修
一般学級・個別支援学級担任教諭、特別支援教育コーディネーター等への障害に関する研修の実

施、学校が企画した研修等への協力

(2) 小学校教職員への技術的支援
児童とのコミュニケーションのとり方、掲示物などの表示方法や教室内の環境設定、教材の活用

方法等に関する助言など

３ 地域療育センター発達障害児通所支援事業
地域療育センター及び総合リハビリテーションセンターが運営する児童発達支援事業所において、

主として知的に遅れのない発達障害児を対象に集団療育を行います。

（実施か所：９か所）

通　園　部　門
児童発達支援センター(知的障害児)
医療型児童発達支援センター（肢体不自由児）での療育訓練

1億4,431万円

3億6,651万円

（実施か所：９か所）

8 よこはま港南地域療育センター
民設民営：
(福)横浜市ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ事業団

303,879

2,777,359

相談・地域サービス部門
福祉保健センターが行う療育相談へのスタッフ派遣、保育所や幼稚園
などの関係機関への巡回訪問による技術支援、保育所等訪問支援、障
害児相談支援等

計

6 西部地域療育センター 376,664

7 地域療育センターあおば 282,147

市　費 3,211,748
4 戸塚地域療育センター 326,702

5 北部地域療育センター 305,140

25,435
2 中部地域療育センター 394,730

3 東部地域療育センター 426,789

1 南部地域療育センター

前 年 度 3,266,444

差 引 21,734

本
年
度
の
財
源
内
訳

国 50,874

その他 121

県

12
地域療育センター
関 係 事 業

本 年 度

千円 27億7,736万円

3,288,178

(単位：千円)

指定管理者：(福)青い鳥

指定管理者：
(福)横浜市ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ事業団

民設民営：(福)十愛療育会

361,308

診　療　部　門 診断、検査、評価、訓練指導等

センター名 運営法人等 本年度予算
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事業内容

障害児及び家族が安心して暮らせるよう、学齢期のデイサービス
や相談支援、重症心身障害児への医療的ケア等を実施します。

1 障害児通所支援事業＜拡充＞
(1) 障害児通所支援事業＜拡充＞

児童福祉法に基づく障害児通所支援事業（児童発達支援、
放課後等デイサービス、保育所等訪問支援等）を利用する
児童に対する給付費を支出します。
○ 放課後等デイサービスの事業所数（29年度末見込）

245か所
○ 放課後等デイサービスの利用児童人数（29年度末見込）

8,649人

(2) 障害児通所支援研修等事業
障害児通所支援事業所のサービスの質の向上を図るため、

事業所向けに研修を実施します。
「横浜市版放課後等デイサービスガイドライン」に基づく

運営や虐待防止等の基本的事項、児童や保護者に対する適切
な支援の方法について、グループワークや実地研修を通じて
学び、理解を深めます。

２ 学齢後期障害児支援事業
学齢後期(中学・高校生年代)の発達障害の児童を主な対象として、思春期における障害に伴う生活

上の課題の解決に向けて、診療、相談、通学先学校等関係機関との調整及び家族への相談支援等を行
います。

(1) 実施機関
○ 小児療育相談センター（所在地：神奈川区）
○ 横浜市総合リハビリテーションセンター（所在地：港北区）
○ 学齢後期発達相談室くらす（所在地：港南区）

３ メディカルショートステイシステム事業
常時医学的管理が必要な医療的ケアを要する重症心身障害児者等を在宅で介護する家族の負担軽減

を目的として、介護者の事情により一時的に在宅生活が困難になった場合などに市立病院や地域中核
病院等の協力を得て入院による受け入れ（メディカルショートステイ）を行い、在宅生活の安定を図
ります。＜協力医療機関10病院＞

４ 医療環境整備事業
医療的ケアを要する重症心身障害児者の在宅生活を支えるため、訪問看護師を対象とした研修や在

宅支援関係者によるネットワーク連絡会を開催し、医療環境の充実を図ります。
また、重症心身障害児者のかかりつけ医から三次医療機関までのネットワーク構築に向けて検討を

行います。

５ 障害児入所支援事業等
障害や養護上の課題により、障害児施設に入所している児童に対する費用（措置費及び障害児入所

給付費）を支出します。＜見込み人数：264人＞　
  また、施設に対して職員の加配等を行い、機能強化を図ります。
さらに、契約により入所している児童の世帯に対して、措置による入所と同等の費用負担となるよ

うに、引き続き本市独自の利用者負担助成を行います。

６ 障害児施設の再整備
施設の老朽化及び多様化する障害児の支援ニーズに対応し、より望ましい生活環境を確保するため、

社会福祉法人が行う施設の再整備に対し、建設費等の助成を行います。
【施設概要】

市　費 3,920,609

13,512

本 年 度

千円

前 年 度 9,064,419

差 引

本
年
度
の
財
源
内
訳

76億9,394万円

13

福祉型障害児入所施設
「ぽらいと・えき」

（旧なしの木学園）再整備

社会福祉法人
試行会

70人
（長期60人・短期10人）

泉区

整備内容

国 4,670,727

県 1,975,712

その他

10,580,560

運営法人 定員所在

1,516,141

在 宅 障 害 児 及 び
施設利用児童への
支 援 等

平成29年度

しゅん工予定

201万円

4億3,762万円

22億9,893万円

１億1,818万円

2,988万円
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ＣＨＩＬＤ ＡＮＤ ＹＯＵＴＨ ＢＵＲＥＡＵ

こ ど も せ い し ょ う ね ん

【横浜の未来像を表す新ロゴマーク】 

風車の羽をモチーフにしたマーク。ヨコハマに吹く

自由で開放的な風をイメージしたものです。

３つの異なる四角形は、ヨコハマの多様性を表して

います。
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教　　育　　委　　員　　会

平　　成　　29　　年　　度

予     　算     　概     　要

（抜　粋）
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平成 29 年度の教育委員会の一般会計の予算額は、2,425 億 9,154 万円、対前年度 1,485

億 5,280 万円の増、158.0％の増となっています。

28 年度２月補正予算の一部を含む 15 か月予算は、2,489 億 170 万円、対前年度 1,548 億

6,296 万円の増、164.7％の増となっています。 

区 分 29 年度予算額 28 年度予算額 増 減 

事業費 

（市費移管除く）
915 億 8,202 万円  

【978 億 9,218 万円】
919 億 4,776 万円 ▲3 億 6,574 万円（▲0.4％）

【59 億 4,442 万円（6.5％）】 

教職員人件費等 

本市移管分 
1,510 億 952 万円 20 億 9,098 万円 1,489 億 1,854 万円 

合計 
2,425 億 9,154 万円 

【2,489 億 170 万円】
940 億 3,874 万円 1,485 億 5,280 万円（158.0％） 

【1,548 億 6,296 万円（164.7％）】 

※下段【 】内は、28 年度の２月補正予算の一部を含めたもの

１ 横浜の教育をめぐる動向 

教育委員会では、教育が果たしている普遍的な役割に加え、横浜が目指す「人づくり」

の観点から、３つの基本【知】【徳】【体】と２つの横浜らしさ【公】（公共心と社会参画

意識）【開】（国際社会に寄与する開かれた心）を示し、横浜の子どもを育成しています。 

  平成 26 年 12 月に、「横浜市中期４か年計画 2014～2017」の策定にあわせて、26 年度か

ら 30年度までの５年間に取り組む具体的な計画として、「第２期横浜市教育振興基本計画」

を策定しました。また、27 年９月には総合教育会議での議論を経て、「横浜市教育大綱」

が策定されました。 

 引き続き、「第２期横浜市教育振興基本計画」に基づき、教育施策を着実に進めるとと

もに、次期学習指導要領を見据えた教育の質の向上に取り組みます。 

２ 平成 29 年度教育予算の考え方 

平成 29 年度は、県費負担教職員の本市移管が実現し、長年の懸案だった任命権者と給

与負担者が異なる「ねじれ」が解消することを機に、更なる教育の質の向上に取り組みま

す。また、いじめの防止や早期解決に向けて、スクールソーシャルワーカーや小中一貫型

カウンセラーの拡充等に取り組むとともに、児童支援専任教諭が役割を充分に果たせるよ

う、体制強化を図ります。その他、個別ニーズに応じた支援をはじめ、学校生活のきめ細

かな支援、子どもたちの「本物」体験の充実等に重点を置き、教育予算を編成しました。 

平成 29 年度教育予算について 

教育予算の概要 

予算編成の考え方 
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114 

施策３ 豊かな心の育成 

（重点取組） 

１ 実生活に生きる道徳教育の充実  
２ 人権教育の推進  
３ いじめ根絶、登校支援に向けた取組  
４ 文化芸術の体験を通した豊かな感性や情操の

醸成 

【主な取組事業】 

●豊かな心の育成事業（583 万円）

●人権教育推進事業（869 万円）

●ｽｸｰﾙｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰの配置（1億 1,665 万円）【再掲】

●心の教育ふれあいコンサート（2,459 万円）【再掲】

施策２ 確かな学力の向上 

（重点取組） 

１ 基礎的・基本的な知識・技能の習得を目指し

た学習の推進と学習習慣の定着 

２ 考える力を育むための授業改善の推進  
３ 「横浜市学力・学習状況調査」の活用による

学力の向上 

【主な取組事業】 

●学校司書の配置（6億 8,737 万円）【再掲】

●理科支援員の配置（8,344 万円）【再掲】

●横浜市学力・学習状況調査事業（5,379 万円）

施策６ 魅力ある高校教育の推進 

（重点取組） 

１ 次代を担うグローバル人材の育成  
２ 特色ある高校づくり  
３ 生徒一人ひとりの能力を最大限に伸ばす教育の 

充実 

【主な取組事業】 

●スーパープロフェッショナルハイスクールの指定

（1,000 万円）【再掲】 

●スーパーグローバルハイスクールの推進

（1,700 万円）【再掲】 

●中高一貫教育校推進事業（横浜サイエンスフロン

ティア高校） （1,034 万円）【再掲】 

施策１ 横浜らしい教育の推進 

（重点取組） 

１ 横浜型小中一貫教育の推進 

２ 豊かな体験を通した学習の推進 

３ 家庭・地域と連携した防災教育の推進 

４ 国際社会で活躍できる人材の育成 

５ 先進的なＩＣＴ教育の推進 

【主な取組事業】 

●小中一貫教育推進事業（3,742 万円）

●キャリア教育実践プロジェクト事業（637 万円）【再掲】 

●英検等の実施による外部指標の導入（7,284 万円）【再掲】 

５つの目標と 13 の施策から成る「第２期横浜市教育振興基本計画」に基づき、教育の質の向上に取り組

みます。 

 
 

 

 

 

 

 

<参考>第２期横浜市教育振興基本計画に基づき重点的に取り組む施策 

目標１ 「知」「徳」「体」「公」「開」で示す“横浜の子ども”を育みます 

施策５ 特別なニーズに対応した教育の推進 

（重点取組） 

１ 特別支援教育推進のための指導体制の充実  
２ 特別支援学校の再編整備  
３ 日本語指導が必要な児童生徒への支援 

【主な取組事業】 

●肢体不自由特別支援学校再編整備事業

（1億 2,416 万円）【再掲】 

●日本語支援拠点施設の開設（2,264 万円）【再掲】

●日本語指導が必要な児童生徒への支援

（1億 342 万円）【再掲】 

施策４ 健やかな体の育成 

（重点取組） 

１ ＰＤＣＡサイクルによる「体育・健康プラン」

の運営改善 

２ 食育の推進などによる健康な体づくり  
３ 2020年東京オリンピック・パラリンピック競技

大会を契機とした取組 

【主な取組事業】 

●子どもの体力向上推進事業（4,084 万円）

●市立学校食育推進事業（240 万円）

●小中学生とオリンピアン・パラリンピアン との交流

（230 万円）【再掲】 

 

※小学生・中学生の表記には義務教育学校に通う児童生徒を含みます。 
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15 

目標２ 尊敬される教師 誇りや使命感に満ちた信頼される教職員を確保・育成します 

施策９  チーム力を活かした学校運営の推進 

（重点取組） 

１ 校長、副校長のマネジメント力の向上 

２ 学校の情報発信による保護者や地域の理解促進 

３ 教職員の負担軽減に向けた取組 

４ 県費負担教職員の市費移管への対応 

【主な取組事業】 

●民間マネジメント研修派遣（216 万円）【一部再掲】

●職員室業務アシスタントの配置（3,399 万円）【再掲】

●教職員人件費等（1,510 億 952 万円）

施策 12 教育環境の整備 

（重点取組） 

１ 安全で安心な教育環境の整備 

２ 学校規模の適正化 

【主な取組事業】 

●学校特別営繕費（150 億 1,190 万円）【再掲】

●児童生徒急増対策（校舎等の新増改築）

（94 億 9,201 万円）【再掲】 

施策 13 市民の学習活動の支援 

（重点取組） 

１ 地域の特性に応じた読書活動の推進 

２ 図書館サービスの充実 

３ 横浜の歴史に関する学習の場の充実 

【主な取組事業】 

●横浜市民の読書活動推進事業（239 万円）【一部再掲】 

●図書館運営費（8億 3,101 万円）【一部再掲】

施策７ 優れた人材の確保 

（重点取組） 

１ 優れた教職員の確保策の展開 

２ 大学と連携した教員の養成・確保 

【主な取組事業】 

●教員確保対策事業（2,230 万円）

●よこはま教師塾「アイ・カレッジ」

（3,793 万円） 

 

 

 

 

目標４ 家庭・地域・学校が連携し、子どもの成長を支え合います

目標５ 子どもの教育環境を整備するとともに、市民の学習活動を支援します 

目標３ 信頼される学校 学校の組織力を高め、信頼される学校を目指します 

施策８ 教師力の向上 

（重点取組） 

１ 教師力向上のための研究・研修の仕組みづくり 

２ 大学や民間企業と連携した教員の学びの支援 

３ 教職員の心の健康の維持・向上 

【主な取組事業】 

●学校現場における OJT に対する支援（50 万円）【一部再掲】 

●教員の海外研修派遣（3,238 万円）【再掲】

施策 10  学校教育事務所の機能強化による 

学校支援 

（重点取組） 

１ 自主的・自律的な学校運営のための支

援 

【主な取組事業】 

●学校教育事務所運営費（2億 3,546 万円）

●学校運営サポート事業（750 万円）

施策 11 子どもの成長を社会全体で支える体制づくり 

（重点取組） 

１ 地域の人材を活かした学校運営の推進 

２ 児童生徒の地域活動への参加促進 

３ 家庭の教育力向上のための支援 

４ 区役所や児童相談所、療育センター、警察や関係機関との連携による児童生徒支援 

【主な取組事業】 

●学校運営協議会推進事業（1,030 万円） ●児童・生徒指導推進費（2,061 万円）
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※小学生・中学生の表記には義務教育学校に通う児童生徒を含む
※【　】内は28年度2月補正予算の一部・(　)内は前年度予算

<　>内は29年度の事業移管等を反映させた前年度予算

国・県費 その他 市債 一般財源
千円 千円 千円 千円 千円 千円

280,700 6,776 23,872 1,204 0 262,400

（１）特別支援教育支援員事業費

（２）特別支援学校就労支援事業費

（３）特別支援学校医療的ケア体制整備事業費 ５１,３６６千円

（４）相談指導費
　児童生徒一人ひとりのニーズに応じて、特別支援教育にかかわる就学・教育相談を行います。

２,６１７千円

５,０１０千円

（7）企画総務費等

　企画総務費、特別支援教育行事費、センター総務費、臨床指導医等派遣事業費ほか

千円

287,476

（７６,０７８千円）

（　－　）

（6）適応困難な子どもの才能を伸ばす教育事業費≪新規≫

　学校生活への適応が困難である一方、特定の分野で特に優れた能力を持つ子どもたちの個性を引き
出し、才能を伸ばすための教育を行います。

６４,９８６千円

６２,３６９千円

1 項 6 目
特別支援教育指導振興費

インクルーシブ教育システムの構築のため、一人ひとりに応じた就学相談と教
育相談を行うとともに、市立学校における教育環境のさらなる充実を図ります。
また、幼児児童生徒に対して必要な教育的支援を行うことで、将来の自立と社
会参加につなげていきます。

前年度 差引
本年度の財源

本年度

　２８年度に引き続き、「情緒障害・ＬＤ・ＡＤＨＤ」の通級指導教室において、発達障害のある児童生徒
のひとり一人の教育的ニーズに対応した指導の在り方と指導プログラムについての実践研究を行いま
す。

８８,１４８千円

（5）発達障害の子どもへの通級による指導のあり方研究事業費

（１,５２６千円）

＜７１,１０４千円＞

（４８,９２１千円）

（１３,４７４千円）

（８９,２１３千円）

（５１,４８８千円）
　特別支援学校（肢体）５校に看護師を配置するとともに、事務局、教員及び医師などで構成する合同
懇談会等を開催し、医療的ケア実施体制の整備を図ります。

　高等特別支援学校に在籍する生徒が企業就労を通して自立・社会参加を図れるよう、指導員を配置
し職場実習先の開拓や就労定着のための職場訪問などを行います。

　特別支援教育支援員を配置することにより、一人ひとりの子どもに対し学校生活場面と学習場面の
連続性のある支援を可能とし、障害特性によるニーズに応じたトータルな支援を行います。

１２,９８０千円
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※小学生・中学生の表記には義務教育学校に通う児童生徒を含む
※【　】内は28年度2月補正予算の一部・(　)内は前年度予算

<　>内は29年度の事業移管等を反映させた前年度予算

国・県費 その他 市債 一般財源
千円 千円 千円 千円 千円 千円

708,270  18,676 689,594

（１）スクールバス運行費 ６４０，７９１千円

　特別支援学校に在籍する児童生徒に対し、登下校支援を行うため、スクールバスを運行します。

（2）教育用コンピュータ整備事業費

（３）学校需用費等

国・県費 その他 市債 一般財源
千円 千円 千円 千円 千円 千円

125,000 46,193 6,757 0 40,000 124,436

（１）個別支援学級設備費

（２）通級指導教室整備事業費 １９,７５０千円

（３）肢体不自由特別支援学校再編整備事業費
１２４,１６３千円

１３，８５４千円

・校務用コンピュータ整備事業費

千円

689,594

（６６５,８１２千円）

５ 項 １ 目 （ 抜 粋 ）

学校管理費・学校運営費

　「いきいき学校づくり予算」により、学校長の裁量のもと、自主的・主体的に、
それぞれの学校の特色や学校事情・地域事情に応じた予算計画を作成し、執
行します。

本年度 前年度 差引
本年度の財源

　軽度から重度までの肢体不自由児に幅広く対応するなど、教育環境の向上等を図るため、左近山特
別支援学校（仮称）の整備に向けた設計等を実施します。また、既存の肢体不自由特別支援学校の改
修に向けた設計等を進めます。

２７,２８０千円 （４５,５００千円）

個別支援学級について、改修等の整備を行います。

（３９,５００千円）

通級指導教室について、改修等の整備を行います。

・特別支援学校保険加入費等

３４，９４９千円 （３２，６０１千円）

児童生徒の安全確保や身体的負担の軽減を図るため、全41コースで運行を実施しま

（３５,０００千円）

171,193
千円

本年度 前年度 差引
本年度の財源

８ 項 ４ 目
特別支援教育施設整備費

　 障害のある児童生徒の状態に応じて効果的な指導が行えるよう、個別支援
学級、通級指導教室及び特別支援学校の施設の整備等を行います。

（９，８５７千円）

 学校のコンピュータ教室及び普通教室用のPCなどを引き続き賃借するとともに、タブレット端末の導入
を進めていきます。また、教育用・校務用PC及びネットワークなどの各種障害に対処するため、学校サ
ポートデスクを運営します。
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平成 29 年度 

 

予 算 概 要 
 

抜 粋 版 

 

 

（建築局分） 

  



平成 29 年度 

予 算 概 要 

抜 粋 版 

（建築局分） 
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住宅施策推進事業

８ 住宅施策推進費 事業内容

本年度 199,714 千円 　住宅マスタープランである「横浜市住生活基本計画」に基
づき、団地の再生、マンション管理組合支援、子育て世帯や
高齢者等への居住支援、省エネ住宅の普及など、市民が安心
して暮らせる住まい・住環境整備に向けた取組を進めます。

前年度 233,358

差引 △33,644

本
年
度
の

財
源
内
訳

国 41,805

県 3,240

市　債 ―

その他 27,434

一般財源 127,235

(差引 △ 13,262

ア 横浜市住生活基本計画の見直し

 　28年度の住宅政策審議会の答申を受け、横浜市の住まいや住環境の基本的な方向性を定める
　横浜市住生活基本計画の見直しを行います。

◆横浜市住生活基本計画（改定計画）の概要
① 位置付け

「横浜市基本構想（長期ビジョン）」を上位計画とした住宅部門の基本計画
② 計画期間

2017年度（平成29年度） から 2026年度（平成38年度）まで（10年間）
③ 基本的な施策の展開（H29.1時点）

目標１　若年世帯から子育て世帯や高齢者世帯まで、安心して暮らせる住まいの確保や
住まい方の実現

目標２　重層的な住宅セーフティネットの構築による住宅確保要配慮者の居住の安定確保
目標３　良質な住宅ストックの形成
目標４　総合的な空家対策の推進
目標５　低炭素社会の実現に向けた環境にやさしい住まいづくり
目標６　災害に強く、安全・安心な住宅と住環境の形成
目標７　住み慣れた身近な地域で、誰もが安心して暮らし続けられる、持続可能な住宅地

・住環境の形成

イ 横浜市高齢者居住安定確保計画の改定

　　第６期横浜市保健福祉計画・介護保険事業計画の見直し（平成30年４月予定）を踏まえ、
　横浜市高齢者居住安定確保計画の改定を行います。

◆横浜市高齢者居住安定確保計画の概要
① 位置付け

「横浜市住生活基本計画」及び「横浜市保健福祉計画・介護保険事業計画」を上位計画と
し、住宅政策と高齢者福祉政策が連携して、高齢者の居住の安定の確保に関する施策を
推進するための計画

② 計画期間
2018年度（平成30年度） から 2020年度（平成32年度）まで（３年間）

③ 見直しの内容（H29.1時点予定）
・サービス付き高齢者向け住宅について…供給目標量の設定、使用料の軽減のための手法、

立地の適正化等
・民間賃貸住宅等の活用について

(1) 1,584 千円 (28: 14,846 千円)

千円)
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郊外住宅地再生支援事業

持続可能な住宅地モデルプロジェクト

(環境未来都市推進プロジェクト）

① 青葉区たまプラーザ駅北側地区

② 緑区十日市場町周辺地域

(差引 千円)

③ 相鉄いずみ野線沿線地域

(差引 千円)

④ 磯子区洋光台周辺地区

団地再生に向けた新たな取組【区】 千円 （うち【区】8,109千円）

・団地再生コンソーシアム（500千円）

・大規模団地再生モデルの構築【区】（8,109千円）

・団地再生における制度検討等（2,000千円）

※【区】は、地域課題解決のため区の財源も活用し、局が予算を編成・執行する「区局連携促進事業」

イ

(差引 10,609 千円)

　人口減少、超高齢社会を迎え、建物の老朽化、コミュニティの希薄化や空き家の増加が進む中、
市民の６割以上が住む郊外部の住宅地の再生・活性化に向けて、新たに公的な住宅供給団体等で組
織した「よこはま団地再生コンソーシアム」により、住み替え、再生資金、拠点づくりなどの団地
再生の取組を連携して進めます。
　また、高齢化の進む大規模団地を抱える旭区と連携し、再生モデルの構築に着手します。

— 千円)10,609

5,000

(28: 千円)

5,000 千円 (28: 千円)

(28:

  持続可能な住宅地モデルプロジェクトは、地域特性を踏まえ、市民、民間事業者、行政、大学等
が連携しながら、地域課題（高齢化対応、子育て支援、医療・介護連携、多世代交流、地域交通、
地域エネルギーなど）の解決に取り組み、誰もが安心して暮らし続けられる、持続可能な魅力ある
まちづくりのモデルを創り出します。

20,000 千円

(差引 0 千円)

(28: 20,000 千円)

(差引 △ 1,000

5,000

千円)

　「次世代郊外まちづくり基本構想 2013」に基づき、コミュニティのネットワークづ
くりや、子育て支援、医療・介護の連携、団地の再生、戸建て住宅地の再生などの取組
を進めます。

12,500 千円 (28: 千円)

△ 3,458

ア

　多世代近居のまちづくりを目指し、「洋光台まちづくりビジョン」を踏まえ多世代交
流・コミュニティ支援や既存ストックを活用した活力あるまちづくり、環境・健康・防
災に係る取組を進めます。

15,958

　事業基本計画（28年策定）に基づき市有地活用事業を推進するとともに、周辺地域も
含めた地域交流や活動の活性化、魅力の発信、住み替え支援などの取組を進めます。

0

(差引 △ 2,958

　「みらいに向けたまちづくりイメージブック 2015」（27年策定）に基づき、沿線各駅
で魅力的な地域資源を活かしたまちづくりを進めます。

4,000 千円

千円)

43,000 千円 (28: 45,958 千円)

千円)75,509(2) 千円 (28: 66,658

(差引 8,851 千円)
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団地再生支援事業

マンション関連支援事業

サービス付き高齢者向け住宅登録事業

民間住宅関連支援事業

エ 地域子育て応援マンション認定事業

(差引 △ 720 千円)

　分譲マンションの良好な維持管理のため、マンション管理組合への専門家派遣や情報提供等によ
り支援します。

マンションアドバイザー派遣件数　40件　　（28：80件）

　建物の老朽化や居住者の高齢化が進む集合住宅団地の再生に向けた住民主体の取組を、コーディ
ネーターの派遣等により支援します。

また、課題が複合化し住民や民間事業者等による再生が難しく、他の団地のモデルとなりうる取
組を進める大規模団地等について、関係者と連携を図りながら総合的な視点で再生に取組みます。

(3) 3,620 千円 (28: 4,340 千円)

千円 (28: 20,700 千円)

(差引 1,200 千円)

ウ 21,900

高齢者の円滑な住替えを支援するため、住宅施策と福祉施策の連携のもと、高齢者向け住
宅や施設の情報など総合的な相談窓口を運営するとともに、高齢者がより身近な場所で相談
できるよう、市民利用施設等への出張相談を実施します。

ウ 住宅リフォーム等支援事業

住宅の防災化・バリアフリー化を図るため、これらの改修等に必要となる資金を市民が住
宅金融支援機構などから融資を受ける際、利子補給を行います。
　新規申込は20年度で終了しているため、21年度以降は交付決定済案件にかかる支払いを実
施しています。

住宅の広さや遮音性、バリアフリー等の住宅性能を満たし、保育所などの地域向け子育て
支援施設を併設したマンションを、「地域子育て応援マンション」として認定します。

 （こども青少年局との共管事業）

　地域子育て応援マンション 　認定件数　2物件（561戸）

(差引 △ 2,402 千円)

ア 民間住宅あんしん入居事業

イ 高齢者住替え促進事業

連帯保証人を確保できないことが理由で民間賃貸住宅への入居が困難な高齢者、障害者、
外国人等を対象に、民間の保証会社を利用した家賃保証と、区役所等の既存福祉サービスに
よる居住支援を行います。
　また、28年12月から２年間、民間住宅あんしん入居事業を利用して、新たに入居されるひ
とり暮らしの60歳以上の方を対象に、安否確認サービスモデル事業を実施し、入居支援をさ
らに推進していきます。

(差引 △ 271 千円)

　高齢者の居住の安定確保に関する法律に基づくサービス付き高齢者向け住宅の登録を行います。

　　新規登録件数　20件　　（28：30件）

(5) 9,441 千円 (28: 11,843 千円)

(4) 2,420 千円 (28: 2,691 千円)
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住まいに関する相談・情報提供事業

住まいのエコリノベーション推進事業

（補助概要）

ＺＥＨ（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス）推進事業

（補助概要）

次の①、②の両方を満たすもの

(6) 7,000 千円 (28: 7,400 千円)

(差引 △ 400 千円)

　市民が身近な場所で住まいに関する総合的な相談を受けられるよう、ハウスクエア横浜での相談
業務のほか、民間事業者(※)の実施する相談拠点と連携し、また市民利用施設を活用して、住まい
に関する相談や情報提供を引き続き実施します。
　住宅の省エネルギー化に関する一定の知識を有する建築士等を省エネ住宅相談員として登録し、
登録時の講習会や知識・技術向上のための研修会等を実施することにより、市民からの幅広い疑問
に答えることができるコンシェルジュとして育成するなど、省エネ住宅の普及・啓発に努めます。

ア 住まいに関する相談・情報提供事業（相談事業・民間事業者等連携） 4,220千円
イ 省エネ住宅に関する相談体制の充実（省エネ住宅相談員登録制度の運営） 2,300千円
ウ 省エネ住宅に関する相談体制の充実（人にやさしい住まいづくり体験館の活用）　480千円

※民間事業者：東京急行電鉄株式会社、一般社団法人神奈川県建築士事務所協会、
一般社団法人横浜市建築士事務所協会、相鉄不動産販売株式会社

(7) 28,100 千円 (28: 39,000 千円)

千円)

【エコリノベーション（省エネ改修）補助】
　環境性能の向上やライフスタイルに対応し、あわせて「健康」の要素を備えたエコリノベーショ
ンを推進することを目的に、エコリノベーション工事等に要する費用の一部を補助します。

補助対象 補助金額の上限 備　考 補助件数

(差引 △ 10,900

一般改修住宅 工事費用の１/3　かつ　40万円
30件程度

特定改修住宅 工事費用の１/3　かつ　80万円 住宅全ての開口部を断熱改修

【よこはまエコリノベーション・アカデミー】
・講座の開催や実際の既存住宅の改修現場の見学会を実施するなど、学びの場を創出します。
・年３回程度開催
・参加対象者（市内企業、市民、学生等）

【エコリノベーションの連携・拡大】
　市内の住まいづくりの担い手である、設計事務所及び工務店を中心に、大学、エネルギー供給会
社等の多様な主体との連携により、住まいのエコリノベーションの普及・推進のために、エコリノ
ベーションに関する情報共有及び情報発信を積極的に行います。

(8) 20,000 千円 (28: 20,000 千円)

(差引 0 千円)

【ＺＥＨ補助】
　経済産業省の「ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス支援事業」の補助要件を満たし、かつCASBEE
横浜[戸建]の要件を満たす新築住宅の設備機器導入に要する費用の一部を補助します。

補助要件
① ＺＥＨ 国のＺＥＨ補助を受けるもの

② CASBEE横浜[戸建] Ｓランク又はＡランク達成

補助対象
ＺＥＨ＋CASBEE横浜[戸建]の要件を満たすために設置する
設備機器のうち指定するもの

補助金額 補助対象となる設備機器費の２分の１（上限金額50万円）

補助件数 20件

【よこはまＺＥＨ・アカデミー】
・講座の開催など、学びの場を創出します。
・年３回程度開催
・参加対象者（市内企業、市民、学生等）
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災害時対応住宅施策事業

被災者向け住宅家賃負担事業

(差引 △ 9,360 千円)

　横浜市住宅供給公社が東日本大震災による被災者の受入れのために提供している住宅について、
被災県から供与期間延長の要請があったため、引き続き借上げます。

(10) 3,240 千円 (28: 12,600 千円)

  大規模地震等の発災時に早期の応急仮設住宅の供与ができるよう、民間賃貸住宅の借上げも含
めた「応急仮設住宅供給マニュアル」を見直します。

（参考）「横浜市応急仮設住宅供給マニュアル」の構成概要
　１ 体制
　２ 事前準備（平時の役割）
　３ 被害状況の把握と災害救助法の適用
　４ 利用可能な戸数把握、需要の把握
　５ 方針及び設置計画の策定
　６ 応急仮設住宅の建設・借上げ、入居、管理、処分・清算

(9) 2,000 千円 (28: 7,000 千円)

【住宅復興実務マニュアルの策定】

　震災復興時に住宅の速やかな再建や応急的な住宅から恒久的な住宅への円滑な移行ができるよ
う「住宅復興実務マニュアル」を策定します。

（参考）「横浜市住宅復興実務マニュアル」の構成（案）
　１ 住宅復興体制
　２ 住宅復興の流れ
　３ 住宅復興の手引き
　　（緊急の住宅確保、恒久住宅及び公営住宅の供給・再建、民間住宅の再建支援）

(差引 △ 5,000 千円)

【応急仮設住宅供給マニュアルの見直し】
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事業内容

乗り降りしやすいバスの導入

29年度購入予定ノンステップバス車両数　63両　

うち　　ディーゼルノンステップバス 58両　

うち　　ハイブリッドノンステップバス 5両

（28年度末ノンステップバス車両予定数　755両）

　どなたにでも乗り降りしやすいノンステップバスを63両導入します。このうち、
環境にも配慮したハイブリッドノンステップバス（5両）の導入を予定しています。
　一般乗合バスに占める低床バスの割合は、29年度末においても前年同様100％とな
ります

　　平成22年度予算より健康福祉局からの導入補助は
　終了。（平成24年度予算より民営バスのみ導入補助）
　　交通局の企業努力により引き続き導入を推進

乗り降りしやすい
バ ス の 導 入
（ 市 営 バ ス ）

1,856,431
本 年 度

5

千円

ノンステップバス
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【障害

しょうがい

福祉
ふ く し

情報
じょうほう

サービスかながわ】 
（トップページ

と っ ぷ ぺ ー じ

 > 書式
しょしき

ライブラリ
ら い ぶ ら り

 > ２．横浜市
よ こ は ま し

からのお知
し

らせ > ①横浜市
よ こ は ま し

からのお知
し

らせ） 
http://www.rakuraku.or.jp/shienhi/liblary/L_Result2.asp?category=12&topid=2 

資 料
しりょう

７ 





 
  

② 

③ ④ 

⑤ ⑥ 

● サルビア 

● 横 浜
よこはま

療 育
りょういく

医 療
いりょう

センター

●県 立
けんりつ

こども医 療
いりょう

センター 

①

● 横 浜
よこはま

医 療
いりょう

福祉
ふくし

センター港 南
こうなん

                         

西部
せ い ぶ

方面
ほ う め ん

多機能型
た き の う が た

拠点
き ょ て ん

の開所
か い し ょ

について 

 

１ 多機能型
た き の う が た

拠点
きょてん

の概要
がいよう

 

  多機能型
た き の う が た

拠点
きょてん

整備
せ い び

事業
じぎょう

は、医療的
いりょうてき

ケア
け あ

（痰
たん

の吸引
きゅういん

、経管
けいかん

栄養
えいよう

、人工
じんこう

呼吸器
こ き ゅ う き

など、家庭
か て い

で

日常的
にちじょうてき

に行われる
お こ な

医療
いりょう

行為
こ う い

）を必要
ひつよう

とする重症
じゅうしょう

心身
しんしん

障害児者
しょうがいじしゃ

等
とう

とその家族
か ぞ く

の地域
ち い き

での暮
く

らしを支援
し え ん

するための施設
し せ つ

で、市内
し な い

６箇所
か し ょ

に整備
せ い び

予定
よ て い

です。 
これまでに、平成

へいせい

24年
ねん

10月
がつ

に栄区
さかえく

に市内
し な い

１館目
か ん め

である「郷
さと

」を整備
せ い び

し、平成
へいせい

25年
ねん

10月
がつ

に都筑区
つ づ き く

に市内
し な い

２館目
か ん め

である「つづきの家
いえ

」を整備
せ い び

しました。 
このたび、瀬谷区

せ や く

に３館目
か ん め

となる西部
せ い ぶ

方面
ほうめん

多機能型
た き の う が た

拠点
きょてん

を 29年
ねん

4月
がつ

に開所
かいしょ

します。 
 
 

【施設
し せ つ

整備
せ い び

の場所
ば し ょ

】 

 

 

２ 西部
せ い ぶ

方面
ほうめん

多機能型
た き の う が た

拠点
きょてん

について 

（１）名称
めいしょう

「横浜市
よ こ は ま し

多機能型
た き の う が た

拠点
きょてん

こまち」 

運営
うんえい

法人
ほうじん

： 社会
しゃかい

福祉
ふ く し

法人
ほうじん

 横浜市
よ こ は ま し

社会
しゃかい

事業
じぎょう

協会
きょうかい

 

住所
じゅうしょ

： 横浜市
よ こ は ま し

瀬谷区
せ や く

二ツ橋
ふたつばし

町
ちょう

489-45（旧
きゅう

アレルギーセンター
あ れ る ぎ ー せ ん た ー

跡地
あ と ち

・県立
けんりつ

 

三ツ境
み つ き ょ う

養護
よ う ご

学校
がっこう

東隣
ひがしどなり

） 

施設
し せ つ

の構造
こうぞう

・規模
き ぼ

： 鉄筋
てっきん

コンクリート
こ ん く り ー と

造
づくり

 地上
ちじょう

２階
かい

建
だ

て 延
の

べ床面積
ゆかめんせき

 約
やく

1,350平方
へいほう

  

メートル
め ー と る

 

 

 

 

 

★多機能型
た き の う が た

拠点
きょてん

 

〈参考
さんこう

〉●医療型
いりょうがた

障害児
しょうがいじ

入 所
にゅうしょ

施設
し せ つ

 

① 北西部
ほくせいぶ

…緑
みどり

、青葉
あ お ば

、都筑
つ づ き

 

② 北東部
ほくとうぶ

…鶴見
つ る み

、港北
こうほく

 

③ 西
せい

 部
ぶ

…旭
あさひ

、泉
いずみ

、瀬
せ

谷
や

 

④ 中央部
ちゅうおうぶ

…神奈川
か な が わ

、西
にし

、中
なか

、 保土ケ谷
ほ ど が や

 

⑤ 南西部
なんせいぶ

…港南
こうなん

、戸塚
と つ か

、栄
さかえ

 

⑥ 南東部
なんとうぶ

…南
みなみ

、磯子
い そ ご

、金沢
かなざわ

 

北西部
ほくせいぶ

多機能型
た き の う が た

拠点
きょてん

 

「つづきの家
いえ

」 

西部
せ い ぶ

多機能型
た き の う が た

拠点
きょてん

 

「こまち」 

南西部
なんせいぶ

多機能型
た き の う が た

拠点
きょてん

 

「郷
さと

」 

資料
しりょう
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（２）事業
じぎょう

内容
ないよう

 

事 業 名
じ ぎ ょ う め い

 事業
じぎょう

内容
ないよう

 定員
ていいん

 

診療所
しんりょうじょ

 重 症
じゅうしょう

心身
しんしん

障害児者
しょうがいじしゃ

等
とう

を主
おも

な対象
たいしょう

として診療
しんりょう

及
およ

び往診
おうしん

を行
おこな

う。 － 

生活
せいかつ

介護
か い ご

 
入浴
にゅうよく

、排
はい

せつ及
およ

び食事
しょくじ

等
とう

の介護
か い ご

、創作的
そうさくてき

活動
かつどう

又
また

は生産的
せいさんてき

活動
かつどう

の機会
き か い

の提供
ていきょう

、

その他
た

必要
ひつよう

な援助
えんじょ

を日中
にっちゅう

の時間帯
じ か ん た い

に行
おこな

う。 
40名

めい

 

居宅
きょたく

介護
か い ご

・ 

訪問
ほうもん

看護
か ん ご

 
居宅
きょたく

介護
か い ご

や、診療所
しんりょうじょ

の医師
い し

の指導
し ど う

の下
もと

での訪問
ほうもん

看護
か ん ご

を 行
おこな

う。 － 

相談
そうだん

支援
し え ん

 
診療所
しんりょうじょ

の医師
い し

、看護師
か ん ご し

やソーシャルワーカー
そ ー し ゃ る わ ー か ー

等
とう

が生活
せいかつ

全般
ぜんぱん

の相談
そうだん

受付
うけつけ

や

各種
かくしゅ

関係
かんけい

機関
き か ん

等
とう

との連絡
れんらく

調整
ちょうせい

等
とう

を 行
おこな

う。 
－ 

短期
た ん き

入所
にゅうしょ

 

（児
じ

・者
しゃ

） 

家族
か ぞ く

が、入院
にゅういん

・冠婚葬祭
かんこんそうさい

等
とう

のため介助
かいじょ

を行
おこな

えない場合
ば あ い

や休養
きゅうよう

が必要
ひつよう

な場合
ば あ い

に、宿泊
しゅくはく

を 伴
ともな

う一時的
いちじてき

介助
かいじょ

を 行
おこな

う。 

４名
めい

 

以上
いじょう

 

放課後
ほ う か ご

等
とう

 

デイサービス
で い さ ー び す

 

重 症
じゅうしょう

心身
しんしん

障害児
しょうがいじ

等
とう

を対象
たいしょう

に定期的
て い き て き

利用
り よ う

を原則
げんそく

とした個別
こ べ つ

支援
し え ん

計画
けいかく

を作成
さくせい

し、療育
りょういく

を目的
もくてき

としたプログラム
ぷ ろ ぐ ら む

を提供
ていきょう

する。 

５名
めい

以上
いじょう

 

日中
にっちゅう

一時
い ち じ

支援
し え ん

 

（児
じ

・者
しゃ

） 

家族
か ぞ く

が通院
つういん

、各種
かくしゅ

行事
ぎょうじ

参加
さ ん か

等
とう

のため介助
かいじょ

を行
おこな

えない場合
ば あ い

や休養
きゅうよう

が必要
ひつよう

な

場合
ば あ い

等
とう

に、日中
にっちゅう

のみの一時的
い ち じ て き

介助
かいじょ

を行
おこな

う。 

10名
めい

 

以上
いじょう

 

 送迎
そうげい

サービス
さ ー び す

 
生活
せいかつ

介護
か い ご

事業
じぎょう

と短期
た ん き

入所
にゅうしょ

事業
じぎょう

の利用者
り よ う し ゃ

を対象
たいしょう

にした送迎
そうげい

に加
くわ

え、他
た

の事業
じぎょう

でも利用
り よ う

できる福祉
ふ く し

有償
ゆうしょう

移動
い ど う

サービス
さ ー び す

も行
おこな

う。 
 

地域
ち い き

交流
こうりゅう

事業
じぎょう

 

地域
ち い き

団体
だんたい

等
とう

に地域
ち い き

交流室
こうりゅうしつ

の貸出
かしだし

を行
おこな

い、利用者
り よ う し ゃ

とその家族
か ぞ く

が地域
ち い き

と交流
こうりゅう

す

る機会
き か い

を提供
ていきょう

する。また、イベント
い べ ん と

の実施
じ っ し

や地域
ち い き

行事
ぎょうじ

に参加
さ ん か

することで相互
そ う ご

理解
り か い

を深
ふか

める。 

－ 

 

 



 

ヨコハマ
よ こ は ま

・パラトリエンナーレ
ぱ ら と り え ん な ー れ

 2017 の開催
かいさい

について 
 

１ 目的
もくてき

 

あらゆる立場
た ち ば

の人
ひと

がお互
たが

いを理解
り か い

し尊重
そんちょう

しあう社会
しゃかい

の実現
じつげん

に向
む

けて取
と

り組
く

みます。

2014年
ねん

に初
はじ

めて開
かい

催
さい

しました。２回
かい

目
め

となる今
こん

回
かい

は、前
ぜん

回
かい

のテーマ
て ー ま

「出
で

会
あ

い」から発展
はってん

さ

せ、様 々
さまざま

な人
ひと

が支
ささ

え合
あ

う 力
ちから

を高
たか

めていきます。 

  

２ プログラム
ぷ ろ ぐ ら む

 

  春
はる

から秋
あき

にかけての作品
さくひん

制作
せいさく

から始
はじ

まり、秋
あき

の発表
はっぴょう

イベント
い べ ん と

の開催
かいさい

、さらにその後
ご

は

成果
せ い か

の展示
て ん じ

を一連
いちれん

のプログラム
ぷ ろ ぐ ら む

として実施
じ っ し

します。 

 

(１)第
だい

１部
ぶ

 作
さく

品
ひん

制
せい

作
さく

 

期間
き か ん

：5月
がつ

27日
にち

（土
ど

）〜9月
がつ

30日
にち

（土
ど

）予定
よ て い

 

内
ない

容
よう

：5月
がつ

27日
にち

に開
かい

催
さい

するスタートイベントから始
はじ

まります。障害
しょうがい

のあるなしに関
かか

わら

ず、多様
た よ う

な市民
し み ん

とともに、ダンス
だ ん す

のプログラム
ぷ ろ ぐ ら む

などの出演者
しゅつえんしゃ

オーディション
お ー で ぃ し ょ ん

の

実施
じ っ し

や、装
そう

飾
しょく

作
さく

品
ひん

の公
こう

開
かい

制
せい

作
さく

など、第
だい

２部
ぶ

に向
む

けてお祭
まつ

りを作
つく

り上
あ

げていきます。 

(２)第
だい

２部
ぶ

 発
はっ

表
ぴょう

 

期間
き か ん

：10月
がつ

７日
にち

（土
ど

）〜10月
がつ

９日
にち

（月
げつ

・祝
しゅく

） 

内容
ないよう

：みなとみらいの象
ぞう

の鼻
はな

パーク
ぱ ー く

で演劇
えんげき

を中心
ちゅうしん

に、空間
くうかん

演出
えんしゅつ

、パフォーミングアーツ
ぱ ふ ぉ ー み ん ぐ あ ー つ

、

音楽
おんがく

、食
しょく

など、様々
さまざま

なプログラム
ぷ ろ ぐ ら む

を行
おこな

って不
ふ

思議
し ぎ

な世界
せ か い

を表現
ひょうげん

します。 

資料
しりょう
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裏面
り め ん

あり 



(３)第
だい

３部
ぶ

  展示
て ん じ

 

期
き

間
かん

：10月
がつ

〜12月
がつ

 巡
じゅん

回
かい

展
てん

（予
よ

定
てい

） 

内容
ないよう

：会
かい

場
じょう

を飾
かざ

った作
さく

品
ひん

の一
いち

部
ぶ

や第
だい

２部
ぶ

の映像
えいぞう

・写真
しゃしん

・パフォーマンス
ぱ ふ ぉ ー ま ん す

作品
さくひん

 の衣装
いしょう

な

どを象
ぞう

の鼻
はな

テラス
て ら す

や横浜
よこはま

ラポール
ら ぽ ー る

の他
ほか

、市内
し な い

施設
し せ つ

を巡回
じゅんかい

して展示
て ん じ

していきます。 
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